
- 1 - 

本日の会議に付した事件 

 

                      平成２６年第２回山元町議会定例会 （第４日目） 

                      平成２６年６月２３日（月）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（山元町職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例） 

日程第 ３ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（山元町町税条例の一部を改正

する条例） 

日程第 ４ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（山元町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例） 

日程第 ５ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度山元町一般会計

補正予算・専決第１号） 

日程第 ６ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度山元町国民健康

保険事業特別会計補正予算・専決第１号） 

日程第 ７ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度山元町介護保険

事業特別会計補正予算・専決第１号） 

日程第 ８ 議案第３５号 山元町地域防災計画について 

日程第 ９ 議案第３６号 消防ポンプ積載車等の購入契約について 

日程第１０ 議案第３７号 平成２６年度山元町一般会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第３８号 平成２６年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１２ 議案第３９号 平成２６年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 請願第４０号 平成２６年度山元町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第４１号 平成２６年度山元町下水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議員派遣の件 

日程第１６ 閉会中の継続調査申し出について 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、平成２６年第２回山元町議会定例会第４日目の会議を開きま

す。 

      これから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定によって、１０番岩佐 隆

君、１１番伊藤隆幸君を指名します。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議長諸報告を行います。 
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      １．委員会調査報告書及び継続調査申出書の受理、総務民生常任委員会委員長及び産

建教育常任委員会委員長から閉会中の調査報告書と、総務民生常任委員会委員長及び議

会広報常任委員会委員長から優良町村視察研修報告書が提出されたので、その写しを配

布しております。 

      また、各常任委員会委員長から、閉会中の継続調査申出書が提出されたので、その写

しを配布しております。 

      ２．議員派遣の報告。山元町議会会議規則第１２６条第１項の規定によりお手元に配

布しておりますとおり、議長において決定しましたので報告します。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）町長から、一般質問中、誤解を招く説明があったことで発言の申し出があり、

これを許可しております。齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。おはようございます。 

      ６月１９日の一般質問におけます岩佐 豊議員及び岩佐 隆議員への宮城病院周辺地

区の進捗に関する答弁の中で、平成２８年２月の災害公営住宅の入居及び宅地の引き渡

しを目指す旨のお答えをいたしまして、宅地の引き渡しが２８年２月と誤解されるもの

となっておりました。お答えの趣旨は、宅地分譲をご希望される方には、年度内には入

居できるよう宅地の供給を目指しているということでございます。具体的にその宅地の

引き渡しの時期につきましては、平成２７年の１１月を目指しておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いを申し上げます。以上であります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．承認第１号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。それでは、承認第１号、山元町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例につきましてご説明を申し上げます。 

      本承認議案につきましては、地方自治法の規定に基づき、去る３月３１日をもって専

決処分を行いましたので、これを議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

      それでは、お手元に配布をさせていただいております配布資料の№３をご用意いただ

きたいと思いますが、この条例議案の概要書に基づきましてご説明をさせていただきま

す。 

      初めに、改正の趣旨でございますが、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する

法律、平成２４年法律第２号でございますが、この法律に基づきまして、本年４月１日

施行で号俸の調整に関する人事院規則が制定されましたことに伴い、山元町職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正したものでございます。 

      次に、具体の改正内容についてでございますが、平成１８年度から実施されました給

与構造改革、この給与構造改革というものにつきましては、平成１７年度の人事院勧告

に基づきまして、その趣旨でございますが、公務員の給与水準、これにつきましては民

間水準が適切に反映されたものとなることを前提とした給料表水準の見直しと年功序列

的な給与上昇を抑制し、職務や職責に応じた給与構造に転換するという趣旨で職員給与

の抑制措置が講じられてきたところでございます。 

      資料の下のほうのフロー図のほうをご覧になっていただきたいと存じます。 
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      本町におきましても、平成１８年度から２１年度までの４年間、全職員に対し最大４

号俸の昇給抑制を行い、その後、平成２３年度からでございますが、若年層を中心に２

５年度までの３年間、１号俸ずつで最大３号俸の措置が講じられてきたところでござい

ます。今般、人事院規則、平成２６年４月１日施行でございますが、これが制定された

ことに伴いまして、本町職員の給与につきましても、４５歳未満の若年、中堅層の職員

を対象に未回復分１号俸、これは４年間で４号俸の抑制がなされてきて、２３年、２４

年、２５年とそれぞれ１号俸ずつ回復されてきました。結果、１号俸が未回復でありま

したので、この未回復部分についての回復措置を講ずる必要が生じましたことから、山

元町条例の附則におきまして、所要の改正を行ったところでございます。 

      なお、この改正によりまして、本町におきましては４月１日での昇給号俸回復措置の

対象となる職員数につきましては、４５歳未満の職員４８名、回復される号俸は１号俸

であります。この１号俸を給料換算させていただきますと、おおむね月額給料１，００

０円から、月額給料で１，０００円から２，０００円というふうなことでございます。 

      説明につきましては以上でございます。どうかご承認を賜りますようよろしくお願い

を申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから承認第１号、専決処分の承認を求めることについて（山元町職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって承認第１号は原案のとおり承認されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第３．承認第２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。承認第２号、山元町町税条例等の一部を改正する条例に

ついてご説明を申し上げます。皆様に配布させていただいております資料№４、条例議

案の概要書に基づいてご説明を申し上げます。 

      上位法であります地方税法等の一部を改正する法律が、３月３１日公布され、４月１

日から施行されたことに伴い、山元町町税条例の一部を改正したので、承認を求めるも

のであります。 

      主な改正内容でございますが、法人住民税の法人税割の税率の引き下げの改正が行わ
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れました。現行１２．３パーセントから改正後９．７パーセントに２．６パーセントの

引き下げが行われました。これに合わせまして県民税の法人税割も５パーセントから３．

２パーセントに１．８パーセントの改正が行われております。この改正は、大都市部の

交付税の不交付団体などと地方団体との地域間の税収のアンバランスから拡大する財政

力格差を是正するため、この引き下げ分に相当する税率、法人住民税の２．６と県民税

の法人税割の１．８、合わせて税率４．４パーセントを地方法人税として国税を創設し、

この国税を国の一般会計に経由しないで地方交付税特別会計に直入し、市町村に配分す

るための改正でございます。これにつきましては、９月末が決算日となっていることも

ありますことから、平成２６年の１０月１日以降に開始される事業年度から適用されま

す。 

      大きい改正であります次が、軽自動車税の見直しでございます。軽自動車税の税率に

つきましては、昭和４９年度改正以降行われておらず、普通自動車では１，０００ＣＣ

クラスの小型自動車を車両重量や価格、性能等で上回る軽自動車等が多く存在しており、

小型自動車と変わらない状況にありますが、乗用の軽自動車税が７，２００円、小型乗

用車の自動車税が２万９，５００円と約４．１倍の格差があります。これらのことに基

づきまして、軽四輪等及び小型特殊自動車等の標準税率を自家用乗用車は１.５倍、その

他は１．２５倍に引き上げる改正がなされました。 

      あともう１点でございますが、原動機付き自転車及び二輪車の標準税率を約１．５倍、

最低でも２，０００円まで引き上げる改正でございます。 

      もう１点が、グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から１３年を経過した軽

四輪等について、標準税率のおおむね２０パーセントの重課が導入されました。この重

課でございますけれども、普通乗用車につきましては、平成１２年度の改正でも施行さ

れております。 

      次ページをご覧ください。別紙として書かれておりますが、軽自動車税の見直しでご

ざいます。左が現行税額、右が改正後でございます。 

      第１号の原動機つき自転車であれば、ウの９０ＣＣから１２５ＣＣ以下であれば、１，

６００円が１．５倍の約２，４００円と。第２号であります軽自動車及び小型特殊自動

車等でありますと、アの軽自動車で、真ん中以下にありますが、乗用のものの自家用７，

２００円が１．５倍の１万８００円。それらを今度１３年を過ぎた重課分としますと１

万１，９００円、約２０パーセントの増というような改正でございます。 

      これをもっと具体的にご説明申し上げますと、もう１枚おめくりいただきまして３枚

目に、税負担の変化等を掲げております。一番上が平成２５年１２月現在、今現在軽自

動車を所有している方々ですと、この車が平成２０年に新車として購入した車であるな

らば、今の現行７，２００円でいきまして、平成２０年の新車でございますので１３年

目を経過した翌年、平成３４年から重課割１万２，９００円の課税となります。 

      また、２段目の２６年５月、ことしの５月に新車に買いかえた場合ですと、そのまま

現行７，２００円が適用になりまして、１３年目を過ぎた翌年平成４０年から重課の１

万２，９００円が適用になると。さらに来年の５月に新車に買いかえた場合でございま

すが、真ん中上から３段目でございますが、現行７，２００円。２７年に新車に買いか

えましたよとした場合、２８年度から、４月１日基準になりますので、２８年度から１

万８００円の改正税率になりまして、平成４１年、１３年目を過ぎて翌年になりますの
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で、そこから初めて１万２，９００円の重課がかかると。 

      仮にまた一番下でございますが、平成２７年５月に中古に買いかえたと。この中古の

自動車ですから、平成２０年に新車として販売された中古ということで想定しますと、

７，２００円でそのまま課税になりまして、１３年目を過ぎる平成３４年度から重課分

の１万２，９００円に改正になるというような内容でございます。 

      施行期日につきましては、先ほどの法人税割の部分につきましては２６年１０月１日

から、軽自動車につきましては平成２７年４月１日からの施行期日となっております。 

      ご承認賜りますようお願いを申し上げまして、説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いします。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。条例議案の概要に書いてある２ページ、改正のところに書いて

あります重課分と標準課税のこの違いを教えてください。軽自動車の。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。この標準課税につきましては、このたびの改正において、

この額で定めると。先ほどお話ししました重課分でございますけれども、これは、グリ

ーン化を進めると。年数がたてば、それだけの排気分が出てくるということから、その

分について重課をする。グリーン化を進める観点から、新規登録から１３年目を経過し

た翌年から重課割２０パーセントという形で、先ほど言いました第２号のアであります

と、乗用のものの自家用で７，２００円が、標準税率であれば１万８００円の１．５倍

になりますが、この１万８００円からさらにまた２０パーセント、それを重課して課税

するという形でございます。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。えっと、こう今説明を受けたんだけれども、納得できない。納

得ってわからないのですが、標準課税と重課分という、同じ軽四輪で高くなるのはどう

いうところが違うのかなということを教えてください。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。先ほどもお話し申し上げましたけれども、クリーン化す

るということで、排気ガス等の規制等もありますので、それらについて重課して２０パ

ーセント上げると。普通乗用車、先ほどもご説明いたしましたが、普通乗用車について

も、平成１２年度の改正でそれらが行われておりまして、ディーゼルですと１１年目以

降、ガソリン車についても１３年目以降から重課割ということで、税額が高くなって設

定されております。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから承認第２号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって承認第２号は原案のとおり承認されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第４．承認第３号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。。 

税務納税課長（平田篤志君）はい、議長。 

      承認第３号、山元町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し

上げます。皆様に配布させていただいております資料№５、条例議案の概要書に基づい

てご説明をさせていただきます。 

      地方税法等の一部を改正する法律が、３月３１日に公布され、４月１日から施行され

たことに伴い、山元町国民健康保険税条例の一部を改正したので承認を求めるものでご

ざいます。 

      主な改正内容でございますが、課税限度額の引き上げの改正でございます。これにつ

きましては、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額、現行１４万円を１６万円、

介護納付金課税額に係る課税限度額、現行１２万円を１４万円の２万円ずつ限度額の引

き下げでございます。 

      今回の課税限度額の引き上げにつきましては、高齢化が進む中、被保険者等の所得が

伸びない状況で必要な保険収入を確保するためには、保険税率の引き上げが必要となり

ますが、平成２６年度の限度超過世帯の推計割合が平成２５年度と比べて増加する見込

みであることから、中間所得者層の被保険者の負担を軽減するため、限度額を引き上げ

されたものでございます。 

      ７月の本算定に係る電算システムの改修前でありますので、明確な数字ではございま

せんが、改正による影響につきましては、おおむね次のとおりでございます。 

      後期高齢分でございますと、改正前限度額１４万の世帯が大体９６世帯。それが１６

万に引き上げられたことに伴いまして改正後でございますが、限度世帯が７１世帯。２

５世帯が超過世帯から課税世帯のほうに入ってくるということになります。介護分につ

きましても、同じく限度額１２万円に５８世帯が該当するわけですが、改正によりまし

て、２万円アップしたことによって４３世帯に減ると。１５世帯に影響が出ております。

この超過額は、これはあくまでもその世帯数の合計超過額でございますので、実際とし

ては、後期分については２５世帯掛ける２万円の影響ですので５０万円。税額で５０万

円です。介護分につきましても１５世帯で２万円でございますので、税額の影響分につ

いては３０万円という形の世帯分でございます。 

      次に、大きい改正点で２点目でございますが、低所得者に係る保険税の軽減の拡充で

ございます。５割軽減世帯の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者等

の数に世帯主を含めたという改正がなされました。 

      もう１点につきましては、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定の算定において、被

保険者数の数に乗ずべき金額、現行３５万円でございますが、それを４５万円に引き上

げる改正がされております。 

      ２割軽減世帯での影響でございますが、改正前であるならば軽減世帯にならなかった

１１９の世帯が、この改正におきまして２割軽減の対象となる１１９世帯、これが新た
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に軽減世帯の対象になったと。影響額については、軽減額約１５０万円でございます。

５割軽減判定での影響でございますが、今まで２割軽減だった世帯、これが今度改正に

よりまして５割軽減の世帯に入ってくるということでして、５割軽減は１４４世帯が２

割軽減から５割軽減のほうに軽減割合が入ってきまして、軽減額につきましては約２７

０万円というような形で軽減世帯になってくるというようなことでございます。 

      軽減額の財源につきましては、保険基盤安定制度によります公費から賄われるもので

ございます。 

      施行期日につきましては、平成２６年４月１日であります。 

      ご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

６ 番（遠藤龍之君）はい、議長。課税限度額の引き上げについてなのですが、それぞれ後期分、

介護分、１６万と１４万に引き上げられたということなんですが、後期高齢で１６万の

方の所得というのは、１６万の対象人数はどのくらい、どっちもね。どのくらいの人が

１６万の対象になっているのか。１６万あるいは１４万。言ってる意味わかったか。１

６万になる人の収入というのはどのくらいなのと聞いているの。２００万もらうと１６

万とか。 

議 長（阿部 均君）少し時間がかかりますので、この際、暫時休憩といたします。再開午前は１

０時４０分といたします。 

午前１０時２７分 休 憩 

                                             

午前１０時４０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

      暫時休憩といたします。再開は午前１０時４５分といたします。 

午前１０時４０分 休 憩 

                                             

午前１０時４５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

      今、答弁の準備が少し長引いておりますので、暫時休憩をいたします。 

午前１０時４５分 休 憩 

                                             

午前１０時４７分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

      税務納税課長、平田篤志君、答弁願います。 

税務納税課長（平田篤志君）はい、議長。大変貴重な時間いただきまして、大変ご迷惑をおかけい

たしました。 

      ご質問の限度額の関係でございますが、前の１４万の限度額でありますと、収入で６

８７万円の方が超過限度額と。これが１６万円に引き上げになりまして、収入で、給与

ですけれども、７３０万円を超した方が超過限度額の対象となるということでございま

す。同じく介護におきましても、１２万円の分が５３７万円、１４万の超過限度にそれ

が２万円上がりまして、収入で６３０万円を超える方が対象となるということでござい
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ます。大変失礼いたしました。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから承認第３号、専決処分の承認を求めることについて（山元町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって承認第３号は原案のとおり承認されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第５．承認第４号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい、議長。それでは、承認第４号、専決処分の承認を求めることに

ついてご説明いたします。 

      平成２５年度山元町一般会計補正予算を地方自治法の規定に基づきまして専決処分い

たしましたので、これをご報告いたしまして承認を求めるものでございます。 

      １枚おめくりいただきたいと思います。専決処分書でございます。 

      平成２５年度山元町の一般会計補正予算は、急を要するので、地方自治法の規定によ

り別紙のとおり専決処分しております。財源調整等必要最小限での範囲での補正予算と

して、平成２６年３月３１日付、昨年度内ということになりますが、専決処分を行った

ものでございます。 

      さらに、もう１枚おめくりいただきたいと思います。平成２５年度山元町一般会計補

正予算（専決第１号）でございます。 

      まず第１条をご覧ください。今回の補正の規模でございますが、３７億８，２６７万

１，０００円を減額してございます。その結果、歳入歳出予算の総額が４７９億３，３

９８万２，０００円ということになってございます。 

      それでは、歳出予算のほうから概要についてご説明をさせていただきたいと思います。

一番後ろになりますが、７ページをお開きいただければと思います。中身について説明

してまいります。 

      第２款総務費第１項総務管理費第５目の財産管理費でございますが、こちら積立金を

１億５，０００万円ほど計上してございます。内訳８つほど記載されておりますが、ま

ず、財政調整基金を始めとする上から６つなのですが、こちらの基金の利子につきまし

て運用益の変更、移動がございましたので、その増減額分をそれぞれ計上してございま

す。 



- 9 - 

      その下でございます。震災復興基金の予算積み立てということで４２万６，０００円

計上してございます。こちらは、３月補正の締め切り後に寄附があったものでございま

して、件数としては９件分、積み立てているものでございます。 

      その下でございます。震災復興交付金基金の予算積み立てということで、１億４，８

００万円ほど計上してございます。これは、平成２５年１２月に配分決定されました東

日本大震災復興交付金の第７回申請分のうち、津波復興拠点整備事業に係る効果促進事

業分について、大変申しわけないのですが、予算へのエントリー漏れがありましたこと

から、本来であれば補正予算に計上すべきところでございましたが、今回専決という形

で対応させていただくものでございます。 

      続きまして、第３款民生費第２項児童福祉費第１目児童福祉総務費でございますが、

こちら積立金を１，０００円計上してございます。これは、子育て支援基金の利子につ

きまして運用益の変更、移動がございましたので、その増額分を計上してございます。 

      続きまして、第４款衛生費第２項清掃費第６目災害廃棄物処理事業費でございますが、

負担金補助及び交付金といたしまして３９億３，６００万円ほど減額してございます。

これは、災害廃棄物の処理につきまして、自治法の規定に基づいて県に処理を委託して

おったところなんですが、県の事業費が確定したことに伴いまして、その減額分を計上

したものでございます。 

      続きまして、第１０款教育費第１項教育総務費第２目事務局費でございます。こちら

積立金として３１０万円ほど計上してございます。これは、奨学金の返還によりまして

３月末時点での奨学金の貸し付け回収額が確定しましたことから、当該回収金を奨学基

金に積み立てるものでございます。 

      以上が歳出予算の内容でございます。 

      次に、歳入予算についてご説明申し上げます。５ページをお開き願います。 

      歳入予算につきましては、主なものをご説明させていただきたいと思います。 

      まず第１０款地方交付税でございますが、こちら２２億２，２００万円ほど減額して

おります。これは、地方交付税の算定が終了いたしまして、その確定値が固まったとい

うことに伴うものでございます。普通交付税で約２４０万円、特別交付税で３，７００

万円ほど増額いたしましたが、震災復興特別交付税のほうで約２２億６，１００万円と

いう大幅な減額になってございます。その主な減額要因といたしましては、災害廃棄物

処理関係ということになります。当初、災害廃棄物処理関係の予算は、国庫補助金と一

般財源を財源としておりまして、当初、一般財源約１９億円あったんですが、こちらは、

震災復興特別交付税で措置されるという前提で予算措置を行っておりました。しかしな

がら、その後、事業費の確定ですとか、一般財源を充当しようと思っていたところに県

のグリーンニューディール基金からの補助が決定したというようなこともございまして、

一般財源が大幅に減少する見込みになったということで、その見合いとして震災復興特

別交付税が減額になってございます。そのほかですね、過年度分の過少算定の精算分に

ついても減額をさせていただきましたので、今回の専決においては、大幅な減額という

形になっております。 

      続きまして、第１４款国庫支出金第２項国庫補助金第３目衛生費国庫補助金でござい

ますが、こちらも災害廃棄物処理関係ということで、３７億９，８００万円ほど減額し

てございます。歳出予算でもご説明いたしましたが、瓦れき処理の事業費見込み額の精
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査による減額という形になります。 

      その下でございます。第４目の土木費国庫補助金でございますが、歳出でご説明しま

した復興交付金基金への予算積み立てに関する歳入予算ということになってございます。 

      続きまして、第１５款県支出金第２項県補助金第３目衛生費県補助金でございますが、

これも先ほど申し上げましたが、災害廃棄物処理に関しまして県グリーンニューディー

ル基金からの補助が決定したということに伴う増額でございます。 

      第１６款財産収入及び第１７款寄附金につきましては、歳出予算でご説明いたしまし

たので、説明を省略させていただきたいと思います。 

      続きまして、第１８款繰入金第２項基金繰入金第１目基金繰入金でございますが、財

政調整基金の繰入金として７億９，０００万円ほど増額してございます。これにつきま

しては、先ほども触れましたが、災害廃棄物処理において、県グリーンニューディール

基金からの補助決定などによりまして、歳出予算の一般財源が１４億円ほど減額はして

おります。が、歳入のほうで震災復興特別交付税が２２億円ほど減額したということで、

差し引きということで７億９，０００万円ほど財源不足という形になりますので、財政

調整基金を取り崩すものでございます。 

      続きまして、第２０款諸収入第２項町預金利子第１目町預金利子ということでござい

ますが、９２０万円ほど計上しております。こちらは震災復興交付金など町に多額の交

付金が入っているということでございまして、そちらを運用しているという形になりま

す。その運用益が固まったということで計上しているという形になります。 

      最後になりますが、第２０款の諸収入第４項貸付金収入第１目貸付金収入ですが、こ

れは、先ほど歳出でご説明いたしました奨学資金の貸し付け回収額の増ということで、

歳入に計上をしているものでございます。 

      以上が、歳入予算の主な内容でございます。ご承認賜りますようお願い申し上げまし

て、説明とさせていただきます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから承認第４号、専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度

山元町一般会計補正予算・専決第１号）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって承認第４号は原案のとおり承認されました。 
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議 長（阿部 均君）日程第６．承認第５号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。それでは、承認第５号、専決処分の承認を求めることに

ついてご説明申し上げます。 

      平成２５年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算を、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決いたしましたので、同条第３項の規定により、こ

れを報告し、承認を求めるものでございます。 

      １枚おめくり願います。専決処分書でございます。 

      平成２５年度山元町の国民健康保険事業特別会計補正予算は、急を要するので、地方

自治法１７９条第１項の規定より、平成２６年３月３１日付をもちまして別紙のとおり

専決処分したものでございます。 

      さらに１枚おめくりいただきます。補正予算・専決第１号でございます。 

      歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５，０００円を

追加し、歳入歳出予算のそれぞれを２０億５，２７８万９，０００円とするものでござ

います。 

      ６ページをお開き願います。歳入の説明になります。 

      ９款基金積立金につきまして、基金の利子積み立て５，０００円を増額するものでご

ざいます。 

      前ページ、５ページのほうをご覧ください。歳入になります。 

      ８款財産収入といたしまして、基金利子５，０００円を増額したものでございます。 

      以上、承認第５号についてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認くだ

さいますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度

山元町国民健康保険事業特別会計補正予算・専決第１号）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって承認第５号は原案のとおり承認されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第７．承認第６号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 
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保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。 

      それでは、承認第６号、専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

      平成２５年度山元町介護保険事業特別会計補正予算を、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、こ

れを報告し、承認を求めるものでございます。 

      １枚おめくり願います。専決処分書でございます。 

      平成２５年度山元町の介護保険事業特別会計補正予算は、急を要するので、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、平成２６年３月３１日付で別紙のとおり専決処分し

たものでございます。 

      さらに１ページおめくり願います。補正予算・専決第１号でございます。 

      歳入歳出予算の補正でございますが、総額にそれぞれ１，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１３億２，７０４万７，０００円とするものでございます。 

      ６ページをお開き願います。歳出の説明になります。 

      ４款基金積立金。基金積立金といたしまして利子分１，０００円を増額措置したもの

でございます。 

      前ページ、５ページをご覧ください。歳入になります。 

      ６款財産収入。財産収入としまして基金利子１，０００円を増加したものでございま

す。 

      以上、承認第６号についてご説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご承認く

ださるようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから承認第６号、専決処分の承認を求めることについて（平成２５年度

山元町介護保険事業特別会計補正予算・専決第１号）を採決します。 

      お諮りします。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。よって承認第６号は原案のとおり承認されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第８．議案第３５号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。それでは、議案第３５号、山元町地域防災計画について

ご説明申し上げます。お手元の配布資料№６、議案の概要をご覧いただきたいと思いま

す。 

      初めに、提案理由でございますが、災害対策基本法第４２条の規定により、山元町に
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かかる災害から町民の生命、身体、財産を保護し、災害による被害を軽減することを目

的に、山元町防災会議が策定する山元町地域防災計画について、山元町議会基本条例第

９条の規定に基づき、議会の議決を得るため提案するものでございます。 

      １．地域防災計画の構成につきましては、これまでは地域防災計画は、第１編を総則、

第２編を風水害等災害対策編、第３編を震災対策編、第４編を資料編の４編構成として

おりましたが、今回の見直しにより、第１編を風水害等災害対策編とし、第２編を地震

災害対策編、第３編を津波災害対策編と、これまでの震災対策編を地震と津波に区分し

ております。第４編には新たに原子力災害対策編を盛り込み、第５編を資料編とした構

成に見直しております。 

      次に、２．参考といたしましては、(1)防災計画の体系につきましては、第１章の総則

から第４章の災害復旧・復興対策までの４章とした体系としております。第１編の風水

害災害対策編から第４編の原子力災害対策編まで、各編共通の体系と見直しております。 

      各章ごとの主な概要につきまして補足いたしますが、第１章の総則では、計画の目的

や基本方針、関係機関の業務の大綱などについて定めており、第２章災害予防対策では、

災害を最小限に食いとめるための各予防対策や体制の整備などについて掲げております。

第３章災害応急対策では、災害が発生した場合における初動対応として、情報の収集・

伝達や医療救護対策、応急対策について定めております。第４章災害復旧・復興対策で

は、被災した施設等の効率的・効果的復旧に向けた計画策定の取り組みや被災者の生活

再建に向けた各種支援対策などについて定めております。 

      次に、防災計画の役割につきましては、本町における各種災害から町民の生命、身体、

財産を保護し、災害による被害を軽減することを目的に、町や防災関係機関が行うべき

災害予防対策や災害応急復旧対策について定めるものでございます。 

      (3)住民等の範囲につきましては、今回の地域防災計画の見直しは、災害対策基本法の

改正や県の地域防災計画の見直しはもとより、東日本大震災での教訓や課題検証業務で

の検証結果や住民の意向を反映するため、町のホームページでのパブリックコメントの

募集を実施したほか、自主防災会連絡会や消防団幹部会、さらには住民説明会などを開

催し、広く町民の皆様からご意見をいただき、本計画に反映させたところでございます。 

      (4)の県知事への報告と公表につきましては、災害対策基本法により市町村地域防災計

画を作成、修正した場合は、速やかに県知事に報告するとともに、その要旨を公表しな

ければならないと規定されておりますので、今後、町ホームページに掲載するなど広く

周知を図ってまいりたいと考えております。 

      以上、議案第３５号、山元町地域防災計画についての説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

８番（佐藤智之君）はい、議長。それでは、分厚い地域防災計画の中のですね。風水害の２０５、

２０６ページ。この中で１点だけ確認したいといいますか、わかりにくい点がありまし

たので、あえて質問をさせていただきます。 

      ２０５ページの２番の避難の勧告指示の中で、その下に実施責任者、あるいは２０６

ページにその一覧表が書いてありますけれども、避難の勧告及び指示は、当然原則とし

て町長が行うとなっております。２０５ページの下から４段目ですね、町長が避難の勧
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告指示を行うことができないと認めるとき、または町長から要求があったときは、警察

官等が避難のためにという、そういう指示ができるとなっておりますけれども、我々通

常思うには、町長不在の場合、当然副町長あるいは総務課長、危機管理室長等がその代

行をして当たるものと思っておりましたけれども、なぜこういう質問をしますかという

と、たしか昨年の伊豆大島で豪雨による土砂災害、かなり大規模な災害があったときに、

たまたまあそこの町の町長が、公務で遠隔地に出張していたと。そういうことで避難指

示等の発令が遅れて大惨事になったニュースが報道されましたけれども、あえてそうい

う心配もあるものですから、２０６ページの表の避難指示の、及び勧告等を行うものと

なっております。１番目は町長、２番目の警察官。要するに町長が不在のときに、その

警察官にその要望・要求を行う場合、素朴な質問、誰が行うのと、そういう簡単なあれ

でございますけれども、その辺の体制について伺うものであります。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。ただいまの佐藤議員のご質問にお答えいたします。 

      通常であれば、町長が不在の場合は、副町長もしくは順位を決めておりまして、副町

長が第１順位、次に第３順位に危機管理室長というふうなことでの、通常の町長が不在

の場合については、そのような流れでの順位というふうになっております。 

      ここに掲げております避難指示勧告を行うものというふうなものにつきましては、不

在ではなく緊急を要する場合というふうなことで、現場での判断での対応というふうな

ことで、そういうふうな取り決めは災害対策基本法の中でも定められておりますので、

そういうふうな形で災害とか何かが緊迫していたというふうな場合での対応については、

ここの表に示されている対応ができるというふうなことでのご理解をいただければとい

うふうに思います。 

８番（佐藤智之君）はい、議長。今の室長の説明は、町長は町内のどこかにいると。ただ、緊急

判断を有するその場に町長が残念ながらいなかったと。その場合、警察官に判断を委ね

る、このように捉えていいわけですか。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。 

      今議員さんがおっしゃるような形で、現場での緊急を要する場合というふうなときの

判断というふうなことですので、不在とか何かではなく、町長も災害対策本部の中にい

るというふうな中での判断というふうなことでご理解いただければと思います。 

８番（佐藤智之君）はい、議長。もう一度確認します。最初の質問の、町長が公務出張でいない

と。その場合は、先ほどの順番で指示、避難勧告指示を出すということですね。要する

に、副町長、危機管理室長という順番でよろしいのですね。これは確認でございます。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。 

      そのとおりでございます。その辺につきましては、防災計画の中にも正式に順位につ

いてはうたっておりますので、何ページというふうなものは今探しているのですけれど

も、間違いなくその辺については明記しておりますので、ご理解をいただければと思い

ます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。この防災計画につきましては、委員会でも十分検討はいたして

きております。かなり膨大な計画書になったというふうに見ております。 

      私がここで質疑したいのは、防災計画はできるだろうと。きょう議決すればできるわ

けですから。私が言いたいのは、聞きたいのは、計画はできても、町民の防災がなされ
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なければ何にもならない。つまり、仏つくって魂入れずになってはだめだということを

言いたいのであります。その魂を入れるためにどのようなことを考えていらっしゃるか

お伺いするものであります。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。防災計画は、佐山議員おっしゃるとおりでございまして、防災

計画のですね、基本的なものを定めるというふうな、そういう意義役割があるというふ

うなことでございまして、具体にこの防災計画に沿って町全体、特に町民の皆様がどう

いうふうな対応をしていくかということが問われるわけでございますので、例えば、端

的に言うと訓練の積み重ねというふうなことが一つございますし、あるいは災害の内容

に即したですね、危険区域といいますか、ハザードマップといいますか、そういうもの

を町民皆さんで共有をするというふうなことも必要でございますし、そしてまた、行政

にとりましても、具体の災害に遭遇したときに、災害対策本部をどのように設置をし、

運営をしていくのか。そしてまた、この前の津波のようなときに、大勢の方が避難をす

るといった場合の避難所の運営でありますとか、もろもろの場面を想定しながら、場面

ごとに具体に、町民の皆様方なり、町が一体となって被害を軽減できるような対応がで

きるような体制を共有すると、そういうことが非常に大事になってくるわけでございま

すので、訓練を通じて、あるいは防災講演会等を通じましてですね、その辺の意識ある

いは具体の場面での避難行動、災害行動というのを共有化を図るというふうなことに尽

きようかというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。 

      町長の答弁に尽きるのかなとは思いますけれども、私は、今回の東日本大震災で一番

気になっているのは、私の学校時代、生徒時代には、学校で教えられたのは、単調海岸

に津波は来ない。また、町長も、県の防災監察官ですか、名前はちょっと忘れましたが、

担当だったときに、山元町には津波は来ないとおっしゃったそうであります。そういう

ふうに間違った教育、間違った考え、これが一番危険なのであります。防災計画だけで

きたからいいっていうもんじゃあない。私は、一番、ですから、この東日本大震災で教

訓として考えられることは、当時の学者先生何しったんだと、ただ飯食ってたのか。こ

ういうふうに言いたいんですよ。先生が悪いわけじゃないと思います。先生は、学者の

先生方から教えられたのを、教室現場で、私ども、生徒なり児童に教えたんだろうと思

いますから。当時の学者何しったの。今後津波来てからばり、単調海岸でもずっと来て

たんだったよなんて、何言ってるんだ、ただ飯食ってたのか、今まで、と言いたいわけ

であります。ですから、防災計画もちろん大事であります。また、継続的な訓練も大事

であります。町長おっしゃったのは全く正しいご回答だとは思いますけれども、間違っ

た教え、これが一番困るわけであります。私、児童、生徒のときには、単調海岸には津

波は来ない、リアス式海岸が怖いんですよ。ところがどうでしょう。我が山元町、そし

て、岩沼も、あるいは名取ですか、単調海岸ですよね。決して三陸のリアス式海岸にま

さるとも劣らない被害。ですからこの辺をきちっと打ち出して、教育界なりあるいは学

会の先生方に反省をしてもらいたい。地方自治体だけのこの防災計画だけではだめなの。

この辺を町長に、町村会なり、あるいは国なりに大いに口を大きく、声を大きくして訴

えていただくことを求めるものでありますが、町長のご回答をいただきたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。 

    ただいまの佐山議員さんの、仏つくって魂を入れないようではだめだというふうなこの防
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災計画と実践のあり方の話を頂戴しましたけれども、まず事実関係として１つだけ共有

していただきたいのは、私、これまでの発言の中でですね、津波は来ないというような

発言はしておりませんので、宮城県の被害想定調査を県の担当としてですね、幾度か経

験してきた中で、被害の程度ですね、の部分で、山元町の場合はこういうレベルの被害

だというふうなことを申し上げてきたわけでございますので、津波は来ないというふう

な発言はございませんので、ひとつご認識をよろしくお願いをしたいなと、こういうふ

うに思います。 

      それから、今回の災害を振り返った場合のこの海岸平野あるいはリアス式海岸におけ

る津波の被災の現実、これと学者先生のこれまでの積み重ねというふうな部分でのご意

見ございましたけれども、被害想定調査、津波に限らず防災関係は、一般にこれまでの

被害なり学者の研究、いわゆる知見をですね、積み重ねた中で被害想定等が行われまし

て、それに基づいて防災計画が策定されるという、そういう手順を踏んでいるわけでご

ざいまして、やはり一定の知見というものはですね、ある程度確立したものにならない

と、それをなかなか公に常識的な形としてそこに用いることが難しいという部分がござ

います。今回の大きな被害の中で、改めてその地層を確認したり、昔の文献を再確認し

た中で議論しているような部分があったのも確かでございまして、それは気象庁を始め、

学会のほうでも相当反省もしておりまして、今まで自分たちの研究がどうであったのか

というふうな部分に立ち返って、これからの対策対応をしつつあるところでございます

ので、その辺は議員も篤とご案内かなというふうに思いますが、いずれにしても、いろ

んな研究を積み重ねる中で、安全側に配慮した知見というものを被害想定の中にできる

だけ盛り込んでいただくようなそういう姿勢、対策対応というものが重要なこと、これ

は変わりございませんので、それを大事にしてですね、これから県なり関係機関と対応

してまいりたいというふうに思います。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。何か町長のご回答、大変よろしゅうございますが、何か学者先

生の弁解みたいな話になっている。私が求めたのは、最後に町長が言ったように、国、

県に対して、声を大にして、今までただ飯食っててだめだよということを言ってほしい

ということを求めたのでありますが、再度求めておきまして質疑を終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。今回地域防災計画の修正するに当たって、ちょっと質問という

よりも確認したいところがあるのですが、従来、行政で対策本部を設置した場合、議会

は蚊帳の外に置いてありました。今回の修正するに当たって、議会は蚊帳の外なのか中

なのか、説明ください。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。後藤議員のご質問にお答えしたいと思います。 

      町の災害対策本部の組織体系というふうな中で、一応、本編のですね、資料編の条例、

要綱の１０ページのほうにですね、町の災害対策本部組織体系図というふうな中で、役

場の各関係部署のですね、大きな任務分担というような形で体系図を載せております。

その中で、議会部というふうなことで、災害対策本部の中に、一応本部員は議会事務局

長になるわけなのですけれども、議会部というふうな形で設けております。そういうふ

うな中で、通常の災害対策本部を設置した際、本部会議の状況、取り組みとか対応につ

いて、議会事務局長が本部員として情報収集等に当たりますので、その辺を議会議員の

皆様にご周知するというふうなことで、蚊帳の外とかそういうふうな扱いではなく、災
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害対策本部との連携をとれるような形での組織体系図に載せているというふうなことで

ご理解をいただければというふうに思います。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。大変、行政と議会がしっくりする方向に進むということでわか

りましたが、もっと確認したいのは、この前の３年前の災害が発生したときにですね、

議会の事務局には職員一人もおりませんでした。全部行政の職員になってしまいました。

今回もそういうことはあり得ないというように明言していただきたいのですが、どうで

しょうか。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。私から明言というふうなものは、大変厳しいご質問かな

というふうに思いますが、一応私、危機管理室が災害対策本部の事務局というふうなこ

とになりますので、そういうふうな中で、前回の３年前の経験を二度と同じ繰り返しは

しないような形で対応してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いい

たします。 

議 長（阿部 均君）事務局職員が全て、前の震災時には行政職といいますか、いろいろな部署に

配置されて、事務局が空席になったという部分については、町長齋藤俊夫君。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。 

      私のほうから改めてお話をさせていただきたいというふうに思いますけれども、災害

対策本部の中の仕組みについては、先ほど室長が申し上げたとおりでございまして、山

元町のみならず、基本的には全国の自治体、あまねくご説明したような体制を敷いてい

るのかなというふうなことでございます。 

      そういう中で、具体にどの程度の被害が発生をしたときに、どういうふうな具体のそ

の対応をするのかというふうなことが問われているのかなというふうに思います。例え

ば３年前、１７０名体制の中で、一定の対応ができるような範囲の災害であれば、それ

なりの対応ができたのかなというふうに思いますけれども、いかんせん１７０名では到

底対応できないような未曽有の災害というふうな中で、あらかじめ決めておいたような

機能分担の中での対応が非常に困難であったというようなこともご理解を賜れればとい

うふうに思います。 

      いずれにしても、後藤議員おっしゃるように、議会としての必要な対応ができるよう

な体制を確保するという、そのことは非常に大切なことで、重要なことでございますの

で、そういうふうな考え方を限りなく踏襲できるようなですね、具体面での対応、運用

というものを心がけていきたいというふうに思います。 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。 

      町長、要するに議会というのは定例会等以外です。この本会議で許可をもらったこと

だけを継続審議とか何かはできんですが、何か有事が出たとき、会議をしようと思って

も招集権は町長にあるんですよね。ですから、事務局が全然いなくなると、私たち手も

足もなくて、体だけ、頭ばりへらへら語ったって何もできない状態になるんですよね。

その辺、町政にいかに、町民にいかに私たちが有効にこうお手伝いをしようかというと

き大変なので、その辺を考慮して、今度この見直しでうまくいくようにこう進めていた

だきたいということを要望して終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 
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議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３５号、山元町地域防災計画についてを採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第９．議案第３６号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。それでは、議案第３６号、消防ポンプ積載車等の購入契

約についてご説明をさせていただきます。お手元の配布資料№７をご覧いただきたいと

思います。 

      本件につきましては、東日本大震災により被災した消防ポンプ積載車等の購入に当た

り、地方自治法第９６条第１項第８号並びに議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を要するので提案するものでご

ざいます。 

      概要についてですが、１．契約金額につきましては、一金２，９４６万９，２５９円、

消費税は含むものとなります。落札率は９６．７７パーセントであります。 

      ２の契約の方法でございますが、指名競争入札で執行しております。指名業者につき

ましては記載の６者でございますが、うち１者が辞退をしております。 

      ３の契約の相手方につきましては、仙台市太白区鈎取本町１丁目１０番１号、日本防

災工業株式会社仙台営業所所長濱田善弘であります。 

      ４の納入期限につきましては、消防ポンプ積載車としての艤装等を行うことから、平

成２６年１２月２６日までとしております。 

      ５の購入する車両等の使用諸元及び性能でありますが、今回購入するポンプ積載車は、

震災により被災した消防班に配備するもので、普通積載車２台、軽積載車４台の計６台

を購入するものでございます。 

      初めに、①小型動力ポンプつき普通積載車２台につきましては、第５分団第２班磯、

第６分団第２班花釜へ配備となります。車両の仕様等につきましては、車種車台は、ト

ヨタダイナ４ドア、ダブルキャブの１トンとなります。詳細については記載のとおりで

ございます。 

      続きまして、小型動力ポンプつき軽自動車４台につきましては、第５分団第３班中浜、

第５分団第４班新浜、第６分団第３班牛橋、第６分団第４班花釜への配備となります。

車両の仕様等ですが、スズキエヴリイ４ドアのデッキタイプというふうなことでござい

ます。詳細については記載のとおりでございます。 

      ２の搭載する小型動力ポンプにつきましても、普通積載車と同様の規格の小型動力ポ
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ンプを搭載するものでございます。 

      なお、普通積載車車両及び軽積載車の車両のイメージ写真を載せておりますので、参

考にしていただければというふうに思います。 

      以上で、小型動力、消防ポンプ積載車の購入契約についての説明とさせていただきま

す。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。ポンプ機械車等の購入契約の議案でありますけれども、私は、

ずっと前から消防団の再編構築についてはどうなっているかという質問はしてきたつも

りであります。 

      今般、消防団の役員もかわったと。団長もかわったように聞いておりますが、その辺

について、どのように話はどこまで進んでいるのか、改めてここでお伺いしておくもの

であります。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。ただいまご質問がありました消防団の再編の関係でござ

いますけれども、今回、平成２６年度で団長ですね、あと消防団の副分団長以上の幹部

が任期満了に伴いまして改選というふうなことで、新体制での幹部会を５月１日に行っ

たところでございます。その中でですね、消防団の再編についてというふうなことで議

題を設けまして、今後ですね、浜通りの消防班の班長、副班長などを交えながら会議を

持って、今後の方向性を定めていくというふうなことで予定しております。 

      なお、その後の動きにつきましては、ちょっと内部的な業務の関係もございましたの

で、まだ実際の会議等は設けておりませんが、６．１２の総合防災訓練等も終わりまし

たので、早急にですねそのような会議を設けて、今後の方向性を決めていきたいという

ふうに考えております。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。お話はわかったんですけど、先ほどの購入契約、この議案ね。

説明では、磯５班、それから新浜、花釜２個班、それに牛橋と。配備がね。だというふ

うに今ご説明をいただいたわけですよ。その班の状況がどうなっているかというのは、

もう十分把握しているとは思いますが、実際配備されても、ね、まだこれ動かせないん

でないかな。この班の状況では。動かせる班もあるかもしれないが、動かせない班もあ

るのではないかと危惧するんですよ。道具ばりあったって、機械ばりあったって、動か

す人がいないんではどうしようもない。ですから早くから、再編整備はどうするんだと

いうことは、私は一般質問で２回ぐらい聞いているんでないかな。急いでもらいたい。

再編整備。そうでないと、これは１２月２６日に納車と、こうなっておりますが、とい

うことは年末から使えるということですよね。それまでに再編構築がある程度なされな

ければ、完全にはならないと思いますよ。即はね。それはわかります。あれだけの被害

で殉職者もあったわけですからね。それはわかりますが、何とかこの機械、納車された

ときから使える状況まで再編構築を進めていただきたい。その辺のところをあえてもう

一度お伺いします。 

危機管理室長（佐藤兵吉君）はい、議長。今、佐山議員のほうからですね、消防班の各班の実態と

いうふうなこともございますので、議員ご指摘にように、早急に、今そのような対応に

ついて、各班の団員、班長、副班長も含めながらですね、進めていきたいというふうに

思いますので、ご指導、ご鞭撻のほうもお願いしたいと思います。 
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議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第３６号、消防ポンプ積載車等の購入契約についてを採決しま

す。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１時といたします。 

午前１１時４４分 休 憩 

                                            

午後 １時００分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

議 長（阿部 均君）日程第１０．議案第３７号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい、議長。それでは、議案第３７号平成２６年度山元町一般会計補

正予算（第１号）についてご説明いたします。あわせまして、補正予算附属説明書もお

手元のほうにご準備いただければと思います。 

      まずですね、今回の補正の規模でございますが、歳入歳出それぞれ８億２，３９０万

９，０００円を追加いたしまして、総額を２０９億３４２万８，０００円とするもので

ございます。また、歳入歳出予算の補正にあわせまして、債務負担行為の補正、地方債

の補正についても行っているところでございます。 

      今回の補正予算の考え方でございますが、ご案内のとおり、町長選挙のため、当初予

算を骨格予算として編成しておりましたことから、今回の補正で政策的予算の肉づけを

行ったほか、その他補助事業の内示など、当初予算の段階で予算措置できなかったもの

について編成したものでございます。このためですね、通常の補正予算と比較いたしま

して、非常に補正項目が多くなってございます。ですので、政策的な予算を中心に主な

項目につきましてご説明させていただきますことをあらかじめお断りさせていただきた

いと思います。 

      それでは、歳出予算のほうからご説明をさせていただきます。１１ページをお開きい

ただければと思います。 

      まず、第２款総務費第１項総務管理費でございます。第２目広報費及び第５目財産管
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理費の説明は省略させていただきまして、まず第６目企画費でございます。コミュニテ

ィ助成補助金として２２０万円計上しております。こちらは、一般財団法人自治総合セ

ンターのコミュニティ助成事業を活用いたしまして、久保間生活センターの備品を購入

するものでございます。 

      次に、第７目情報管理費でございます。こちら２１６万円計上しております。１２ペ

ージをおめくりいただいて、第３項戸籍住民基本台帳費、第１目戸籍住民基本台帳費に

７０２万円計上してございます。こちらにつきましては、社会保障税番号制度、いわゆ

るマイナンバー制度の実施に伴います町の基幹系システム及び住民基本台帳ネットワー

クシステムの改修経費でございます。マイナンバー制度の概要につきましては、本日別

途配布いたしております資料に基づきまして、簡単に概要についてご説明をさせていた

だきます。お手元のほうに、本日机上配布いたしました資料についてお出しいただけれ

ばと思います。社会保障税番号制度、マイナンバー制度の概要についてということでご

ざいます。 

      １点目、目的としましては、主に以下の点を目的として国が制度導入を行うものとい

うことになっていまして、ターゲットとなりますのは、社会保障、それから税、あとも

う一つ、災害対策といったところが事業のターゲットになっています。こちら第一号法

定受託事務ということで、本来国がやるべきところではあるんですが、これを市町村の

ほうに委ねるという形で事業を実施するものになっていまして、目的については、こち

らに記載しております３点が主な目的となろうかと思います。 

      根拠法令、２番目に移ります。根拠法令につきましては、行政手続における特定の個

人の識別するための番号の利用等に関する法律、これがいわゆるマイナンバー法と言わ

れている法律ですが、それを中心に、関係する法律というのがこちらに記載されており

ますが、こちらが根拠法令という形になっております。 

      ３番目、仕組みのほうに移ります。複数の機関に存在している個人の情報が同一人の

情報であると確認できるように下記の事項について準備を行うというような中身になっ

ていまして、１つ目としては付番、２つ目としては情報連携、３つ目としては本人確認

ということで、それぞれのステージにおいてですね、準備を進めていくというような形

になろうかと思います。 

      これと関連して４番、主な日程ということでございますが、平成２７年の４月から６

月に個人番号の仮付番を開始するという形になります。これが３番でいうところの（１）

の話になろうかと思いますが、この関係でですね、今年度中に町の基幹系システム、あ

とは住民基本台帳関係のシステムの改修が必要となってきております。２７年の６月以

降、住民票へ個人番号を仮付番するというような形になっていまして、２７年の１０月

に個人番号の一斉付番及び住民通知を開始して、２８年の１月から個人番号の利用の開

始というような流れになっていくというふうに聞いておるというような状況でございま

す。 

      予算措置、これは今のところですね、まだ国のほうからは小出しに出てきているよう

な状態ですので、現時点でわかっているものというような形になるということをご了解

いただければと思いますが、今回６月補正において、企画財政課分で基幹系システムの

改修、町民生活課分で住民基本台帳関係のシステムの改修ということで、合わせて９１

６万円、うち国庫補助金が４８０万円というような形で予算措置をしておりまして、今
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後２７年度当初予算というのが目標になるかと思いますが、税務納税課関係の税のシス

テムの改修、あとは社会保障の関係で、保健福祉課のほうで給付関係の各種システムの

改修が必要になるということで、そちらの改修が出てくるというような状況になってご

ざいます。 

      簡単ではございますが、マイナンバー制度の概要についてご説明を申し上げました。 

      それでは次に、予算のほうにお戻りいただいて、改めまして１１ページをお開きいた

だければと思います。 

      次に、第１１目、総務費のほうですね。第１１目の諸費でございます。こちらにつき

ましては、まず需用費と委託料の部分、合わせて３５０万円計上しておりますが、これ

につきましては、東日本大震災追悼式典開催のための生花の購入ですとか会場設営の委

託料となってございます。それから、同じく１９節負担金、補助及び交付金として１２

７万７，０００円計上しておりますが、こちらにつきましては、牛橋区民会館の備品倉

庫設置に対する補助ということになってございます。 

      次に、第２０目定住促進対策費ということで１，８７０万円ほど計上してございます。

こちらにつきましては、これも既存の制度ではあるのですが、町内に新たに住宅を取得

する方や世帯向け賃貸住宅を建設される方に対する補助となってございます。 

      続きまして、同じ総務費の第２項の徴税費でございます。第２目賦課徴収費につきま

して、２２１万４，０００円計上しております。こちらにつきましては、平成２７基準

年度の固定資産の評価がえ当たりまして、震災の影響により、宅地、単価番号について、

大量のデータ置きかえが必要となるということで、その業務を委託するものでございま

す。 

      １２ページをお開き願います。続きまして、第３款民生費第１項社会福祉費でござい

ます。 

      まず第１目社会福祉費総務費につきましては、補正予算附属説明資料を用いましてご

説明をさせていただきたいと思います。４ページをお開きいただければと思います。 

      まず１点目、災害時要援護者のための地域防災リーダー育成研修事業でございます。

こちらにつきましては、先ほどもご紹介した一般財団法人自治総合センターのコミュニ

ティ助成事業を活用し、各地域の防災リーダーとなる人材の育成を図るものでございま

す。予算といたしましては、研修会開催のための各種経費等々合わせまして８０万４，

０００円を計上してございます。 

      次に、中段です。災害時要援護者システム導入事業でございます。こちらにつきまし

ては、いわゆる災害時要援護者に関する情報の把握ですとか個別支援プランの作成のた

めに新たにシステムを導入するということで、こちらシステム導入経費と保守点検委託

料という形で５１２万８，０００円を計上しております。 

      それから、一番下、３つ目ということになりますが、臨時福祉給付金、子育て世帯臨

時特例給付金でございます。こちらにつきましては、消費税引き上げに伴いまして、低

所得者及び子育て世帯への影響緩和を目的といたしまして給付されるものなっておりま

す。予算の中身といたしましては、給付金そのもの及び給付金交付に関する事務に必要

な経費を計上しておりまして、財源といたしましては、全額国庫補助金となっておりま

す。 

      予算書のほうの１３ページをお開きいただければと思います。 
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      次に、第２目老人福祉費でございます。こちらは、報償費から役務費まで合わせて５

８９万３，０００円計上しております。中身といたしましては、敬老祝い金の支給及び

敬老会開催に要する経費でございまして、財源といたしましては、長寿社会対策基金を

活用して事業を実施することとしております。 

      第４目の障害福祉費、第５目の地域包括支援センター費及び第２項に移りますが児童

福祉費の第３目保育所費、第５目児童福祉施設費については、説明を省略させていただ

きます。 

      １４ページをお開きいただければと思います。 

      次に、第７目児童福祉復興推進費でございます。こちらにつきましては、補正予算附

属資料を用いましてご説明をさせていただきたいと思います。７ページをお開き願いま

す。こちらにつきましては、２本まとめて説明しますが、国の補正予算で措置された地

域少子化対策強化交付金という交付金を活用いたしまして、赤ちゃんとのコミュニケー

ション方法を学ぶ講座の開催及び子育て支援ブックを作成するものでございます。予算

といたしましては、講座のほうの研修会の講師謝金ですとか旅費、印刷代など合わせま

して１３２万３，０００円を計上しております。 

      予算書のほうにお戻りいただきまして、同じく１４ページでございます。 

      続きまして、第４款衛生費第１項保健衛生費でございます。第２目予防費につきまし

て、１０２万円計上しております。こちらにつきましては、風しんワクチンの接種希望

者に接種費用を助成するものでございます。 

      次に、第１１目放射能除染対策費でございます。委託料として４６０万円計上してお

ります。こちらにつきましては、除染対象区域内の通学路について、除染を迅速に実施

するため、県道角田山元線を町が除染することとし、放射線線量の詳細測定及び除染業

務の経費を予算措置するものでございます。財源につきましては、全額国庫補助金とな

っております。 

      次に、第１２目保健衛生復興推進費でございます。委託料など合わせて７３１万８，

０００円計上しております。こちらにつきましては、子宮がん、乳がん、大腸がん検診

の受診勧奨に要する経費及び検診費の補助を行うものでございます。 

      １５ページをお開きいただきたいと思います。 

      続きまして、同じく衛生費第２項の清掃費でございます。第７目清掃復興推進費につ

きまして、工事請負費として３，２２５万７，０００円計上しております。こちらにつ

きましては、東日本大震災により被災した沿岸部において、下水道施設の復旧が困難な

地域に現地再建により居住している方々に対して、下水道の代替えとしての浄化槽を設

置するものでございます。財源といたしまして、震災復興交付金基金繰入金を４９６万

８，０００円充当しております。 

      続きまして、第５款労働費第１項労働諸費でございます。第３目緊急雇用創出事業で

ございますが、今回、県の基金財源を活用いたしまして、雇用創出のための各種事業を

予算措置しております。なお、今回の補正予算におきましては、都合５件の新規事業を

計上しておりますので、順に説明をさせていただきたいと思います。補正予算附属説明

資料１０ページをお開き願います。 

      耕作放棄地を活用した畑作実証実験事業でございます。こちらにつきましては、耕作

放棄地等において振興作物の畑作実証実験を行い、営農データの収集、効率的な畑作農
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業振興、町内の耕作放棄地の解消及び地元雇用の確保と就農者確保を図るものでござい

ます。予算といたしましては２，０００万円計上しております。 

      附属資料の１１ページに移ります。 

      次に、ため池機能状況調査業務でございます。こちらにつきましては、震災後の町内

全てのため池の状況や受益面積等に応じたため池機能を調査し、農業復興に係る各種計

画に対応する基礎データを収集するものでございまして、予算としては１，６９６万４，

０００円を計上しております。 

      附属資料の１２ページをお開き願います。 

      次に、介護分野人材育成事業でございます。こちらにつきましては、失業者の方に対

しまして、介護員初任者研修の養成機関における講座を受講させまして、介護分野にお

ける人材育成及び人材確保を図るものでございます。予算といたしましては２，０１２

万５，０００円を計上しております。 

      附属資料の１３ページをお開き願います。 

      観光物産振興強化業務委託でございます。こちらにつきましては、新たな特産品の開

発など、観光物産資源を活用して、総合的な観光及び物産振興などに取り組むものでご

ざいます。予算といたしましては１，７４５万９，０００円を計上しておるところです。 

      こちらの項の最後になりますが、同じページの下のほうです。町内中小企業現況調査

業務委託でございます。こちらにつきましては、町内中小企業や空き工場等の現況調査

を実施するものでございまして、７６７万２，０００円を計上しているところでござい

ます。 

      続きまして、予算書では１５ページ、１６ページということになります。第６款農林

水産業費第１項農業費第３目の農業振興費でございますが、こちらにつきましても、補

正予算附属説明資料を用いましてご説明をさせていただきたいと思います。資料のほう

は１４ページをお開きいただきたいと思います。 

      まず、青年就労給付金事業でございます。こちらにつきましては、就農前後の４５歳

までの青年就農者に給付金を給付するものでございまして、予算といたしましては３０

０万円を計上しております。財源は、全額県補助金となっております。 

      次に、同じページの下段のほうになりますが、平成２６年２月大雪による農業施設被

害対策事業でございます。こちらにつきましては、ことし２月の大雪により被災した農

業者に対しまして、園芸用パイプハウスなど農作物の生産に必要な施設の復旧及び撤去

等に係る経費を緊急的に支援するものでございます。予算といたしましては１，４３３

万９，０００円を計上しておりまして、このうち県補助金が１，１２０万円来ていると

いうような状況になってございます。 

      同じく附属説明資料の１５ページをお開きいただければと思います。 

      次に、農地中間管理機構受託事業でございます。こちらにつきましては、ことしの４

月に設立された農地中間管理機構の委託を受け、山元東部地区などの農地集積を促進す

る事業を実施するものでございまして、予算としては２７万５，０００円計上している

ということでございます。 

      次に、第５目農地費でございます。こちらにつきましても、補正予算附属資料のほう

で説明をさせていただきたいと思います。１６ページをお開きいただきたいと思います。 

      １つ目の農業用施設維持管理事業の説明は省略させていただきまして、農業用施設整
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備等事業でございます。こちらにつきましては、農業用施設において、破損等している

箇所の改修工事を実施し、施設機能の改善を図るものでございます。県の市町村振興総

合補助金を活用いたしまして、坂元地区の谷地川排水路の改修工事及び追越ため池護岸

改修工事を実施するものでございます。予算といたしましては、１，６４５万円を計上

しているという形になってございます。 

      次に、予算書のほうでは１６ページ、第９目農業復興推進費でございます。こちらに

つきましても、附属資料のほうを用いて説明をさせていただきたいと思います。１７ペ

ージをお開き願います。 

      １つ目のイノシシ捕獲対策奨励事業の説明は省略させていただきまして、被災地域農

業復興総合支援事業でございます。こちらにつきましては、早期の稲作復興を支援する

ため、東日本大震災により農機具類が流失、損壊し、かつ今後一定規模以上の水田を耕

作する農家を対象に、町が農家へ機械をリースするものでございまして、予算といたし

ましては、農機具類の購入費として８３３万８，０００円を計上しております。 

      次に、東日本大震災農業生産対策事業でございます。こちらにつきましては、復興を

支援するため、津波により流失したイチゴの生産資材を農家が新たに導入する場合に、

その費用の一部を補助するものでございます。予算といたしましては５，４２６万２，

０００円を計上しておりまして、そのうち財源で県支出金が５，０８７万１，０００円

ということになってございます。 

      同じく説明資料の１８ページをお開きいただければと思います。 

      次に、振興作物産地化事業でございます。こちらにつきましては、安定した需要があ

り、また、果樹の中では栽培しやすいイチジクを新たな町の振興作物として普及拡大す

るために、栽培経費の一部を補助するものでございます。予算といたしましてはこちら

に記載のとおり、１７万７，０００円を計上させていただいております。 

      続きまして、第１０目農地復興推進費でございますが、こちらにつきましても、この

うち農山漁村地域復興基盤総合整備事業につきましては、補正予算附属説明資料を用い

まして説明をさせていただきたいと思います。２０ページをお開き願います。こちらに

つきましては、山元東部地区の農地整備事業実施に当たりまして、関係権利者の追跡調

査等を行うものでございます。予算といたしましては４，５３０万円を計上しており、

財源といたしましては、全額震災復興交付金基金繰入金というふうになってございます。 

      予算書のほうにお戻りいただきまして１６ページでございます。一番下の段のところ

になるのですが、既設農集排管路安全対策事業負担金として５，０７２万円計上してお

ります。こちらにつきましては、下水道事業会計に対する負担金ということになってご

ざいまして、具体的な内容といたしましては、東日本大震災により廃止した県道相馬亘

理線等に布設されている管渠ですとか、マンホールといった下水道施設を適正に処分す

るための経費となってございます。財源としましては、震災復興交付金基金繰入金が４，

０５７万６，０００円という形になってございます。 

      予算書の１７ページをお開き願います。 

      続きまして、第７款商工費第１項商工費でございます。こちらにつきましては、補正

予算附属説明資料を用いましてご説明をさせていただきます。２１ページをお開き願い

ます。第４目の商工復興支援費についてご説明をいたします。 

      まず、地域間交流拠点活性化事業補助金でございます。こちらにつきましては、ふれ
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あい産業祭を開催するための経費の一部を補助するものでございまして、こちらに記載

の予算を計上してございます。 

      次に、新商店街活動推進事業費補助金でございます。こちらにつきましては、既存の

商店街と新商店街との融合連携強化を図り、新たな核となる魅力的な商店街形成を図る

ために、販促イベント開催などに必要な経費の一部を補助するものとなってございまし

て、予算としては２５０万円を計上しており、財源といたしましては県補助金が１５０

万円という形になってございます。 

      予算書にお戻りいただきまして、また１７ページということになります。 

      続きまして、第８款土木費第２項道路橋梁費でございます。第１目の道路維持費の説

明は省略させていただきまして、第２目道路新設改良費でございます。こちらにつきま

しては、５路線の道路整備を実施するための経費になってございます。施工箇所、内容

について、簡単にではありますが具体的に申し上げますと、山下北保育所線の測量設計、

浅生原畑線、鷲足花釜線、真庭新田北線の道路改良工事及び下郷館下南線の文化財発掘

調査となってございます。予算といたしましては、合わせて２，１６４万６，０００円

を計上してございます。 

      次に、第３目道路橋梁復興推進費でございます。こちらにつきましては、補正予算附

属説明資料を用いましてご説明をさせていただきたいと思います。２３ページをお開き

願います。 

      まずですね、常磐線復旧に伴う関連道路改良事業でございます。こちらにつきまして

は、社会資本整備総合交付金（復興枠）の内示がありましたことから、こちらに記載の

３路線の鉄道交差部分について、測量設計を実施するものでございまして、補正額、予

算といたしましては、合わせて６，８８６万９，０００円を計上しております。 

      同じく２４ページをお開きいだければと思います。 

      次に、復興関連道路新設改良事業でございます。こちらにつきましては、復興交付金

の決定がありましたことから、避難路として整備いたします山下花釜線の測量設計を実

施するものでということで、予算を３，８００万計上しております。 

      次に、同じ名称の社総交復興枠となっている部分でございます。こちらにつきまして

は、社会資本整備総合補助金（復興枠）の内示がありましたことから、同じく避難路と

して整備する仮称新浜諏訪原線の測量設計を実施するものとなってございまして、予算

といたしましては２，１４７万２，０００円を計上しております。 

      続きまして、予算書のほうに戻っていただいて１７ページの一番下になります。第８

款土木費第４項住宅費でございます。こちらにつきましても、補正予算附属説明資料を

用いましてご説明をさせていただきたいと思います。２６ページでございます。 

      第３目公営住宅建設事業、災害公営住宅建設事業（坂元道合地区中層集合住宅建築工

事）でございます。こちらにつきましては、補正理由にも書いてございますが、建設場

所が決まっていなかった坂元地区の災害公営住宅１２戸分について、道合地区の排水対

策に関する請願があったことや防波堤の復旧、国道６号歩道がかさ上げされ、安全性が

さらに高まるなどの状況の変化を踏まえ、坂元道合地区に中層集合住宅を建設した場合、

排水等の諸問題も補助事業の中で合わせて解決することができ、最も効率的に整備を行

うことができることから、関連する予算を計上するものでございます。予算といたしま

しては、設計委託料や工事請負費など、合わせて１億３，２９５万２，０００円を計上
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しております。財源といたしましては、調査費が１，５９０万円、震災復興交付金基金

繰入金が１億１，１９０万３，０００円となっております。 

      こちらですね、改めて補助制度につきまして、簡単にちょっとご説明をさせていただ

きたいと思いますが、こちらの事業は、復興交付金事業の基幹事業ということで位置づ

けられておりまして、補助率は８分の７、地方負担分の８分の１については、震災復興

特別交付税ではなくて、町債、町の起債ですね、を充当することとされております。こ

の当該事業により起債いたしました町債の償還財源につきましては、原則入居者からの

家賃収入を充てることになります。しかしながらですね、入居者の負担軽減のため、町

では家賃低廉化を実施しておりまして、この町の家賃低廉化の事業の負担を軽減するも

のとして、災害公営住宅家賃低廉化事業及び東日本大震災特別家賃低減事業といった国

の支援策が用意されているというような状況になっております。これらも償還財源とし

て活用いたしますので、起債償還による町財政への影響というのは余りないというふう

に考えているということでございます。 

      なお、災害公営住宅建設事業につきましては、マイナンバーと一緒に別に資料を配布

させていただいておりまして、詳細については、別途、震災復興整備課長から説明をさ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

      続きまして、予算書のほうは１８ページになります。第８款土木費第６項都市計画費

でございます。こちらにつきましても、補正予算附属説明資料を用いましてご説明をさ

せていただきたいと思います。２７ページをお開き願います。第３目都市計画復興推進

費につきましてご説明をいたします。 

      まず、復興まちづくり及び被災情報管理システム構築事業でございます。こちらにつ

きましては、山元町全域における土地利用の最新状況の把握とともにですね、固定資産

税の課税資料を整備するものでございまして、予算としては５５０万円。そのうち財源

として震災復興交付金基金繰入金を４４０万円充てております。 

      同じく資料の２８ページをお開きいただきたいと思います。 

      次に、同じ目の中で新坂元駅周辺地区の西南側町道横断管改修工事でございます。こ

ちらにつきましては、既存市街地から新市街地南側を流れる荒井川に接続する排水路の

改修工事を実施するものでございまして、予算といたしましては５７０万円を計上して

いるところでございます。 

      予算書にお戻りいただきまして１８ページになります。 

      続きまして、第９款消防費第１項消防費でございます。第４目の災害対策費につきま

して１０２万６，０００円を計上しております。こちらにつきましては、全国瞬時警報

システム、いわゆるＪアラートシステムを用いて、昨年８月に運用が開始されました気

象特別警報を受信するためのシステム改修経費となってございます。 

      続きまして、１９ページをお開きいただきたいと思います。第１０款教育費第２項小

学校費でございます。第１目学校管理費につきましては、寄附金を活用いたしまして、

坂元小学校、山下第一小学校の遊具整備やプールクリーナーを購入するものでございま

す。また、老朽化が進んでいる山下小学校体育館の床を修繕することにしております。

予算といたしましては、合わせて４５６万円を計上しており、財源としては、寄附金を

積んである震災復興基金繰入金を一部充当してございます。 

      次に、第２目の教育振興費でございます。こちらにつきましても寄附金を活用いたし
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まして、坂元小学校、山下小学校、山下第二小学校の学校図書、辞書、体育用具を購入

するものでございます。予算といたしましては１９０万４，０００円計上してございま

す。 

      次に、第１０款教育費第４項幼稚園費でございます。第１目幼稚園費につきまして、

私立幼稚園に通う園児の保護者に対する支援及び町内私立幼稚園の運営費に要する経費

の一部を補助するものでございまして、予算といたしまして８９６万８，０００円を計

上しております。 

      次に、第１０款教育費第５項社会教育費でございます。第３目文化財保護費につきま

して、民間企業が実施する予定の土砂採取工事に伴い、文化財の発掘調査を実施するも

のでございます。予算といたしましては、合わせて３６９万９，０００円を計上してお

り、全額諸収入というふうな形になってございます。 

      以上が、歳出予算の主な内容でございます。 

      次に、歳入予算につきまして主なものをご説明いたします。８ページをお開きいただ

きたいと思います。 

      まず、第１０款地方交付税でございます。５，８００万円ほど震災復興特別交付税と

いうことで計上しておりますが、こちらは、震災復興交付金事業、社会資本整備総合交

付金事業の補助裏に充てるものでございます。 

      続きまして、第１４款国庫支出金でございます。民生費、教育費、衛生費、土木費、

総務費といたしまして、それぞれ記載の国庫補助金が計上されております。これは、先

ほど歳出でもご説明をいたしましたので、詳細については省略させていただきたいと思

います。 

      ９ページをお開き願います。同様に第１５款県支出金につきましても、総務費、民生

費、農林水産費、教育費、労働費、商工費といたしまして、それぞれ記載の県補助金が

計上されております。これも、先ほど歳出でご説明いたしましたので、詳細については

省略させていただきたいと思います。 

      次に、第１８款繰入金でございます。財政調整基金の繰入金で１億５，７００万円ほ

ど計上してございます。こちらは、当初予算が骨格予算ということもございまして、今

回予算計上した政策的経費に一般財源を充当しておりますことから、こちらを取り崩し

ております。 

      続きまして、復興交付金の基金繰入金でございます。こちらも歳出予算で説明済みで

はございますが、２億３，７００万円ほど基金から取り崩すというものでございます。 

      最後に、震災復興基金繰入金でございます。こちらも歳出予算で説明済みではござい

ますが、震災復興交付金の県申請分及び寄附金を積み立てたものを９００万円ほど基金

から取り崩すというものでございます。 

      以上が今回の歳入予算の主な内容でございます。 

      次に、４ページをお開きいただければと思います。こちらも先ほど触れましたが、債

務負担行為の補正を行っております。新市街地整備に係る造成工事等に要する増額経費

ということで、歳出予算でもご説明いたしました災害公営住宅建設事業でございます。

期間は平成２７年度、限度額４億１，５００万円でございます。これは、総事業費約５

億４，８００万円のうち１億３，３００万円ほどを今回予算のほうで計上いたしました

ので、その残額を債務負担行為として平成２７年度までの期間で計上しておるというこ
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とでございます。 

      最後に５ページをお開きください。あわせて地方債の補正も行っております。こちら

につきましても、災害公営住宅建設事業でございます。限度額を２億７，６４０万円か

ら１，５９０万円増の２億９，２３０万円に補正しております。利率や償還の方法につ

きまして、変更はございません。 

      以上が今回の１号補正の内容でございます。よろしくご審議の上、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

議 長（阿部 均君）先ほど企画財政課長の議案の説明の中で、１７ページ、公営住宅建築事業費

の補足説明を震災復興整備課長庄司正一君。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。補正予算の１７ページ、１８ページの８款土木費４

項住宅費３目公営住宅建築事業の関係についてでございますが、ただいま企画財政課長

より説明がありました。また、一般質問の中でも議員各位よりご質問がありましたので、

より理解をいただくために改めて皆様にご説明をさせていただきますので、よろしくお

願いをいたします。 

      本日配布させていただきましたＡ３の資料１枚とＡ４の資料１枚をもとに補足説明を

させていただきます。 

      まず初めに、Ａ３の資料についてご説明をいたします。坂元道合地区の災害公営住宅

建設事業の当初案と比較検討の内容についてのご説明になります。左側が、当初平成２

４年９月の定例会での予算計上の内容でございます。右側が、今回計画しております道

合地区の災害公営住宅建設事業の提案内容ということでご理解を賜りたいと思います。 

      まず初めに、土地利用計画についてご説明をさせていただきます。当初、開発区域面

積が８，２１４平米でございました。今回、４，９００平米というふうな面積に変わり

ます。建築の型式でございますが、２戸１、当初は連棟式という形で集会所も予定して

おりました。これは、山下の駅と同じ時期の考え方から始まっておりますので、その辺

ご理解を賜りたいというふうに思います。今回につきましては、中層集合住宅というこ

とでございます。整備戸数１１棟２２戸、今回３階建て中層集合住宅１棟１２戸の予定

でございます。 

      造成方法でございますが、深層混合処理工法、これは全面の工法で当時計画をしまし

た。早期完成を目指しておりましたので、この工法で計上した次第でございます。今回

はプレロード工法で計画しております。造成面積につきましては、先ほどご紹介させて

いただきましたので割愛させていただきます。 

      造成工事につきまして、当初２億８，０００万でございました。物価スライド等を想

定いたしますと、平成２６年度におきましては３億６，４００万に該当するというふう

になりますので、換算という形で米印で標記させていただいておりますのでご理解を賜

りたいと思います。今回は、中層集合住宅については１億７，１００万と。どちらも周

辺の排水道路の整備も含まれておりますので、その辺ご理解を賜りたいと、かように思

います。造成単価につきましては、標記のとおり平米当たり４万４，３００円が３万４，

９００円になりますので、約９，４００円ぐらい安くなるというような内容でございま

す。 

      状況の変化についてでございますが、先ほどもご説明させていただきましたが、１つ

目、コストの縮減ということで、①道合地区の災害公営住宅に大幅に規模が縮小し、開



- 30 - 

発に係る経費が減少しましたということで、１億９，３００万ほどが減になります。こ

れは面積の減と工法の減と、両方の内容でございます。②造成方法は、深層混合からプ

レロード工法に変更しました。これは、造成コストの縮減を図ったということで、約９，

４００円、２割ほどの減になっております。 

      ２つ目といたしまして、安全性の向上でございます。①として、多重防御がより具体

化し、道合地区の安全性が飛躍的に高まったということで、海岸の堤防のほうから順に

並べました。海岸防潮堤の復旧が、町内では約８割ほど完成しております。これはＴ．

Ｐ．７．２メーターで完成しております。県道相馬亘理線のかさ上げですが、坂元地区

についてはＴ．Ｐ．４．０メーターの計画でございますが、坂元川と戸花川の間、約８

４０メーターほどについては、堤防のかさ上げに伴いまして、Ｔ．Ｐ．１０．５メータ

ーまでのかさ上げになります。それを標記させていただいております。また、４番目と

いたしまして、四番索道のかさ上げの整備計画、これは戸花橋から滝の山までの間、農

地整備事業の計画に伴いまして用地の捻出等を含めて計画を検討中であるということで

ご理解を賜りたいと思います。 

      最後に、国土交通省への要望を重ねる中で、今回、国道６号と県道角田山元線の交差

点から北に約１８０メートルの区間において、国道６号東側に歩道が新設されます。さ

らにそれに伴いまして、津波の実水深の高さまでかさ上げをした擁壁が整備される予定

になっております。 

      以上が２つ目の安全性の向上の内容でございます。 

      ３つ目、外的要因でございますが、①といたしまして、平成２５年１２月に、坂元道

合地区の排水対策について、住民の８５０名の皆様から町に対して陳情がありました。

さらに、町区長さんを初め坂元地区の７名の行政区長様方よりも、町議会に請願が提出

されております。また、平成２５年第４回議会定例会でこの内容について可決されてお

ります。 

      ２つ目といたしまして、平成２６年４月に坂元地区の災害公営住宅入居希望者に中層

集合住宅への入居希望アンケートを行った結果、１２世帯の方から入居してもよいとい

うような回答をいただきました。 

      ３番目といたしまして、平成２６年５月に、道合地区整備問題の早期解決を図るため

に、議員有志の皆様方から町に政策提言をいただいております。この地区において３階

建てエレベーターつきの中層集合住宅を建設し、排水対策も含めて一体的に整備するこ

とが提案されております。 

      ４番目といたしまして、平成２６年６月末を目途に、３市街地の災害公営住宅及び住

宅分譲予定地の一斉募集を、宅地募集パンフレットの配布を予定しております。募集に

当たりましては、各市街地の画地を決めなくちゃいけないということで、今回この計画

を提案させていただいておりますので、よろしくお願いします。 

      最後になりますが、町の考え方を整理させていただきました。 

      １番目といたしまして、坂元道合地区の災害公営住宅整備については、上記の状況の

変化から、コスト、安全性ともに大幅な改善が図られているということでございます。 

      ２つ目といたしまして、坂元川南側エリア、新市街地エリアになりますが、中層集合

住宅を建設した場合、許可申請等図書等の修正で約３カ月を要すると、新市街地の工事

の進捗に大きな影響を与えることになり、一日も早い入居を望んでいらっしゃる被災者
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の生活再建をさらにおくらせることになります。また、道合地区の排水対策が町の単独

事業となるため、財政的な負担も大きいということから、町は今回の予算計上になった

次第でございます。 

      ３番目に、道合地区に中層集合住宅を建設した場合は、造成工事用地はもとより、地

元区民から要望があった排水対策についても、復興交付金で対応ができます。財政的な

負担が少なく、また、坂元南側エリア、新市街地エリアについては、設計が変更がなく、

宅地の供給が計画どおり２４年７月より順次入居が可能になりますので、その辺をご理

解賜りたいとかように思います。 

      以上のことから、道合地区の災害公営住宅を建設することが、坂元地区の災害公営住

宅入居予定者６８名に最も早く住宅を供給すること、かつコストがかからない方法であ

ると考えるものでございます。 

      続いて、もう１枚配布させていただきましたＡ４の資料でございますが、これについ

ては、先ほど企画財政課長のほうからも一部ご紹介がありましたが、今回、道合地区の

事業費については、６月補正としては平成２６年度分の１億３，２９５万２，０００円

ほど計上させていただいております。債務負担行為の２７年度分について標記されてお

りませんので、この中でご説明をさせていただきたいと、かように思って今回資料を提

出いたしました。内容といたしましては、２６年度が１億３，２９５万２，０００円、

２７年度が４億１，５００万円、合計５億４，７９５万２，０００円という内容になり

ますので、よろしくお願いします。 

      なお、米印の下に書いておりますが、平成２６年度の造成工事については、前払い金

相当のみの計上ということでご理解を賜りたいとかように思います。 

      以上で説明とさせていただきます。よろしくご理解を願います。 

                                            

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は２時といたします。 

午後１時５０分 休 憩 

                                            

午後２時００分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

７番（齋藤慶治君）はい、議長。初めにですね、予算書の１２ページ、民生費、社会福祉総務費

関係の１３節委託料の関係で、災害時要支援システム導入の関係ですが、これは先ほど

の資料、ページ４ページですか、に載って、このシステムの概要自体は載っるんですが、

これを実際いつまで整備して、実際このシステムが完成したときはどういうふうな活用

の形になるのかなと。そのシステム導入の概要はこれで大体理解するんですが、これが

実際実務的にはどんな感じで利用しようとしているのか、その点をお伺いしたいと思い

ます。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。内容等ですけれども、まず要援護者台帳というふうなも

のを作成していくというふうなことになってまいります。それでもってその個人の情報

の管理とか、個別の支援プランというふうなものなんかもね、この中に入れていきたい

と思っております。それから、あとハザードマップですか、そういったもののマッピン
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グでありますとか、例えば地図画像のデータというふうなものです。あと、支援の方々

の、今度は支援する方、そういったものの登録とか避難ルートの確認なんていったもの

を、そういったものの内容をつくっていきたいというふうなことになりますけれども。

で、あのう、一応こちらで持っています台帳管理上、例えばひとり暮らし台帳でありま

すとか、二人暮らし、あるいは障害者の台帳とか、そういったもののデータ等はありま

すので、こちらのほうが基本となりますけれども、あのうやはり綿密な支援をしていく

ためにはですね、同意をとったりなんかというようなことがありますので、この台帳の、

このシステムの完成というふうなものにつきましては、ちょっと１年以内というような

ことではなくて、やっぱり何年かかけて正式なものをつくっていくというようなことを

想定してございます。 

７番（齋藤慶治君）はい、議長。あのう、まあシステムだから、今から情報を集めて構築すると

いう話で、１年以上かけてしっかりしたものをつくるというのですが、逆に今までこう

いう形の、コンピューターじゃないけど、普通の台帳関係で要支援とかそういう形の整

備というのは、逆になかったのかどうか。そして、私含めて、前災害時、東日本大震災

前、前の私の住んでいた中浜地区においては、地区でそういう形の支援体制というのも、

これが町のものだったのか、地区のものだったのか、私も現時点では理解できませんが、

誰々がそういう形の支援というか、在宅確認に行くとか、車に乗せるような形の動き方

は、もう３年以上前にちょっとこういうことがあったのですが、そこら辺が現実的には、

町全体としてはないから、これからこういう形のシステムをつくるというふうに理解し

ていいのかどうかをお伺いいたします。 

地域包括支援センター所長（渋谷美智子君）はい、議長。今の質問にお答えします。 

      平成２２年度に台帳整備という形で実施されております。その段階においては、いわ

ゆる障害者の手帳をお持ちの方、ひとり暮らしの方等を対象にしていたんですけれども、

こちらで把握している中の２割程度しか登録されてなかったというふうな課題があった

ところに震災が起きたというところで、きちんとした台帳整備等をしなければならない

というふうな課題はあったところに国で台帳整備をするということが義務づけされまし

たので、今回至ったという件になります。以上です。 

７番（齋藤慶治君）はい、議長。じゃあ今の件を含めて、やっぱり早く、それでは今回予算計上

しているということで、もし認められた段階においては、綿密なものであると時間がか

かるんだろうけど、ただ、これまた早目に整備して、整備された内容から町民に理解を

求め、そして各地区で実際はどういう形の運用が一番効率的に安全対策になるかという

のを、やはり早急に構築してもらいたいと思います。 

      議長、続けていいですか。今の件はいいです。 

      続きまして、予算書の１６ページ。１０目の農地復興推進費、１３の委託料の関係で

４，５３０万ほど、農山漁村地域復興整備の関係で資料の２０ページですね。２０ペー

ジに掲載されているのですが、そうですね、東部地区の権利者調査委託業務ということ

ですが、今も大分、多分いろんな意味で調査というか、もうそういう仕事に入っている

と思うんですが、今までの仕事以上に今回こういう形で委託費を、まあ４，５００万と

いうのは相当の金額、この追跡調査するを含めて、権利者を確定するということは、本

当に並大抵なことでないということも理解します。それで、今やっている仕事の中で、

やはり何か問題、課題があって、こういう形の委託料のほうをつけるのか。また別な意
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味でこの調査業務委託というのが必要になったのか、そこら辺の実情をまずお聞きした

いと思います。 

農業基盤整備推進室農地整備班長（蓬畑健一君）はい、議長。 

      今回の４，５００万円の内容でございますけれども、昨年度、非農用地の部分につき

まして、権利調査を県のほうでお願いしてやってまいりました。予算の関係、また工期

的な関係上、約５００名ほどの権利者未特定のものが残ってございます。その５００名

について、今回６月補正で計上させていただきまして、今年度調査をしたいと思ってお

ります。以上です。 

７番（齋藤慶治君）はい、議長。今までの仕事の継続の中で、約５００名ぐらいまだ残っていて、

それを委託したいというんですけど、この委託関係なんですが、単純に専門業者という

とおかしいですが、例えば司法書士的なものの方とかね、そういう形になるのか、それ

ともこういう形の専門に扱っている会社みたいな方があるのか、そこら辺の委託先とい

うか、委託先というのはどういうところを検討しているのでしょうか。 

農業基盤整備推進室農地整備班長（蓬畑健一君）はい。 

      ええ、あの、今想定されているのは、その司法書士的な能力を持ったコンサルティン

グをできるコンサル業者というのを考えております。 

７番（齋藤慶治君）はい、議長。多分残った方、いろんな形で権利関係が複雑になっているとか、

いろんな問題の多い権利者がだんだん残ると思うんですね。そうなるとやはり、ある程

度の専門知識がないとですね、解決に時間がかかるとか、そういう形になりますので、

ぜひですね、この委託先においても、しっかりとした実績、専門的なものを含めて、そ

ういう中で委託先を見つけるというか、公募するという形で進めてもらいたいと思いま

す。 

農業基盤整備推進室農地整備班長（蓬畑健一君）はい。 

      今議員が申しましたとおり、その辺を加味しながら検討していきたいと思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。 

      ええそれでは、歳出の総務費、１１ページの２０目の定住促進事業。これは１９節負

担金並びに補助並びに交付金ということで、１，８７０万。ま、これについて、先ほど

財政課長の説明の中で、ま、山元町の定住促進事業の補助金であるということで、ま、

従来の補助と余り変わりないよというお話だったのですけれども、ま、これについて、

今回については、町長の、ま、政策的、今回補正要素も含んでいるという意味からする

と、ま、前の前町長が、これは定住促進事業を打ち出して、ま、震災前の定住促進事業

の考え方でずっと来たわけですけれども、やはり今回、２期目の当選をなされたという

ことも含めて、やはり震災の中で、随分流出する人口、これは一般質問のね、議論の中

でもあったんですけれども、随分あったと。そういうことを含めてね、これから、やは

りあの被災の中でどういうふうな形でね、これから定住促進に結びつけさせるような事

業を事業化していくのかね。やはり町長の本来の政策的な部分での、私は考え方が必要

ではないかと思うんですけれども、今回の１，８７０万の中で、ま、具体にどういう形

でね、今までの従来の踏襲、そして、これから、ま、町長の趣旨説明の中にもこれから

考えていくよというお話はあったのですけれども、まあ具体にね、本当は、今回あたり

からね、入れるべきではなかったのかなとは思うんですけれども、その辺も含めてね、

ご説明をいただきたいなと思います。 
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町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。今回の定住促進の関係につきましては、の中身につい

て、私のほうからご説明をさせていただきたいと思います。 

      で、定住促進の事業につきましては、平成２０年度から始まったというふうなことで

ございますが、その内容を平成２３年度に一部、支給額の増額というような形で改正を

いたしまして、現在に至っているというような状況になってございます。 

      で、今回の補正の中身につきましては、一般の新築住宅の場合につきましては、補助

上限額としては１５０万円、あと中古住宅の関係につきましては、上限額といたしまし

て５０万円、あと世帯向けの賃貸住宅の関係につきましては、これは面積要件がござい

ますが、４０平米以上５５平米未満については２４０万円、あと５５平米以上７０平米

未満については上限額が４８０万円、あと７０平米以上の賃貸の上限額といたしまして

は、まあいずれも８戸分を見込んでという内容の上限がありますが、７２０万円という

上限額のもとでの内容でございます。 

      ま、今回の１，８７０万円の内容につきましては、ま、個別の新築の関係といたしま

して、子育てと土地を取得した部分として５世帯といたしまして６００万円を計上して

おります。あと、子育て世帯というようなことで３世帯を見込んで３００万円、あと土

地の取得、転入者というようなことで３世帯分で２１０万円というような内容と、あと

は中古住宅というようなことを、ま、３世帯で１１０万円。あと集合住宅につきまして

は、５５平米から７０平米未満のものが７世帯分としまして２８０万円ほど。５５平米

以上７０平米未満としまして８世帯分といたしまして３２０万ほどの予算の根拠になっ

てございます。合わせまして１，８７０万円の補助金の内容というようなことでござい

ます。以上でございます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。私のほうからも少し補足をさせていただきたいというふうに思

います。 

      今、担当課長のほうから内容をご説明させていただきましたが、あのう、２５年度あ

るいは２６年度のこの補助金執行、実績なり予定の中で、以前、世帯向けの賃貸住宅を

ですね、町内で一定程度確保したいと、いわゆる新婚世帯、子育て世帯ですね。これに

ついては、皆様ご案内のとおり、町内でもう一定程度、こうした補助制度を活用いたし

ました賃貸住宅が、相当程度こう整備されてきております。ですから、議員お尋ねの部

分につきましては、世帯向けの賃貸住宅の供給という部分ではですね、一定程度カバー

しつつあるのかなというふうに思いますので、人口減少というふうなことを考えたとき

には、そのいわゆるマイホームのほうの、マイホームのほうの定住促進支援、こちらを

少し見直すことも必要なのかなというふうに思ってございます。そういうふうな意味で

は、２７年度に向けまして、この少し内容を精査した中での新たな支援策の再構築をで

すね、進めていきたいなというふうに考えているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。町長の考えも、あと中身についてはね、今町民生活課長のほう

からお話しいただきましたけれども、本来だとね、やはり今お話ししたように政策的な

予算という部分も含めると、やはり今町長がおっしゃったように、マイホームとかね世

帯向けの予算、去年と比べてね、どのくらい増になっているのか、それをまずね、最初

にお伺いできればなと思います。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。今、町長のほうが世帯向けの賃貸住宅の関係でご説明

申し上げましたが、ま、去年の実績といたしましては、２５年中に完成した集合住宅に
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つきましては４棟ほどございます。その中には３６戸分という内容になってございます。 

      あと、２５年度中の申請がありまして繰り越しをする分といたしましては、ま、５事

業者で５棟分の申請があるというようなことから、この部分については３０数戸分とい

うようなことになりまして、去年とことし完成する２５年度の繰り越し分で、ま、６６

戸程度のアパート等の世帯が民間の方々で提供していただいている状況になっていると

いうようなことでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。ま、あのう、今回の予算については、あくまでもアパートの部

分、まあ去年から含めるとまあ今回ふえていると、そういう部分の内容だということな

んでしょうけれども、やはりあのう本来、震災を経て、やはり定住ということを考える

と、そちらのほうも大切だと思いますけれども、まあ先ほど町長がおっしゃったように、

新興住宅とかまあマイホーム、あとは世帯向けね、そういった形で定住させるような、

そういった部分の予算が、本来私は必要だと思うんですよ。そういった部分ではね、ま

あ町長もくしくも来年度からというお話だったのですけれども、今回は政策的な予算な

ので、そういう部分の増をしながら、子育て世帯あるいはもっと言えば今お話ししたよ

うにマイホームを持つ、山元町に持ちたいとか、あるいはね、家を世帯向けにつくると

か、そういう形の予算づけが、私は定住化のね、本来の事業の補助金の目的でなかった

のかなということを考えます。まあですからね、今回の予算、これから補正予算、何回

かあると思うんですけれども、まあぜひそういった部分では、今回の予算を一つ皮切り

に、町長の政策というような部分で増を考えていくだったり、あるいはもう一回ね、途

中でもいいから見直しをしながらね、定住化に向けた事業を展開できるような、そうい

ったスタンスをとっていただきたいと思いますので、まあ町長に最後にこれについての

ご答弁をいただきたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。ええ、あのね、年度の途中で見直しもというふうな議員のお話

でございますけれども、年度の途中の適用、以前のその改正前のものとの整合性とかい

ろいろございますものですから、できれば年度変わりに向けましてね、教えを踏まえて、

思い切った定住政策の見直しをしていきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それでは、次に移ります。 

      １５ページ、緊急雇用創出事業。これは５款の労働の関係ですけれども、それで１３

節の委託料、農産物振興強化業務委託料と、１つずつやっていったほうがいいかな。こ

の項目で何点かありますので。これについて、先ほどね、具体に説明はしていただいた

のですけども、その中でちょっとわかりにくい部分があったので、この観光物産振興強

化業務委託料、これについての説明をしていただければなと、再度ね。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。産業物産振興強化事業につきましては、補正の理由にあ

るように、町のほうで交流人口拡大をすると。交流人口拡大することで、交流産業とい

う産業を新たに創出したり等をしていくと。そのためには、その魅力あるこの地元に来

て、消費してもらえるような商品開発が必要であるというようなことで、今回あのう雇

用と調査を一括でできるという事業に取り組もうという趣旨であります。中身的には、

まずあの商品として、まあ農水産物もあれば、体験型のイベントのようなソフト事業も

含めてですね、地元の資源を生かしていけるものをまず資源調査をするという内容が１

つあります。それを踏まえて、今申し上げましたけれども、まあ体験型のイベントなり、
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あるいは農水産物を加工するというようなことのサポートをするようなことで、今後の

その商品の可能性というものを探るというようなことです。それから、集客関係でも、

新たに町のほうで去年から観光ＰＲ係長ということでホッキーくんというキャラクター

を、実際に着ぐるみをつくって活動しておりますけれども、ホッキ－くんの活動をです

ね、集客するいろいろなイベントに出演するときのサポートをするというような業務を、

この中で被災求職者を雇用しながら実施していくというような内容でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。内容はね、今お聞きして、ある程度理解はできたのですけれど

も、この新規雇用人数の５名という形になりますと、これは役場の職員なのか、それと

も、この事業のために雇用するという形なのか、多分後者だと思うんですけれども、そ

れを確認したいと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。これはですね、一応業務委託を考えておりますので、こ

の業務を請け負った業者のほうで被災者を前提に雇用するというようなことで計上して

おります。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。ただね、委託するところにもよるし、あと、やはり委託した中

身ね、この幾ら国から出るといっても、やはり生かすような形の事業展開でないと、せ

っかく委託して、ある程度の方向が出てもね、それをつなげていかないと、やはり産業

振興だったり、あるいは交流人口の増につながっていかないということだと思うんです

よ。まあその辺は担当課として、どういうふうなね、成果品が出せれば見通しをつけて

いくのか、あるいは成果品をね、いつまでにどういう形で委託業者に出させていくのか

ね、その辺についてもね、ご答弁いただければなと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。雇用のこの活用につきましては、一応業務委託になりま

すので、当然あのうこういう仕事の中身については、ある一定のレベルを超えたものは

なかなか難しい部分がございます。そういった意味で、この新規で雇用する以外にです

ね業務委託をする業者のほうでも、労務管理なり指導をしたりするような人件費もまた

別途事務費のほうで見ておりますので、そちらのほうで十分、この我々で出した、今申

し上げたような業務内容を成果品としてきっちり出せるように、まず会社の中で企画を

していただいて、その上でまあ半年、１年以内の雇用になりますけれども、そういう方々

がそれなりの成果が上げられるような取り組みをしてもらうということで、仕様書で規

定していきたいというふうに思っています。 

      それから、この成果の活用でありますけれども、あのうことしについては、まずこの

加工交流物産、商品開発に当たっての調査のほうをメーンに置いてですね、一部田園空

間博物館活動ということで、いろいろな農家の年中行事とかっていうのをやっています

けれども、そういったところのサポートをしたりとかということで、実績を積み重ねて、

１年ぽっきりではなくて、次につなげられるような成果の出し方というものを求めてい

きたいというふうに考えております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。まあせっかく１，７００万という大きな金額をかけて調査をす

るという形なので、なかなか町で調査すると、実際にね、それを具体的に事業あるいは

ね、施策の中に生かすという部分がちょっと薄れてくるような気もするんで、それにつ

いては結果が出たら、あと町長が最終的にどういう形で判断をしながら、山元町のそう

いった交流人口の増だったり、あと産業振興に結びつけさせていくかというのは非常に

大事だと思いますので、１年ぽっきりでなく何年か調査するという形ですけれども、や
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はり私は、やっぱり１年ごとにそれをどういう形で次の年に具体的にしていくかという

のは、非常に私は大事だと思うんですよ。その辺について、町長からね、考え方につい

てお伺いできればなと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。議員ご指摘のとおりでございまして、このお尋ねの業務委託は

もとよりですね、全ての業務について、やはり進行管理、プラン・ドゥー・チェックと

いうふうな形での運び方を基本にして、単なる調査だけに終わることのないようにしっ

かりと対応していきたいというふうに考えております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。その下の耕作放棄地を利用した畑作実験業務委託料。ま、これ

もね、２，０００万という結構大きな額なんですけれども、ま、この内容については、

先ほど税務課長のほうからお話をしてもらい、資料も説明を受けたのですけども、具体

になかなか山元町の中で、耕作放棄地はあるにしても、やはりあの実際にこれも具体的

に試験をして、試験をしたからいいというものではなくてね、これを本当に、この試験

をした内容を生かせるような形でないとね、試験そのものが幾ら国の金を引っ張ってき

たって、我々の税金も間違いなく入っているわけでね、それをきちっと結びつけさせる

ような予算でなければ、私はならないと思うんですけれども、その辺についてね、具体

的にね、先ほど説明受けた分は省略して、伊達むらさきのブランドとかさ、いろいろ具

体的な部分でかかっていますので、具体的には農産物直売所での販売とかね、あとはレ

ストラン等の活用で販路確保を目指すとかと具体的な部分も書いてありますけれども、

この調査をしてね、具体的にそういう部分につなげるために、どういうお考えを持って

進めていくのか、その辺についてね、お考えをお伺いできればなと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。今回のこの耕作放棄地を活用した畑作実証実験でありま

すけれども、まあ今ここに説明書に書かれているとおりでありますけれども、まあ今具

体的に１つ挙げれば、直売所の計画をしております。この直売所についても、まあ山元

町についてはイチゴがメーンでまあ６割以上、今現在の夢いちごの郷の指定管理の中で

売り上げをしておりますけれども、そのイチゴがなくなると、あとぱたっとこう売り物

がなくなってしまうというようなことがありまして、当然通年での営業というものを考

えていかなければならない。で、これはあくまでも直売所の経営という面ですけれども、

あともう一つは、直売所自体がですね、農家なりあるいは漁業の水産物も取り扱います

けれども、そういった生産者の収入増に結びつくというような観点からも、どういった

ものを取り扱って、あるいはどういったものを売れ筋の商品として設定していくのかと

いうようなことが極めて重要で、まあ、こういったものを一般のその生産農家に自分の

自己責任でやってくれということを言っても、なかなかそれはできないわけですね。そ

ういったことから、町がいろいろ県の資料や何かも含めて、所得率の高いようなもので、

この山元町の土地柄に合うもので通年、今申し上げたように切れ目なく品ぞろえが置け

るようにするというようなことですね。それにつなげるようなことを１つは考えており

ます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。 

      考え方はわからないでもないですけれども、ただ実際に具体にいろいろ書いてあるの

で、それを今回委託の中で具体的につなげるということになると、これは委託先が決ま

っているわけではないんでしょう。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。 
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      まだ特定はしておりません。ただ、業務的には、種とか栽培とか、あるいは研究分析

というようなこともありますので、そういったことが総合的にできるところというよう

なことは考えてはおります。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。 

      例えばね、補正の内容の中で出てきている４ヘクタール以上を想定するとかね、具体

に新規雇用６名とかという形になると、まあある程度きちっとした形のところに委託す

るという形でないと、あるいは委託の方法も、２，０００万ということなんでね、全体

で２，０００万ということなんで、その委託先についても、やはり方向性がある程度あ

るのは当然だと思うんですけれども、その辺についてはねどういうお考えなのか。また、

ま、先ほど言った金時草、伊達むらさきという形になると、特殊なこれ野菜という形に

なるのですけれども、これがあるということとか、あとね、お話の中で、先ほど説明し

たんですけれども、直売所はわかるんですけれども、例えばレストランでの活用とかね、

そういった販売確保を目指しながら委託をして、それを販路拡大なり、新たな需要に対

応する、そういった部分の調査を含めてやるとなると、まあね、限られたそういった委

託先になってくると思うんですけれども、その辺の委託先の方向とか、あるいは今お話

ししたように４ヘクタール以上を想定ということなんでね、土地のこれからの確保の考

え方とか、ある程度委託先に全部任せるということなのか、あるいはね町で農業委員会

を通じながら、関連する形で町全体としてね取り組んでいくという形で今回の事業を考

えていくのかどうかね、お聞きしたいと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。まあ、あのここに例として挙げておりますけれど、今申

し上げたのは町として身近な部分ということで直売所というお話をさせていただきまし

た。それ以外も、まあ地産地消というようなことから、町内の飲食関係でも使ってもら

うようにする。そういった意味で、中食とか外ですね、あるいは使いやすいようにする

ためにある程度の加工をするカット野菜というようなところとか、あるいは具体的に小

売等に出荷するというようなこともあり得ると思いますが、そういった流通の部分にも

ですね、それなりの情報を持っていながら、栽培技術あるいは業務的にこう食品の成分

分析だとか、土壌分析だとか、そういったところを県の普及センター等と組み合わせな

がら、ある程度やって、総合的に調整できる業者というようなことを今想定しています。 

      それから、あと土地でありますけれども、土地については町のほうである程度、こう

１カ所に限定するわけではないんですけれども、町のほうで今耕作放棄地を調査してお

りまして、その中で、なかなかこれは難しいというのと、ある程度手をかければすぐに

でもまた再生できるという農地等を去年から調査を進めておりますので、その中でもち

ょっと手をかければもとに戻せる、だけどもなかなかコストがかかってできるかどうか

わからないまま遊休農地化されているというようなところを、町のほうでも情報を持っ

ていますので、農業委員会を通じてこういった土地を紹介しながら、一緒にやっていき

たいなというふうに考えております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。まあ、あのね、耕作放棄地をなくするという点では、非常にい

い考え方で、取り組みだと思うんですけれども、実際にこの事業内容を見ると、まあ中

がね、今お話ししたように販路とか、あるいは新たな商品をつくる、あるいは新たな販

売方法を考えていくとかという形になりますと、まあ、あのここに書いてある新品種の

栽培に取り組んで町内のＮＰＯと連携協力していくと。何となくＮＰＯを視野に入れな
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がら委託するのかなという部分があるのですけれども、そういうことでは多分ないかな

とは思うんですけれども、実際にやっぱり委託先は、やはりいろいろなノウハウを持っ

た人たちでないと、なかなか、だからＮＰＯさんが、そこまでないということではない

のですけれども、やはり町内にＮＰＯさん、幾つかありますけれども、そういった部分

で、町内のＮＰＯを視野に入れているわけではないと思いますけれども、やはりいろい

ろな形での調査研究をこの２，０００万の中でしていくと。そうでないと、ね、幾ら緊

急雇用創出事業の事業費であっても、やはり国の事業、国のお金でもあるし、あるいは

我々の税金でもあるんで、やっぱり有効に使って、先ほど前段で申し上げたように、そ

れを生かすような形のね事業でないとうまくないと思う。特にね新規の事業なので、先

ほどのお話も、これもね。それをやはりこれから続けていくという意味合いからすると、

やはり継続性、またそれを実証しながらね、本当にいい形で施策に生かすと、まあそう

いう部分のね考え方が私はないと、この事業自体尻切れとんぼになるおそれもあるので、

それを非常に危惧しているわけです。ですからね、最後に町長に、今お話をしたような

ことも含めねて、これからどういう形でね、考えていくのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。先ほど来から担当課長のほうから申し上げているとおり、あの

う町の扱う野菜等々ですね、この品数をまず増やしたいと。通年でいろいろな場面に切

れ目なく生産体制を確立をしていければと、そういうふうな一環の中で、こういうふう

な事業を活用してというふうなことでございます。そしてまた、なかなかこれゼロから

というふうなことですと難しい局面もございますので、やはり一定の意欲のある方など

とも応分の連携協力も必要なことでございますので、そういうふうなことも念頭に置き

ながらの取り組みというふうなことで考えているところでございます。 

      まあいずれにしても、町のブランド化なり、あるいは産直施設の充実強化を図る一環

として、いろいろな事業を駆使しながら、前段ご説明したような体制を少しでも充実強

化していければというふうに考えているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。次に移ります。 

      商工費の関係で１７ページ。１７ページの商工推進費、これでまあ２５０万円の新商

店街等活動推進事業補助金ということで、これ全体のね、お話を伺えればいいのですが、

下のほうで２５０万円。これについては先ほど財政課長のほうから説明あって、まあ附

属資料の２１ページに書いてあるのですけれども、なかなかこれも難しいなと思うんで

すよね。まあ町長が多分政策的な部分でお出しした予算だと思うんですけれども、これ

は、先ほどの説明と重複するような形になりますけども、山下商店街及び坂元商店街と

新市街地に集積する新商店街との融合連携を図り、新たな核となるような商店街を形成

するための補助金ということで、まあなかなかね、まだ新市街地に商店街が張りつかな

いとか、あと、旧商店街、山下も坂元もですけれども、本来の商店街、非常に数年前、

まあ十数年前は山下も坂元も非常に商店街として活気ある活動をしていたんですけれど

も、このごろ、あるいは震災後は少しずつ商店街が少なくなってきていると。そういう

現状も踏まえると、今回のね提案理由の説明の中で出てきている坂元、山下のね、新商

店街と旧商店街の融合、連携を図るための考え方でいくと、どのようにね、商店街形成

に結びつけさせてくるのか、言葉は簡単ですけれども、実際にやるとなっと、非常に私

は難しいと思うんですね。そういった部分のお考えをお聞きできればなと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。ただいまのご質問でありますけれど、この新商店街の活
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動の推進事業については、今ご質問あったとおりでありますけれども、この事業につい

ては一応今年度を初めといたしまして、今後、来年、再来年、３カ年で全体としては、

全体の事業費といたしましては１，５００万円ほどの事業を見込んでおります。 

      それの中身でございますけれども、まあ、あの最初はやはり新市街地のほう、今建設

中でありますけれども、市街地こう分散することによって商店街の販売促進のイベント

をやってみたいというようなことで、商工会のほうと協議しておりますけれども、イベ

ントを年に４回ぐらい、そしてそれの広報を打つというようなこと。それから、今現在

生じている空き店舗なんかもこのまま放置しておけないというようなことから、今後、

その空き店舗を借り上げてここを埋めて、まあ集客力のあるような店を、牽引力のある

ような店をまあ持ってこれないかというような検討をしていくという考え方を、ことし

とっています。 

      今後ですが、これらを踏まえて、新市街地ができてきたときにですね、このソフト事

業に合わせて最終的にはハード整備の駐車場だとか駐輪場だとか、あるいはイベントを

するためのスペースだとか、そういったことも視野に入れながら、この新市街地によっ

て旧市街地が衰退するとか、あるいはそのせっかく整備した新市街地がなかなか集客力

が上がらないというようなことのないようにですね、うまく調整を図っていきたいとい

うようなことで、その３カ年ほど見据えた中で、この事業に取り組んでいきたいという

ような商工会の思いを応援するような内容でございます。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。非常に難しいと思うのは、今の話だと今回の２５０万円につい

ては、ある程度ほら３年間の１年目だという形の予算だということと、あと中身的には

イベント開催の年４回、それに充当するようなお話でよかったのかどうかね、今お話聞

いた中ではそういう感じなんですけども、実際にはね、やはりこれから考えると、この

補正理由の中にある新市街地とね、坂元、山下のね、集積する新市街地の融合、連携を

図るという目的の中での予算ということを考えれば、やはり新市街地のね、ところに商

店をつくるとか、そういう人たちが町内、町外、まあいろいろあるとは思うんですけれ

ども、そういう人たちと、あと今旧で山下、坂元の市街地の中で商店を経営する人たち、

まあそういう人たちがいろいろお話し合いを持つ形だったり、あるいは方向性をね、き

ちんとやはりつくりながら連携をするようなね、そういった道筋もこの予算の中でつく

っていかないと、どうしてもね、イベント開催だけのね、補助になってしまう。そうい

ったおそれもあると思うんですよね。それだと、これからね、２年、３年という形で予

算づけする中で、非常にね、予算的にはね、本当に投資あるいは効果がどこまで出てく

るのかということで、非常に不安を覚えるわけなので、その辺については年４回のイベ

ントの開催だけでなくてね、やはり融合連携を図るという本来のね目的、そして商店街

形成のためにそれを生かしてもらえるような方向のね予算づけでないとね、我々なかな

か説明していただいてもね、理解できないということなので、その辺についてもご答弁

いただければなと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。まああの繰り返しになりますけれども、新市街地と今現

在ある商店街、それをどう両立させながら、そして地域の中でもですね、買い物弱者と

いいますか、なかなか商店がどんどんなくなっていって、買い物する場所もないという

ような状況が生まれてきているということで、まあその両面から、要は消費者側、それ

から商業者側、両方からこう衰退していくのを何とか止めなければならないというよう
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な思いの中で、今のような方策をまず１年目とってみる。２年目は、またそれらを検証

しながら次の手を打っていく。そして、必要なものこう整備していくというような段階

を追っていきたいというような考えでございますので、まずそういう長期的な取り組み

で進めていきたいというふうな考えでございますので、よろしくご理解のほどお願い申

し上げます。 

１０番（岩佐 隆君）はい。それではあの、１７ページの土木費、公営住宅建設事業費、これにつ

いて８の４の３ですね、これについて質問したいと思います。まあ先ほど時間をとって

いただいて、室長のほうから具体的にいろいろまあ今までの案と今度の案、あるいは全

体の予算の中でのお話もしていただきました。まず最初に、造成方法ね、これについて

質問をしたいと思います。まあ深層混合処理工法、これは２回議会で否決されたときに、

深層混合処理工法ではやはり造成費がかかるということで、まあそれを今回解消するた

めにね、プレロード工法、盛り土して沈圧して、それで地盤を安定させる、そういった

工法にやったわけですけども、土壌自体のね１２メートルか１３メートルの軟弱地盤と

いうのは変わりはないと思うんですけれども、これについてね、まあ具体的に深層混合

処理工法のそういった工法の中でのまあ事業をやったときに、どういう形で、例えば建

物を建てる中でね、どのくらいの地耐力があって、当時ね住宅２戸１を建てるという形

で考えたのかと。 

      あともう一つ、今お話ししたようにプレロード工法、今回プレロード工法でやるとき

に、この前の一般質問の中でも出たんですけれども、プレロード工法でやると沈圧をす

ると。それで重みをかけながらやるという形ですが、これについてその工法をやったと

きに、どのくらいの地質自体の地耐力があって、ね、中層の３階建てを建てる形になる

のか。加重と地耐力といろいろね資料として必要だと思うんですけども、その辺につい

て資料として出していただきたいのと、あと教えていただきたい。 

      何でかというとね、今まで山下新市街地の部分については、どうしてもプレロード工

法でやるという形で、わざわざね沈圧で加重の速度を少しずつはかりながら、厚みだっ

たり重さだったりね、それをずっとここ検討しながらやってきた経緯はあったんですよ

ね。それが今回のね、プレロード工法、坂元の道合地区の場合だと、それが全然なされ

ないままでの一つの検討。それはね、先ほど話あったように、まあ早期完成を目指した

という形ですけれども、変更前から早期完成を目指すというのは、これずっと同じ一体

的な考え方なんですよね。被災者の人たちに一日でも早く、まあ災害公営住宅に入って

もらいたいという部分については、この前の２回議会で提案したときと今回も全く同じ

なんですよ。早期完成を目指せば、本来ね、プレロード工法の考え方も当時できたのか

なということで思うんですけれども、その辺の一番前段で、その工法の違いによる加重

だったり地質、あるいはね、全体の加重に対する地質の地耐力、そういった状況をわか

るような説明あるいは資料をいただきたい。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。まず初めに、深層混合処理工法について、当初の計

画でございますが、当時はべた基礎で２０キロニュートン以上が確保できるような、通

常の住宅が建設できるような地盤改良というような内容で始まっております。内容的に

は、山下駅と同じく早期に完成するという目的のために、時間短縮を見るための地盤改

良であったということでご理解を賜りたいと、かように思います。当時、プレロード工

法についても検討をさせていただいておりますが、盛り土工法等に要する期間が長くか
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かるということで、山下と同じ時期の入居は困難であるということで、プレロード工法

は適用しなかったと、当時多分説明させていただいているというふうに思います。 

      今回の内容につきましては、道合地区がもし今回お認めいただけますと、同時並行で

坂元の南側、新市街地の坂元側の南側の造成工事については、継続して施工ができると

いうことと、同時並行で道合地区についても、工事に入ることが可能であるというよう

な状況になろうかと思います。ただ、今回プレロード工法というふうなご紹介をさせて

いただいておりますが、周辺に住宅がございます。その住宅の基盤については、引き込

みがプレロード余盛りをした場合、地盤の引き込みが想定されます。そういう中で、そ

の想定を解消するには、一部地盤改良が必要になろうかなというふうな思いで、まだ設

計委託費もお認めもらってない中で、今までの経験上の想定から計算をさせていただい

ております。その辺でご理解を賜りたいと、かように思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。まあ何でこの地質の関係だったり、工法の関係をお話しするか

というと、やはり被災者の人たちがお住みになる災害公営住宅なんで、やはりより安心

安全に、あるいはこれから例えば万が一地震が来たときに、やはり沈んだり揺れたり、

あるいはね、中だるみしたってそういうことでは困ると思うんですよ。せっかく町でね

やる事業ですから。それを受けて山下の災害公営住宅の関係とか、あるいは今度住宅の

ね関係の部分については、わざわざ時間をかけてね沈圧でどのくらいの加重がかかるか、

それをわざわざ盛り土して時間かけて調査をして、そしてそこの部分でね、耐久性、地

質の耐久性を図りながら、実際に用地を確保したとき、あるいは建てるときに全然影響

がないような形でね調査しながらやってるんですよ。それ、何で坂元のこの道合地区に

関して、今お話ししたようにプレロード工法の中でニュートンもどのくらいのニュート

ンなのか、これ調査した結果も多分出てて、今回の判断でねやると思うんでね、その辺

についてもちょっとお示ししていただきたいのと、やはり安心安全というのは災害公営

住宅だったり、あるいは住宅の用地をつくる、そういったね区画整理した用地をつくる

上で、やはり町がね関係して国からお金をもらってやる事業ですから、私は最優先、ま

あ一番大事なことだと思うんですよ。 

      そういった部分がきちっとやはり、今までもなかなか、きょうこれ初めてこの詳しい

やつ出してもらったんですけれども、その前は特別委員会でもあるいは委員会でもこの

くらいの資料は出していただけなかったんですけれども、そういう部分で考えると、や

はりきちんと地質的にも、あるいは造成工事の中でのね工法、その造成方法の中での安

全性、それをきちっと担保できるような形でないと、私はその数値を示していただかな

いと、なかなか理解することが難しいということなんで、ぜひねこれは大事な議案なの

で出していただきたい。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。今、岩佐議員のお話の中で、新山下駅の内容の事例

をご説明の例としてお出ししてご説明をされておりますが、新山下駅については、設計

施工一括発注する中で、設計をしながら施工をやっているというような状況でございま

す。その内容等についても、逐次ご報告をさせていただく中での情報共有というふうに

思っております。 

      坂元地区におきましては、今回、設計についてもまだ予算をお認めになっておりませ

んので、今までの経験値をもとにしてお話をさせていただいておりますので、ご理解を

賜りたいというふうに思います。先ほどもお話しさせていただきましたが、プレロード
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につきましては、べた基礎で２０キロニュートンを目指しておりますが、中層集合住宅

になりますと、今度杭が必要だというふうな場合も想定されます。それについてもまだ

設計の予算計上されておりませんので、その辺はご理解を賜りたいと、かように思いま

す。以上です。 

議 長（阿部 均君）岩佐 隆議員の質問の中では、きちっとですね、安全性を担保できる資料等

に基づいた答弁を、説明を要求しております。その辺について執行部のほうでよろしく。

資料があるんであれば、提出を求めます。（「暫時休憩」「賛成」の声あり） 

                                             

議 長（阿部 均君）暫時休憩といたします。 

午後３時００分 休 憩 

                                             

午後３時１２分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。貴重な時間をいただきまして、本当にありがとうご

ざいました。それでは、基本的なお話をさせていただきます。今回の造成工事等につい

ては、宅地分譲宅地については、山下の場合を例にとりますと、３０キロニュートンと

いうふうな数字を基本としてつくっております。災害公営住宅におきましては、基本的

には２０キロニュートンというような数字が基本になります。今回の予算計上の内容に

つきましては、災害公営住宅建設ということで、とりあえず戸建てあるいは二戸一等、

連棟式等を想定して、２０キロニュートンを確保できるような想定で予算計上をさせて

いただいているということで、ご理解を賜りたいというふうに思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい。基本的にその２０キロニュートンにするために、前だとね深層混合処

理工法を使うという形でお話があって、工法の説明まで詳しくしていただいたんですよ。

今回、プレロード工法を使うのに、どういう形で２０キロニュートンにするのかね、例

えば沈圧、基本的に通常で考えるとね、例えば深さが１２メートル軟弱地盤があると。

そこをねプレロード工法でやるという形になると、よっぽど加重だったり、ある程度隣

地にはみ出さないような形の工法にするとか、厚み、それを試験データを積み上げた中

でねやっていかないと、本当に２０キロニュートンはじき出すような形のプレロード工

法のね考え方なり工法につながっていくのかどうか、非常に不安だから言ってるんです

よ。町でも今お話ししたように、災害公営住宅に関しては２０キロニュートン、あと戸

建てに関しては３０キロニュートンの地盤をつくるという形で、まあ本来であればね、

やはりより安心安全な形の地質にもっていくと、あるいは地層にもっていくと、そうい

う形で考えていくのが筋だと思うんですよ。特にまあ１１メートル、１２メートルの軟

弱地盤を上からの圧力、重みで地盤を安定させるっていうのは、私は通常だと４メート

ル、５メートルの軟弱地盤の層、それを想定した形のプレロード工法だと思うんですよ。

まあね１３メートル、１２メートル、１１メートルの軟弱地盤をプレロード工法でやる

というと、よっぽどきちっとした、今までの試験データの中での状況、条件、それがそ

ろっていかないと、私は中層の３階建てを建てられないと思うんですよ。その辺につい

ても具体的な、先ほど言ったように、まあデータ、まあどういう形であれば、どこまで

ある程度地層が安定して、２０キロニュートンになんのかね、そこを説明していただき
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たいということでお話ししているのでね。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。大変失礼いたしました。地盤の軟弱層につきまして

は、坂元側南と違いまして６メーターぐらいの厚さということで、まずご認識をいただ

きたいというふうに思います。その中で、今回我々が想定しておりますのは、１メータ

ー５０を余盛りするというような計画でおります。なお、盛り土期間を若干長くとらせ

ていただきまして、２カ月以上ということでボーリング調査の計算上からは２カ月を想

定した内容で計上しておりますので、その辺ご認識をお持ちいただきたいと、かように

思っております。 

      沈下想定につきましては、約６０センチから７０センチぐらいは沈下するだろうとい

うふうな思いでおります。なお、詳細にわたります調査等、実際に行っておりませんの

で、今までのボーリングのデータをもとにした机上での計画でございますので、その辺

はご理解を賜りたいと、かように思います。先ほども説明の中で、宅地が隣接している

箇所につきましては、盛り土工法に対応しますと、引っ込み地盤等が考えられるという

ことで、その部分の際だけは地盤改良をさせていただきたいというふうな予算計上にな

っておりますので、その辺は全体をご理解する中で、部分的な内容についてもご理解を

賜りたいと、かように思います。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。ボーリングデータをもとにしてね、今お話ししたように、ある

程度１．５メートルのそういった加重をかけてね、その中で６０センチか７０センチと

いうデータがあるということですから、それをちょっとお見せしていただきたいなと思

います。 

議 長（阿部 均君）今の説明の中での根拠となるデータ等を示していただきたいということでご

ざいます。資料を提出願います。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。 

午後３時１８分 休 憩 

                                             

午後３時３４分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）震災復興整備課のほうから、資料が提出されております。資料についての説

明を、整備課長庄司正一君。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。大変貴重な時間をいただいて、本当に申しわけござ

いませんでした。今回の場所については、赤枠でくくった１カ所を想定させていただい

ております。上から３番目が、２．９６というのが地盤高になります。盛り土高さＦＨ、

上から２番目、４．８ということで、私の手持ち資料では１．３でしたけれども、この

資料によりますと、この場合は１．８盛るという計算になります。最終沈下量は、その

４番目の９４．８１５センチメートルになるというような内容でございます。圧密度９

０パーセント、到達日数等々については、下から２番目、３番目を５７日というふうに

なっておりますので、２カ月と、盛ってから２カ月というような回答をさせていただい

ておりますので、この辺は私の説明の中では近いというふうに思います。 

      ただ、先ほどもご説明させていただきましたが、私の持っていた地点には１．３メー
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トルでございましたが、今回のところについては１．８４盛るということで、プレ盛り

が１．８４で９５センチほど下がるというような今回の資料でございますので、あくま

でもある地点での内容ということでご理解を賜りたいと、かように思います。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。地耐力が出るの、これ。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。先ほどのご回答の中でもご紹介させていただきまし

たが、災害公営住宅におきましては２０キロニュートンを確保するという基本的な考え

がありますので、その辺はご理解を賜りたいというふうに思います。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい。こういう加重だったり、あとね、まあ今回だと１．８メートルかな、

そのくらいの加重をかけて沈圧させることによって、２０キロニュートン、それになる

んですかというお話をしているので、基準はわかりますよ。先ほど課長から何回も聞い

たんで、一般の部分が２階建てで、この資料、これは町が出した資料ですから、これに

書いてありますよ。３０キロニュートンだと。ただ、通常基礎工でいうと、３０キロ以

上で基礎工を打つ形、２０キロニュートンから３０キロニュートンだと、基礎工を打つ

と。そして、２０キロニュートンだと、べた基礎ではやはりあのなかなか２０キロニュ

ートン以上だとべた基礎の中で考えていくと難しい。まあ２０キロだとバツになってま

すね、これ。ですから、宅地と例えば災害公営住宅、ニュートンの考え方ですけれども、

通常我々考えるときに、宅地だと２階建て、１階建てなんですね。それで３０キロニュ

ートン以上ないとだめだという形で、これ町の資料に書いてあるんですよ。それで、災

害公営住宅の中層をつくるときに、本当に２０キロニュートンで、べた基礎で基礎工を

打たないでね、本当に安全が担保されるのかと非常に不安。これ町の資料から見てるん

ですよ。だから、何で災害公営住宅、１戸建てを多分想定しての考え方でね、２０キロ

ニュートンという形で出したと思うんですけれども、二戸一とかね。やはり中層の３階

建てになったら、やはり地質の地耐力が３０キロニュートン以上ないと、町自体でせっ

かく国の復興交付金を利用して、町で建設する災害公営住宅なので、より安心安全な形

でないと、私は基礎の部分でも対応できないと思うんですよ。それをきちんと考えた上

で、今回の提案であればいいんですけれども、今お話聞いた中では、この資料の中にも

２０キロニュートンの地耐力を保持できるような、そういった形の資料でないというこ

ととか、あとやはり災害公営住宅と、あと宅地の分譲の、用地の地耐力の考え方、ある

いはべた基礎での考え方、やはり杭を打って、基礎工を打ってやらないと、２０キロか

ら３０キロニュートンではだめだという形で、これは戸建てのね住宅の分譲の話でも出

てるんですよ。それを中層の３階建てでね、２０キロニュートンというのは、非常に私

はね、幾らお話を聞いても、なかなか２０トンもどういう形で確保するのかという部分

も話が出てないし、あと災害公営住宅の中層の２０キロニュートン、それについてもち

ょっと理解できないので、説明していただければなと思います。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。ちょっと誤解をされているようなので、再度説明を

させていただきます。 

      山下については３０キロニュートンというのは、サーチャージといって特別な余盛り

をさせていただいているというのは、議員もご承知のことというふうに思います。今回

の中層集合住宅につきましては、構造等についてもまだ決まっておりません。宅盤とし

て、最低、災害公営住宅、戸建てを建てた場合に、べた基礎で最低限必要な２０キロニ

ュートンを確保できるような数字ということで、ご理解を賜りたいと、かように思いま
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す。中層集合住宅を建設する際には、細部にわたりまして基礎等の検討もさせていただ

きますので、そのときには杭の入り用、あるいは杭の必要性等についても、構造的な計

算から出てきますので、その辺は次の段階ということでご理解を賜りたいと思います。

以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それでは、杭を打つ形も考えるという形で捉えるということで

いいのかどうかね。そして、全体の造成工事だったり、建設工事の中に、それもきちっ

と含まれているのかどうか。それがね、あのね、全然最初から説明がないと。もっとき

ちんと説明をしていただいて、今お話しのように、２０キロニュートンで本当にね基礎

杭を打たなくていいという形の、今までのお話だったと思うんですけれども、それとあ

ともう一つ、やっぱり宅地と、宅地の造成と宅地を建てる、そして中高層でね災害公営

住宅を建てる、おのずと加重が違ってくると思うんですよ。その加重に対する地耐力、

それについてはきちっとね３０キロニュートンを配慮するくらいの、最初から考え方が

ないと、町で建てる災害公営住宅が万が一のことがあったら大変でしょう。それを何で

最初からきちっと計画の中にね出せるような形の事業費だったりね、工事のあり方、そ

うでなければ私はだめだと思うんですけれども、それを何で出さないんだか、その辺が

わかんないですよ。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい。岩佐議員のほうのご質問なんですが、災害公営住宅の中層集合

住宅の基礎において、杭が必要なんじゃないかと、その部分について検討しているのか

というようなご質問だと思いますが、一応全体の土質の地耐力によって、あとは中層集

合住宅の建物の構造によって、その杭を打つかどうか決めなければなりません。これに

ついては、詳細の設計をしなければわからない部分があるんですが、予算の措置といた

しましては、最大限こちらのほうの地質調査の資料等も考え合わせまして、支持地盤層

であります６メートル相当くらいの杭基礎まで必要なんじゃないかというような想定の

もとに、予算措置のほうはさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

１０番（岩佐 隆君）はい。してございます。今、お話ししたように、住宅のね戸建てのね、この

地耐力と、あと災害公営住宅の中層のね地耐力と、その考え方についてはね、私はね、

ある程度建築の専門家でないのでわからない部分があるので、教えていただければなと

思うんですけれども、やはり中層で３階建てで加重がかかる。そういった形を地耐力を

少なめに見て、そして災害公営住宅をつくるという形で考える、一つの根拠的なものを

お示ししていただければなと思うんですね。一般の戸建てが、やはり３０キロ以上でな

いと、これは安全性担保できないという形で、町のこの資料に書いてあるのに、何で２

０キロニュートンで、中層の加重のある３階建てのそういった建物が、少ない地耐力の

中で対応できるのか、それについてご説明いただければなと思います。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい、議長。地耐力そのものについては、確かに建物を支えるために

杭基礎を打つものですから、最低限災害公営住宅の地耐力としては２０キロ以上必要だ

というような基準はございますが、その上にコンクリートづくりの建物と木造づくりの

ものを建てるのでは、加重といいますか、押される圧力が違います。そのために表面で

押さえるのか、支持基盤まで杭を打って、その頑丈な杭の中で押さえるのかというよう

な違いになろうかと思います。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい。ちょっと説明がわからないんで、その災害公営住宅の建設の、今地耐
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力の関係と、簡単に言ってるんですよ。あと宅地のね、地耐力の関係で、まあ１０キロ

ニュートン、違うんですよね。それを何でそういう形で違った中で安全性が担保できる

のかという部分で、ちょっと説明をしていただきたいなと思ってるんですよ。杭打つか

らね、そこの部分は安全だという今のお話だと思うんですけれども、そういうことでは

ないと思うんですよね。基本的にどういう形の考え方なのか、それの違いがどういうふ

うにこの安全性に担保できるのかね、その辺について説明をしていただきたいなと思う

んですよ。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。基本的には、災害公営住宅については最低２０キロ

ニュートンが必要であるというふうなのは、建築のほうの決め事の中でございます。宅

地造成のほうの分譲につきましては、３０キロニュートンを確保するというふうな内容

につきましては、基礎杭、べた基礎、布基礎等を考えたこと、あるいは住宅メーカー等

の調査の中でより安全な住宅を建設する上で、最低限必要であるというような観点から、

今回３０キロニュートンという数字にこだわったわけです。今回それを実施しているの

は、まあ、あの山下での内容ということでございますが、坂元の新市街地におきまして

は地盤改良をやってますので、その辺は確保できるだろうというふうに考えております。

以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい。余計わかんなくなってきたな。より安全性を担保するために、３０キ

ロニュートンにしているという形で、今宅地の部分、お話あったんですけれども、災害

公営住宅だってね同じでしょう。より安全性を担保しながら、町として災害公営住宅を

建設するわけですよ。そういった形で考えると、地盤改良、坂元の分はしているという

形ですけれども、こちらのね道合地区の部分で今言うように、実際に地盤改良しながら

ねやるわけでないと思うんです。今回はプレロード工法でまあある程度盛り土しながら、

沈圧をしながら、それで災害公営住宅を建てると。ただ、基本は２０キロニュートンと

３０キロニュートンで、安全性の違いがあるんですよという話をね、私が言うまでもな

く、皆さんおわかりだと思うんですけれども、それをねやはり戸建てと同じような形で、

やはりニュートンを上げていかないと、ね、今課長はより安心安全なものを戸建てでは

提供したいんだと。だから、３０キロニュートンにするんだということなんでしょう。

今答弁したでしょう。それ何で災害公営住宅も同じ基準の中でやれるような形にしてい

く、そういった手法でやっていかなかったら、災害公営住宅は安全でなくてもいいんで

すか。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。すみません、災害公営住宅の道合地区に計画してい

る地盤については、最低限２０キロニュートンを確保するという説明をさせていただい

ております。構造的な関係で、建物の安全性等々に関しましては、先ほども営繕室の室

長からお話がありましたように、くい等の基礎等もにらんだ計上の仕方をさせていただ

いておるということで、設計等については、詳細設計等まだ行っておりませんので、最

低限安全は確保できるような状態の設計と、あるいは予算計上の仕方ということでご理

解を賜りたいと、かように思います。なお、山下の新市街地におきましても、災害公営

住宅等についても３０キロニュートンをサーチャージで確保しておりますので、その辺

はご理解を賜りたいと、かように思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい。いや、山下の分でなくてね、今道合地区の議論をしてるんですよ。そ

の道合地区の中で、災害公営住宅と戸建てのやつでね、全体の市街地の地耐力、その関
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係の議論をしているので、その中でやはり地耐力の関係で戸建ての部分については、よ

り安全なように３０キロニュートンにすると。まあただ、やはり災害公営住宅について

は２０キロニュートンでもいいという形の考え方が、１０キロニュートン違うんですね。

そういう形で考えると、まあね、より安心安全な形で地盤を考えれば、やっぱり災害公

営住宅も３０キロニュートンであるべきだし、そしてましてや今回ねいろいろ議論があ

って、２回ね議会で否決された案件でもあるというこまあ先ほど言ったように万が一地

震があったときにどうするんだということにもつながっていくんで、２階建ての建物と、

何回もお話ししているように、３階建ての建物とで加重が全然違うというのも、そのた

めに杭を打つということですけれども、杭を打たない、例えば４，９００平米あるでし

ょう、その中でねえ、そのほかの部分についてだって、加重の関係というのは出てくる

と思うんですよ。多分宅地全体で、宅地の部分については全部３０キロニュートンとい

うことにするんでしょうから、そういったことがきちっと今まで議会の中で説明なかっ

たでしょうということなんですよ。そして、我々もきちっとこういう形でね、今回細か

い資料を出していただいたので、今の議論ができるんですけれども、やっぱり２０キロ

ニュートン、３０キロニュートンね、やっぱりそこできちっと差があるので、災害公営

住宅のより安全性を図るためには、地耐力をより強くしていくと。そのために今回は、

本当は地耐力の向上のための工法として、いろいろ考えていくべきだったと思うんです

けれども、あと中身とすればね、今お話ししたような形で、どうしても戸建てと中層の

違いがある。それを具体的に説明してくださいという話をしてるんです。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。３０キロニュートンのサーチャージの内容というの

は、議会の中でも説明をさせていただいておるところだと思います。将来、圧密、２０

年後沈下するのを事前にその分を余盛りをさせていただいて、誘導するというような内

容から、３０キロニュートンの数値が出てきているということで、まずはご理解を賜り

たいと、かように思います。坂元の道合地区におきましては、建物につきましてはくい

基礎も検討しておるということで、安全性は担保されているというような観点から、議

論をさせていただいております。２０キロニュートンの地盤等については、通常の圧密

沈下が収束していると。将来、２０年後数センチ下がるだろうというふうな内容は、可

能性としてはありますが、その辺を加味して、補助上の最低限のものをクリアするため

の今回予算計上だということで、まずはご理解を賜りたいというふうに思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい。理解できないので、次へ、私だけ質問したってしようがないから、次

の人に質問を譲って、あといろいろ質問が出てきた後で質問させていただきたいと思い

ますけれども、ただ今の話だとね、あくまでもね災害公営住宅と、その宅地のニュート

ンの考え方というのは、なかなか理解できないと。町で説明している資料から見ても理

解できないということを指摘しておきたいと思います。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

９番（岩佐 豊君）はい、議長。私からも何点か。私、一般質問でも少しお話しさせてもらいま

したけれども、被災者、本当に住民の皆さんには一日も早く落ち着いていただきたいな

という思いは、私も同じです。それでですね、町の考え方ということで詳しい説明をい

ただきましたけれども、南側につくった場合にね、認可申請に３カ月ほど要するという

ようなことでね、工事進捗に深刻な影響を与えるんだと。言葉ではそういうふうになっ

ているんですが、具体的に３カ月遅れることがもう深刻な影響なのか、まずその辺です
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ね。 

      それと、もしそれが本当にそうであれば、それが本当に大きな問題であれば、なぜこ

れをもう少し早い段階で我々に示さないのか。要するに、１月の時点で産経委員会でこ

れを預かりまして、坂元新市街地については４回の会議を開きました。それで１月に、

東日本大震災災害特別委員会のほうにですね、産経委員会としてはこういう結論でした

よという報告を出しています。それは町からいろいろな会議の中で何度もやってる間に、

町からいろんな資料をいただきまして、やはり早くしなければだめだ、まだお金も余り

無駄な金をかけないようにしようというようなことで、いろいろな案をいただきました。

５案ほど。その中で、私たちが委員会の意見として上げたのは、５の１だったかな、３

の１でしたっけ、すみません、その辺はちょっとあれですけれども、要するに今の新市

街地、坂元新市街地に高層ビルを建てて、それでいきましょうと。それが一番いいんじ

ゃないですかということで、そういう報告をしてるんです。 

      それで、東日本にそれを２月にしたわけですね。あの今町で言われているように、本

当に一刻も早く、被災された方々に落ち着いていただきたいんであれば、なぜ今なのか。

まずこの大事なことだと私思うので、なぜ臨時議会なりなんなり、いろんな手法あると

思いますよ。なぜ今なのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。なぜ今なのかというようなことでございますけれども、これは

議員もよくおわかりのとおり、今までのこの議論、２４年から議会の場で二度残念なが

ら道合地区での公営住宅の整備、お認めいただけなかったという経緯があるわけでござ

います。そういう経緯の中で、１２月の地元からの排水対策の請願という動きもあった

りして、議員先ほどおっしゃったように、１月ごろから２月にかけてそういうふうな動

きも踏まえて、もう一度このいろんなケースを想定をする中で、この議論を深めさせて

いただきたいというようなことで、三度目の検討をお願いをしてきて、今日に至ってい

るというようなことでございますので、一つの大きな流れを踏まえながら、そのタイミ

ングを見ながらですね、状況の変化を見ながら、三度目の議論を深めさせてもらってき

ているというようなことでございますので、なぜ今ということじゃなくて、まず全体の

流れをしっかりとご理解いただいた上に、議論を深めていただければ大変ありがたいな

というふうに思うところでございます。 

９番（岩佐 豊君）はい、議長。町長今お話しされたようにですね、これ残念ながら二度否決さ

せていただいた案件です。我々も好きこのんで反対したわけではないんですよ。やはり

無駄な支出をしないように、またあの時点では、やはりいろいろな津波高も相当高かっ

たので、危険だというようなこともあって、そんなことから二度否決させてもらいまし

た。それがね町長ね、今この町の考えとしてこういうふうにまとめられているような、

こういうふうに書かれていますよね。こういうことであれば、もう少し早い時点で我々

に提示できたはずなんですよ。それがねいろいろな総合的などうのこうのと言われても、

やはり本当に急いでいるんだと私は、一刻もそういう提案なりなんなり説明をしていた

だきたかった。それでね、今のような説明をされて、何か私らが遅らせているようなニ

ュアンスにとられるということは、非常に私は心外ですし、ましてや産経委員会できち

っとした報告を出したのに、その後の全協かな、町長さんから４名の方から今回のよう

なご提案をいただけたんだよと、さらにはその後に８名の方からそういう政策的にいた

だきましたから、今回こういうふうに出させていただきたいような趣旨のお話があった
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んです。 

      まず、議会のあり方、委員会のあり方、まず私はこういうことを共通認識を持たない

と、やはり本当にこんな大事なものを決めるときにね、しっかりとした議員間の考え方

を持っていないと、私はだめだと思うんですよ。これは執行部ももちろん、議会に対す

る考え方も同じですよ。この前も言いましたけれども、やはりそういうことは慎重にや

っていただかないと議会軽視ですしね、申しわけないけれども、議決権を発揮する場が

なくなりますよ、もう。数つくったんだからみたいな、例えば誤解されるような発言を

されたら。その辺、町長、真剣に一生懸命やっているんであれば、逆にそういうことは

私はノーだと思いますよ。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。岩佐議員の基本的なご指摘、それはそれでしっかりと受けとめさせて

もらいますけれども、先ほどお答えしたように、今まで二度お認めいただけなかったと

いうことで、我々もこの問題については慎重には慎重を期してというふうな部分で、今

日に至っているわけでございます。だから、そういう中で、状況の変化とですね、コス

トの縮減の問題でありますとか、安全性の多重防御の具体化、まあ進んできての安全性

の向上面での変化がございます。それから、今ご紹介いただいたような部分も含めて、

地区の方々からの排水対策についての陳情なり請願と、事態が変化してきているわけで

ございますから、そこの中で三度目の正直という言葉を使ってどうかなという部分もご

ざいますけれども、丁寧にご説明をしなくちゃならないと、議論を深めなければならな

いということで、先ほど来から１２月の状況、１月の委員会なり、２月の委員会等の中

で、少しずついろいろなケーススタディーをしながら検討を重ねていただいて、今日に

至っていると。だから、そこの１点が、流れ、検討の事実、これというものもぜひご理

解を賜ればありがたいというふうに考えるところでございます。 

９番（岩佐 豊君）まず私はとりあえずあれですから、ほかの意見のある方。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

１番（青田和夫君）はい、議長。２、３点お伺いします。先ほど資料が配布されまして、道合地

区の４，９００平米、そこでお伺いしたいんですけども、前のやつは８，２００平米だ

ったはずであります。これ少量になっているということは、道路があって増えたという

ことの認識でよろしいのかどうか、まず伺います。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。大変申しわけございません。ちょっと確認させてく

ださい。質問の内容としては、面積が変わったということの内容でよろしいんですよね。

当時、先ほども説明させていただきましたが、２戸１の連棟式２２戸を建てる計画でご

ざいました。さらに集会所があったということで、面積が広うございます。今回につき

ましては、３階建ての中層集合住宅１２戸ということで、上のほうに伸びるということ

で面積がずっと小さくなってますので、そういう内容であるということでご理解を賜り

たいと、かように思います。以上です。 

１番（青田和夫君）はい。そうすると、道路の部分は含まれない。この面積だけでいいと解釈す

ればいいわけですか。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。大変失礼しました。赤枠でくくった分については、

開発区域ということで８，２１４平米、当初ですね。２４年当時。今回の分についても

道路の部分、要するに赤枠でくくった開発区域の面積については４，９００平米である

ということでございます。多分議員のご懸念の内容については、この区域外の道路はど
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うなのというようなご質問だと、かように思います。それは整備区域として６，３００

平米を考えていますけれども、これは改良の道路部分の面積ということでご理解を賜り

たいと、かように思います。 

１番（青田和夫君）はい。そうすると、道路も含まれているということに解釈していいわけです

よね。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。開発区域の周辺の道路だけは含まれております。北

側の部分については、整備区域には含まれておりますが、開発面積には計上されており

ません。よろしくお願いします。 

１番（青田和夫君）はい、議長。そこでお伺いします。この面積、４，９００平米の中に平成２

５年度の９月の議会のときに、この地権者の一部を買い上げ仮契約をしたと記憶してお

ります。その辺も含まれているのかどうか、お伺いします。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。仮契約した分についても含まれております。 

１番（青田和夫君）はい。ということは、仮契約をしたということは、これがまだ決まってない

のに仮契約をしているということで理解していいんですか。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。仮契約したのが２４年度の７月ですけども、そのときは

用地代としての予算等がついておりましたので、一応仮契約というか、用地交渉に行っ

て仮契約をいただいたということで、まあその段階ではまだ場所はちょっと決まって…

…、ここを予定だったんですけれども、議会の関係でここはちょっとということだった

ものですから、仮契約で終わっていると。それで、仮契約につきましては、そのままに

しておけませんので当事者に対してはその流れと話はしております。 

１番（青田和夫君）はい。そうすると、仮契約はいまだ計画はそのまま残っていると、そのよう

に理解しますけれども。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。仮契約につきましては、一応白紙ということで当人には

お話をしております。 

１番（青田和夫君）はい。今、白紙というのは初めて聞いたわけなので、私は仮契約がずっと継

続されていると、そのように思っておりましたので、今聞いたわけです。いつ白紙にな

ったんですか。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。いつと言われてもはっきりあれなんですけれども、議会

のほうで２４年の７月に契約をしまして、その後にここの道合地区ですか、この計画が

保留というか、否決という言葉思っちゃいけないんですけれども、そういう状態になり

まして本人のところに行きまして、こういう状態なんでということをお話ししまして、

なおその後の第２回目も保留というか否決というか、そういうふうになった段階で、今

のところ白紙ということでお願いしますということでお話はしております。 

１番（青田和夫君）はい。そうすると、仮契約も何も白紙撤回されて、さらの状態だと、そのよ

うに理解していいわけですね。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。ただ、本人のほうにはですね、町の計画としてはそのま

ま計画が残っておりますので、そのときはよろしくお願いしますということでお話はし

ております。 

１番（青田和夫君）はい。何だか意味が全然理解しないんだけれども、もう一回わかるように説

明してくれますか。今、白紙ということなんで、白紙撤回されたらまっさらになってい

るというふうにしか私は理解できないんですけれども、それが今の答弁で残っていると
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言われても、何が何なんだということなんですよ。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。その仮契約分、先ほど言いましたように白紙というか、

それでお願いしております。土地については、何て言えばいいのかな、そのまま白紙と

いうか、あの本人のほうには契約は白紙ということでお願いしますということで、お願

いしております。（「わかるように言ってくれ」の声あり）あくまでも、だから白紙とい

うことでお願いしているということです。（「二転三転…」の声あり）いやいや、してお

りません。何も。白紙ということで。白紙ということでお願いしてますので、はい。以

上でございます。 

１番（青田和夫君）はい。そうすると、白紙と理解しました。これはまっさらの状態だと。これ

から交渉に当たると、そのように理解していいんですね。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。今議会でこの予算等が認めていただければ、新たに交渉

に入るという形になります。 

１番（青田和夫君）はい。それ交渉に入るということは、４，９００平米に関しましては、時間

を要するかもしれないと。または、すぐに決まるかもしれないと。その辺のところを具

体的にお話しください。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。すんなりいくか、時間がかかるか、これは地権者のほう

に行って、お話をしてみないと、この段階では早くても遅くても回答はちょっと避けさ

せていただきたいということです。（「わかりました、いいです」の声あり） 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

１２番（佐山富崇君）はい。ちょっと道合地区だけに集中しているようでありますから、これは補

正予算に対する質疑ですよね。議長、確認。 

議 長（阿部 均君）はい、そうです。 

１２番（佐山富崇君）私、勘違いしてから大変だから。補正予算に対する。それで、私も整理をし

たいので、地震も怖いんですが、さらに津波が怖いと身をもって体験をいたしておりま

す一人でもありますので、避難道路についてお伺いをいたします。 

      町では１０本お願いした。その１０本が８本認められた。今回は２本整備すると、ま

ずこういうふうに理解していいですか。 

議 長（阿部 均君）ちょっと済みません。何ページのほうですか。 

１２番（佐山富崇君）８款２項３目ですから、附属説明書では２４ページですね。予算書では１７

ページですね。 

議 長（阿部 均君）ただいまの件に関しまして、事業計画調整室長櫻井英文君。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。ただいまのご質問にお答えいたします。２６年度の補正予

算で計上していますのは、３月の第８回の復興交付金で認められました山下花釜線の道

路の設計とですね、今回社会資本整備総合交付金の復興枠で認められました新浜諏訪原

線の道路の予備設計を計上しているものでございます。これまで認められておりました

３本の避難路に加えまして、先日お答えしましたのが鉄道と、ＪＲの鉄道の交差部の件

で３本新たに認められておりますので、その分も含めて何らかの形で８本の道路の整備

が認められているというお答えをしたところでございます。以上でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。ですから、今お伺いしたんですが、１０本でしたよね。１０本まずも

って詳細に、１本はどこからどこまでで、どの道路。２本目はここと。１０本まずもっ

てお示しいただきたい。整理したいんですよ、この際ね。できれば資料でいただければ、
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なおかついいです。 

議 長（阿部 均君）１０路線を明確に答弁願います。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。まず、避難路の町の北側の大平牛橋線でございますけれど

も、これについてはまだ決まってないです。これは復興交付金でまだ認められておりま

せん。 

      その次、南側、鷲足花釜線につきましても、復興交付金で認められてないという２本

でございます。先日答弁しましたのは、この２本につきましては社会資本整備総合交付

金の復興枠のほうにポイントを絞って、今後協議を進めていきたいというふうに思って

おります。 

      次、３本目、山下花釜線ですけども、これは今年度補正予算でお願いしているという

ところでございます。この路線につきましては、路線の西側、農免道路まではですね歩

道があるんですけれども、農免道路から２線堤、県道までにつきましては歩道を置かな

いもんですから、それについて歩道を設置するという内容でございます。これは今年度

予算を認めていただければ設計に入るというところでございます。 

      次、４本目、県道山下停車場線でございますけれども、これは県のほうで採択いただ

きまして、現在設計中というようなことを聞いております。 

      次が５本目、浅生原笠野線につきましてですけれども、これは復興枠で認めておりま

して、現在詳細設計を進めているというところでございます。 

      次、６本目、高瀬笠野線でございますが、これはＪＲの交差部について今年度補正予

算を申請しているところでございまして、その分が今予算計上されているというところ

でございます。 

      次、新浜諏訪原線は先ほどお話ししましたとおり、今回の補正予算で上がっておりま

す。 

      次、８本目、坂元停車場線なんですけれども、これは県のほうでやっていただけると

いうことで、今内諾いただいておりまして、今協議中というところでございます。 

      次が、町中浜線でございますけれども、これにつきましても今回の補正予算に当てて

おりまして、ＪＲとの交差部の設計のほうを予算計上しております。 

      最後、１０本目、上平磯線でございますけれども、これは復興交付金のほうで認めら

れておりまして、現在予備設計を進めているというところでございます。 

      以上、１０本でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。この辺のところお聞きしたのわかるんですが、結局は未定というか、

まだ認められてないというのが、大平牛橋線、それから鷲足花釜線、この２本である。

牛橋の区長さんなんか心配して来てるわけですよね。そういうふうなことからいくと、

これはあとはやっぱり難しいんですか。まずもって、それだけお聞きしましょう。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。ただいまの２本の路線につきましては、復興交付金につい

てはなかなか難しいということを復興庁に言われております。というのは、近隣の市町

村のほうが現在避難路として認められているのは、１本から２本という状況を見ますと、

バランス的にどうかなというのが復興庁の視点でございます。ただ、一方で、社会資本

整備総合交付金というのが町道の整備で認められるようになりましたので、その復興枠

について今後ターゲットとして協議を進めていこうというふうに考えております。以上

です。 
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１２番（佐山富崇君）はい。よくわかりました。では、亘理町は何本認められたと言ってたんだっ

け。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。資料を探しているんですが、たしか１本か２本だった、３

本ですか。あ、済みません、３本です。 

１２番（佐山富崇君）はい。わかりました。そういうことであれば、おらほう８本だから、立派な

もんだね。と言いたいところでございますけれども、ただ、ＪＲ交差分とかちょこっと

だけだよね、８本というのは。そういう意味でしょう。実際の避難道路としてのあれは、

そうじゃないんだな。８本とおっしゃいますが。あと山下停車場線は県と言ったでしょ

う。それから坂元停車場線も県と言ったでしょう。そうすると何本だ。４本ぐらいでな

いか。いかがですか。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。おっしゃるとおり、町道に関しましては４本というところ

でございますが、山元町から県のほうに協議をお願いした結果、県道として坂元停車場

線の拡幅、また山下停車場線の拡幅を県のほうでやっていただけるということを認めて

いただいたという状況でございます。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい。ごもっとも。県道であろうと何であろうと、避難道路に変わりはない

し、いざとなれば利用できるわけですから、よくやったと言うべきでしょうね。ここで

は。それでですね、先ほど山下花釜線については、農免道路まで歩道があるから、その

下みたいなお話だったですね。農免道路までは歩道があるから、その下なんだというよ

うなお話に伺ったんですが、私どもといたしましては、利用する立場、浜通りの避難者

になる立場の者からすれば、そこはいいんですよ、まずもって。一番は、旧６号線と新

６号線バイパス、あれをいかに乗り越えるかが問題。あそこに歩道を欲しいんですよ。

そこなんですよ、まずもって。その辺はどういうふうな設計屋に頼んでいるのかな、委

託させるつもりでいるのかな。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。すみません、ご確認させていただきたいのは、山下花釜線

の国道６号の……。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。ただいまお話のございました旧国道から国道まで

の間というお話でございますが、現在のところ町道２車線あるうちに歩道部分は特定さ

れたものはございませんけれども、排水路の上部を利用しまして歩車道境界ブロックを

設置して分離しているような（発言する者あり）、済みません、道路に沿った排水路がご

ざいまして、そこに歩車道境界ブロックを設置しまして、歩道等の確保を行っておりま

すが、小学校のほうに通じる交差点部分ですね、こちらにつきまして亘理警察署さんと

もいろいろと協議をさせていただいておりますが、まだ協議継続中で、現段階では計画

が定まってはおりません。 

１２番（佐山富崇君）はい。側溝の上にふたかけてるから、あそこ歩いてるからいいんだと、こう

いうお話だね、今の話は、端的に言うと。これを歩道がわりにしてるから。それじゃあ

だめだと私は思うんだよね。側溝のふたは側溝のふたですよ、あくまで。 

      それから、この説明書で見ると１．４キロとなっているということは、１．４キロと

いうことはあの捷水路、農免道路の捷水路から旧花釜生活センターまで１．４キロとい

うことですか。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。１．４キロの根拠なんですけれども、農免道路から県道の

第２線堤相馬亘理線までの距離でございます。以上です。 
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１２番（佐山富崇君）はい。結構でございます。旧生活センターのあそこにあったわけですから。

あれで１．４キロですかね。それを端的に言うと、歩道の整備ということになるんです

か。現在何メーター、９メーター５０となっているんですね。整備が９メーター半とい

うかな。幅９メーター５０と。９．５メーター、延長はもちろん今おっしゃったように

１．４キロ。歩道の整備だけになるんですか。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。基本的にはそのとおりでございまして、歩道の設置という

ことでございます。幅は２．５メートルでございます。以上です。 

１２番（佐山富崇君）はい、議長。そうすると、新浜諏訪原線、これも歩道だけできるわけですか。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。新浜諏訪原線につきましては、これにつきましても歩道の

設置２．５メートルを考えております。また、一部新設道路というものを考えておりま

す。以上です 

１２番（佐山富崇君）はい。歩道の整備だけで避難路と言えるんでしょうか。その辺ちょっと、復

興庁との考え方の違いなんでしょうけれども、私らと復興庁あたりと、歩道を整備され

れば避難道ができたというふうに理解できるんでしょうかね。いかがなもんでしょう。

私は車幅も車道も広くならなければだめでないのと、いざとなったら片側２車線くらい

にならなかったらだめでないのと思うんですけれども、歩道の整備で避難道路としてよ

しとするという根拠は何なんでしょうね。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。避難道を考える場合、基本的に歩いて避難されるというこ

とを基本に考えておりますので、歩道の設置ということをまず第一に考えて整備をお願

いしているというところでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。歩いて逃げるのを基本とするということですが、先日の、過日の避難

訓練でも、車で逃げる訓練をしたんですよね。その辺のところから言うと、余りにも矛

盾した話、そしてまた石巻なんかもきょうも朝ラジオでも聞いたんですが、車で逃げる

こともよしとしなきゃだめだというような話になっているようですし、その辺、町の地

形なりなんなりの状況から見ても、本町の場合、特に山下地区なんかはね４キロくらい

走らないと高台には行かないわけですよ、海岸線から。だから、歩いて避難するのが基

本だとおっしゃられると、ちょっと心配になってくるので、その辺あえてまたお伺いし

たいです。 

議 長（阿部 均君）事業計画調整室長櫻井英文君、何か声が聞こえないという部分もありますの

で、はっきりと答弁願います。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。ちょっと言葉足らずで申しわけございません。基本的にあ

の避難路１０本は、山元町は縦に１０キロということで、１キロ間隔で避難路として今

考えております。というのは、まず５００メートルを歩けば避難路にまず行けるという

ことです。避難道に行きまして、歩道を歩きながら、その途中に車が来られたのに乗っ

て、高台まで逃げるということを考えておりますので、まず歩道の整備ということを考

えているというところでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。ちょっと違うんでないかな。ということであればですよ、東西の避難

道がありますね。南北の肋骨になる部分に歩道をつくらないとだめでないの、かえって。

今のお話からいうと。５００メートル逃げて車に乗せてもらうと、こういうお話でした

よね。今のお話からいうと。１キロごとに避難道路つくるんだというお話でしょう。そ

うすると、おっしゃるのはわかるんです。確かに１キロごとにつくれば、５００メート
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ル逃げれば、真ん中の人でも避難道に出ます。だから、逆にその肋骨になる南北の道路

が歩道がないとだめなんじゃないでしょうかと思うんです。 

事業計画調整室長（櫻井英文君）はい。今のご質問ですと、避難道までに行くために歩道が必要で

ないかというお話でしょうか。 

１２番（佐山富崇君）はい。もとからの職員、答えろ、地形を。何で教えてけねのや。課長、かわ

いそうでねえか。町に来たばかんで、町の地形なり状況がわかんないんだべ。まちづく

り課長なり整備課長、教えてやってけろ、どいなんだって。 

議 長（阿部 均君）執行部から休憩の申し入れがあります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は４時４０分といたします。 

午後４時３２分 休 憩 

                                             

午後４時４０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。貴重なお時間をいただき、ありがとうございまし

た。東西に避難路を計画した場合の南北方向の歩道というご質問でございましたが、現

在農免農道のほうに歩道が南北にございます。それから、坂元地区につきましては、今

後整備される県道によりまして、南北方向の歩道が確保されます。現在のところは以上

でございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。全くそのとおりですよ。それは現状をお話しになったんだろうと思う

んだよ。ですから、そういう観点からいくならば、端的に言えばまちづくり整備課長の

東の道路あるでしょう。わかりやすくあなたの自宅の東の道路、あそこにも歩道をつく

らなきゃならないんではないですかということを、おれは言いたいの。歩道の整備が、

走って避難道路まで出て、避難道路に行って車に乗せてもらって避難するんだというお

話であれば。あるところはわかる。あるところはいいの。ないところをつくらなきゃな

らないでしょうということを言っている。いかがですか。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。先ほど事業計画調整室の櫻井室長からお話ござい

ましたが、計画されております１０路線のうち、８路線につきまして歩道計画等も持っ

ておりますので、ただいまお話ございました山下花釜線につきましても、農免農道から

県道まで歩道を計画してまいるという予定でございます。 

議 長（阿部 均君）違うの、肋骨道路の件を言ってるの。横に走る部分を質問してるんだよ。い

いですか。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。失礼いたしました。 

      南北に走る道路につきましては、町道で現在歩道整備されておりますのが、町道４号

花釜牛橋線がございますが、それに付随した道路等につきましては一定の規模の事業費

が必要となりますことから、これから道路計画をつくってまいりたいと思います。以上

でございます。 

議 長（阿部 均君）本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。 

１２番（佐山富崇君）はい。ここでつくれ、つくれと言ったって、そう簡単にはお金もかかること

で言えないことだとは思いますから、視点を変えましょう。花釜牛橋で約５３０戸から
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５５０戸をもう修理して現に生活しているわけですよね。そういうことから言ったら、

今回の補正で山下花釜線が県道からずっと歩道ができると、この予算がつくんだと、整

備が委託費としてね、結構なことだと思うんですが、やっぱり大平牛橋線ですよね。こ

れはやっぱり整備しないと、先ほど室長の話では、社会資本整備の関係からの予算は持

ってこれるというお話がありました。可能性としてはあるんでしょうが、可能性だけで

はだめなんですね。また可能性だけであれば、サッカーもまだ可能性は残ってるんです

けれども、それだけではだめなんでね。可能性大でなければいけないと思うんですよ。

牛橋の区長さん、朝から来てるんだ。その辺を考えて、これは可能性大でいけますか。

これ町長に聞きたいんだわな。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。町道大平牛橋線の整備の関係でございますけれども、先ほど担

当室長からもお答えさせていただきましたように、社会資本整備交付金というものの活

用がございますので、そういうものを念頭にこの路線の位置づけ、重要性というふうな

ものに照らし合わせた整備を今後進めてまいりたいというふうに考えております。ただ、

枠がですね、非常にきついところがございますけれども、やはりここは町としての重要

性というものを関係方面に強くアピールをしていく中で、一日も早い交付金の確保とい

うものにこぎつけてまいりたいというふうに考えるところでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。もう少し力強くご返答をいただきたかったんですが、何か枠が小さい

というちょっとさみしいようなお話もありました。何とか大平牛橋線は避難道路として

完成させるように、予算はどういう形で持ってくるかは別としましてね。そうでないと

大変だ、牛橋の方々。 

      それでは、次に移りましょう。説明書では１５ページ、額は小さいんでありますが、

農業振興費、振興費全体で言えば結構ありますがね。特に聞きたいのは、この中間管理

機構受託事業というやつですね。これ２７万５，０００円。ほんの微々たる枠ですね。

私はこの事業内容にありますとおりね、農地相談の窓口、あるいは情報発信、それから

出し手受け手との交渉、調整、貸借契約締結の補助、農地利用配分計画案の作成など、

これが一番これから大事になってくると思うんですよ。これの成功が東部の基盤整備の

成功にも結びつく。これをきっちりやるという方向でないと、基盤整備だけしたって受

け手がない。あるいは貸し手もうようよているというような状態では、東部地区の農業

の復興はないし、さらには町の本格的な復興はなし得ないと。 

      まず津波で、海の底になったところを早く、それこそ町長の常におっしゃるのは、北

海道並みの畑作農業と、こういうおっしゃり方をしたのをお聞きしたことがありますが、

北海道並みじゃだめなんですよ。北海道より進まなければだめだ。北海道と同じなら、

北海道に行って見さ行くんだから。何、山元町のあの東部というのは、まるっきり違う

と。世界に例を見ないのではないかというような農業復興をさせないとだめなんです。

私は、これは一番これから大事なことだと思う。町長は集団移転問題ではかなり力が入

って、もちろん仮設でお暮らしになったりしてご苦労なさっている方々がいらっしゃる

わけですから、早く自宅に入っていただくということは考えるのは一番だとは思います

が、本当の町の復興がなったかならないかは、東部地区の復興が本当にでき上がったか

どうかだと、私は思います。これが一番心配だし、大事なことだと思います。 

      国も復興住宅を建てるぐらいまでは頑張って金をよこすでしょう。オリンピックのパ

ラリンピックのとなったらば、金よこさないんだから、巾着締めて。そんときからの問
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題です。私、思うのは。いかに東部地区の復興をなし遂げるか。２期目の町政運営を任

された齋藤町長でありますので、その辺は少なくとも計画をきっちり立てていって、間

違いない方向に持っていってもらいたい。災害公営住宅とか集団移転だけだったら、ど

なたでもやらざるを得ないし、やるんだろうと思う。その後です。一番心配なのは。そ

の辺の町長のお考えをお聞きしたい。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。まずあの、この農地の中間管理機構の果たす役割ですね、重要

性、これは議員ご指摘のとおりでございますので、これの活用をしっかりとしていかな

ければならないというふうに考えてございますし、後段の東部地区の農地整備、私もか

ねがね議員ご指摘のような目標の姿勢をですね、これまで披瀝してきたところでござい

ます。まずは住まいの再建、なりわいの再建というふうなわけで、名実ともに本町の復

興をですね確認できる場面としては、この東部地区をいかに生きた形での土地利用を実

現するかというようなことにかかっているというふうに思っております。そういうふう

な意味合いも込めて、今回の組織なり人事異動というふうなことも、相当程度対応させ

ていただいたところでございますので、議員ご指摘のような方向で今後ともしっかりと

対応していきたいというふうに考えるところでございます。 

１２番（佐山富崇君）はい。力強いお話をいただきまして、安心をいたします。農業振興なり農業

問題につきましては、逐一質疑をしたいところでございますけれども、まだまだ質疑す

る方がいらっしゃるでしょうから、私はまずもって１回目終わりにしたいと思います。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

２番（岩佐哲也君）はい、議長。いろいろ同僚議員から質問がありましたが、重複しない部分で

２点だけ質問させていただきます。 

      予算書の１５ページの一番上、附属資料の９ページになりますか、４款衛生費清掃費

２項清掃費、そのうちの７目清掃復興推進費ということで３，３００万円。右側備考の

一番上の合併処理浄化槽設置工事、これは３，２００万円ありますが、この内訳１６基

と附属説明書にありますが、これはどこどこの１６個なんでしょうか。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい、議長。今回の補正でございますが、東日本大震災によりまし

て磯地区においてですね、農業集落排水施設が被災しております。それの処理場にかわ

るものとして、合併浄化槽を設置するための工事費でございます。よろしくお願いいた

します。 

２番（岩佐哲也君）はい。磯地区ということで了解しました。実は昨日、磯地区の役員に会いま

したら、たまたま十何名が市と交渉してもなかなか結論が出ないんだということで、ど

うなってるのかひとつという話がありまして取り上げたんですが、これは既定予算額が

１，５００万円、これプラス今回３，２００万円ということで、これから単純にします

と１６基プラス８基ぐらいだろうと、単純計算しますとね。そうすると、これは今磯地

区ということですが、ほかの例えば笠野であるとか、花釜とか、牛橋とか、そういった

部分での要望というか、そういったものはなくて、これで完全に終わるんでしょうか。

それともまだ可能性があるということなんでしょうか、それをお尋ねします。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい、議長。今回補正しましたのは、磯地区でございますが、平成

２５年の１２月に補正しております。それで、説明会等を２回開いておりますが、中浜

と磯の方、１人ずつ２基設置終わっておりますが、２５年度予算では執行できなかった

もんですから、今回とりあえず１６基を補正しまして、その後あと残り分を説明会が終
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わった後に再度補正する考えでおります。以上でございます。 

２番（岩佐哲也君）はい。磯地区の方は、今度結論を町のほうからいただくということで喜んで

いると思いますが、そのほかの地区でこういう要望でまだ未解決といいますか、未処理

といいますか、予算計上になっていないのはあるのかどうかという、全体でこういう問

題が全部解決するのかということを、今回解決するのかということをお尋ねしています。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい。今回、被災したのは中浜農集排と磯農集排が処理場が被災し

ております。それで、中浜処理区については１名の方だったので、その方はもう設置し

ておりますので、残るのは磯地区というふうなことでございます。笠野地区については

公共下水道なので、公共下水道のほうの使用になっておりますので、この合併浄化槽に

ついては設置ということはないということでございます。 

２番（岩佐哲也君）はい。それでは、今回これで浄化槽の問題は全部解決するというふうに理解

しまして、次の質問に入りますが、予算書の１４ページ、４款１項１１目放射能除染対

策費ということで、今回４６０万円計上になっていますが、これはこのうちの１８０万

円が放射能測定費ということで、それ以外の３００万円近い金額が通学路放射能除染委

託料ということですが、これはまだまだ、本来ならば通学路はもうとっくに終わってい

なければならないんですが、まだまだこういう状態の部分が残っているということなん

でしょうか。それとも全部これで完了ということなのか。除染に関して。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。通学路の除染対策につきましては、本年２６年度

当初予算でお認めをいただいております予算で、今後発注をしてまいります。今回計上

させていただきました部分につきましては、県道の角田山元線の部分ということで、こ

の部分を追加で発注してまいりたいと考えておるところでございます。こちらは県と協

議する中で、県道も町の除染と一緒に効果的に実施していただきたいということから、

今回計上させていただきました。以上でございます。 

２番（岩佐哲也君）はい。いわゆる子供たちの通学路、まあ公園とか何かは終わったというのは

あれですが、学校関係も終わったと。通学路に関して、これで全部町内の心配なところ

は全部、あるいは放射線量の高いところは全部、今回の除染で完了するんですかという

確認なんですが、その辺の返事をお願いしたい。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。除染対象区域の中での通学路につきましては、今

年度発注で全線が終了いたします。また、今後ですね、ホットスポット等による調査等

を行いまして、そういうものが発生した場合には、追加で除染を行っていく考えでおり

ます。以上でございます。 

２番（岩佐哲也君）はい。まあ、あのホットスポット、高いところは今後やっていただくという

ことで了解しましたが、この附属説明書の中の②に入っています放射線除染業務５０カ

所とあるんですが、これは先ほど県道角田線ということで、これはぽつぽつぽつとやる

んですか。それともその通学路両サイド全部やるということなんですか。５０カ所とい

う特定はどういう意味で特定になっているんでしょうか。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい。角田山元線の県道沿いを対象に、この３．３９キロの延

長の中で、そういった基準を超える箇所があれば、除染していくという計画で５０カ所

を想定で計上させていただいております。以上でございます。 

２番（岩佐哲也君）はい。そうしますと、これから測定をして除染の箇所を決めるということで、

今まで測定をどんなふうにやっていたのかということになるんですが、なくなりますの
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で、とにかく子供たち、特に安心して通学できるような状態に至急、全町チェックして

いただいて、大至急除染は最優先でやっていただきたいと思います。そういうことで質

問は終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

８番（佐藤智之君）はい。説明書の２２ページでございます。道路改良事業の中で、工事が２路

線となっておりますが、その中で鷲足花釜線、この道路改良事業の中身について伺いま

す。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。予算附属資料の２２ページに記載させていただい

ておりますが、鷲足花釜線の一部改良を計画しておりまして、国道から常磐自動車道と

立体交差する箇所から東にかけまして、１００メートルほど計画をしております。以上

でございます。 

８番（佐藤智之君）はい。国道から東へ１００メートルということで、これは前々から議会で、

いわゆるひょうたん道路の解消ということで、それに今回あるいは該当するのかなと、

そのひょうたん道路の解消に。今の説明ではそこまではいかないようですけれども、町

長、何回もこれ申し上げていますけれども、歩道がないために、いろいろな地権者の絡

みもあると思いますけれども、歩道がなくて狭い箇所がある。それでひょうたん道路と

言われていますけれども、現在も災害復旧の工事車両がもう連日行き交っておりますの

で、そういった事故防止の意味からも早急に引き続き、この道路改良を行うべきと思い

ますけれども、今後の予定について伺います。 

まちづくり整備課長（森 政信君）はい、議長。先ほどのご説明で舌足らずな面がございまして、

大変失礼いたしました。未改良区間を、鷲足花釜線の歩道が未設置の区間を、今予算計

上いたしました中で整備をしてまいります。ただいま議員さんからお話ありましたひょ

うたん道路という路線につきまして、改良をしていきたいと考えておるところでござい

ます。 

８番（佐藤智之君）はい。では、その件については了解をいたしました。 

      次に、説明書の２３ページ、常磐線復旧に関する関連道路改良事業、後ろの地図にそ

の内容を若干説明もありますけれども、例えば高瀬笠野線、これはアンダーパスとなっ

ておりますけれども、改めて坂元中学校線あるいは町中浜線のその改良の状況について

伺います。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。それでは、最初、坂元中学校線ですけれども、坂元中学

校線につきましては、鉄道線路の上を往来すると。それで、現在坂元ドライブインとい

うんですか、旧中浜上平に入っている、あそこから中学校へ行く中学校線というのがあ

るんですけれども、そこのところから若干ホテルアジアというところがあるんですけれ

ども、それを通り越して北側に大きく膨らんで、中学校側に今おりていたんですけれど

も、そこを角度がきつくなるので、そこから真っすぐなだらかな緩やかな計画で、坂元

中学校のほうにおりていくと、そういうふうな形になります。ですから、そこは鉄道は

道路の下ということになります。 

      続いて、町中浜線ですけども、町中浜線につきましては皆さんご存じと思うので、中

浜小学校から上ってきまして、農道を通り越しますと、両方山に挟まれて細くなってい

るところがありますね。その手前が幾らか右カーブになるんですけれども、その右カー

ブに入る手前から、現道のやつでは高さ等が通れなくなるので、この南側に農免道路が
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あります。それを活用して鉄道の高架の下を改良でもっていくと。この高さが道路高か

ら高架橋の車の往来する部分が４．７メーターと、その確保で計画を組んでおります。

以上です。 

８番（佐藤智之君）はい。今、回答いただいた箇所、私の記憶では、坂元中学校線あるいは町中

浜線、当初鉄道が高架ではなかったのかどうか。これは私の記憶違いかどうかあれです

けれども、その辺ちょっと確認したいと思います。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。ただいま説明した分については、当初からの計画でござ

います。高瀬笠野線もこの３本については、当初からでございます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

６番（遠藤龍之君）はい。予算書の１１ページ、２款１項７目情報管理費のマイナンバー制度に

関係の質問を行います。 

      まあ全体として、導入について説明を受けたわけですが、まだ理解できない部分があ

りますので、確認したいと思います。これは国の制度として導入されるものということ

ではありますが、一つは我々の情報のどこまでの情報がその対象になっているのか、確

認したいと思います。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい、議長。マイナンバー制度の部分についてなんですけれども、基

本的に行政が保有する情報ということになります。それで、法律の中で定められている

のは、社会保障の関係、中身的には給付の関係、それからあとはですね、税の関係とい

うことで、所得の関係ですね。そういったものが情報としてはターゲットになってくる

ということでございます。以上です。 

６番（遠藤龍之君）はい。そして、その情報は誰が管理するんですか。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい、議長。情報自体は、どこか一つにその個人情報を集約するとこ

ろが設けられるわけではなくて、基本的には今管理している機関で管理をすると。ただ、

その情報が使いたいときにすぐに使えるように、それを関連づけするというような概念

で考えていただければと思います。以上でございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。よくわからないんですけれども、この情報は、では誰が使ってもいい

んですか。国から県からという意味なんだけれども。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい。誰彼使っていいということではなくてですね、今のところ法律

の中で定められた業務に使うということになりますので、その情報を欲している、基本

的には行政機関ということになろうかと思います。以上です。 

６番（遠藤龍之君）はい。基本的には行政機関というのは、これは山元町だったら山元町が管理

する。では、その際、その管理、山元町がどうだということではないんですが、よく出

てくるのは、情報の流出とかなんとかということがたびたび問題にされているようなん

ですが、その辺の対応については大丈夫なんですか。私の情報は誰にも漏れないという

ことで確信してよろしいのかどうか、お伺いいたします。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい、議長。これは我々のほうも国の制度にのっとってやるというこ

とで、申しわけないですが、今のところは伝聞情報ということではあるんですが、そこ

は当然デメリットとして情報の漏洩とか、個人のプライバシーが侵害されるのではない

かという話があるわけなんですが、そこについては先ほども申し上げたように、個人情

報を１カ所に集約する形をとらないというようなことにより、対応するということを聞

いております。なおですね、当然今後町のほうでもこういった制度を導入していくに当
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たりまして、そういった個人情報の漏洩、管理という部分については最重要課題と考え

ておりますので、そういったところを遺漏のないように対応してまいりたいとは考えて

おります。以上です。 

６番（遠藤龍之君）はい。今回のこの提案されている内容については、そういう作業をするため

に必要なセットをしておくという理解でいいですか。実際にそれをその機械でもって実

施に至るのは、まだこの時期ではないということで。それが多分にその予定、一番下の

予算、主な日程というあたりの時期ということになるというような受けとめ方でいいで

すか。そのときまで今言ったような諸問題について、明確に答えられるようにしていた

だきたい。ただ、１年後あなたがいるかどうかわからないけれども。こんなの余計なこ

とだね。 

      次に、いろいろ問題となっております１７ページですか、道合地区の件についてなん

ですが、先ほど来、あとこれまで一般質問等々でいろいろな問題、課題が示されたのか

なというふうに受けとめたわけですが、先ほどの岩佐 豊議員の提案するに至った経緯

について、とりあえず簡単に確認したいと思います。 

      先ほどの説明の中でも、去年の１２月のころに産建教育常任委員会に構想を示してま

あ依頼したというんだが、まずその常任委員会の中でその５案に対して４回も検討して、

出された経緯から今日提案するに至った経緯について、整理的にお伺いいたします。ど

のような流れで提案するに至ったのか。町長です。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。経緯につきましては、先ほど岩佐議員にもお話をさせていただ

いたとおりでございます。（「いいわ、いいわ、とおりだったら」の声あり） 

６番（遠藤龍之君）はい。そこで、まず先ほどの議論を見てみましても疑問に残ったのが、私も

やっぱり２月２７日から５月２９日の間、何があったのか。どのような検討がなされた

のか。まず検討なされていたということであるならば、その検討内容についてお伺いい

たします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。１月から２月にかけての議会での議論、いろいろしていただきました。

まあそこの中では、議会の意向を踏まえて、複数の代案をお示しをして議論していただ

いたわけでございますけれども、今ご指摘の２月２７日の特別委員会、この議論が進展

していなかったというふうなことがあったわけでございましたので、町としては３月議

会なり、町長選というふうないろいろな議会日程、政治日程もございましたけれども、

待ち望んでいる住民の方々に早くこの問題を整理して、結論を出していきたいというふ

うなことで、先ほど来ご紹介しているように、例えば一つの検討としては中層住宅とい

うふうなこれまでの議会での議論をしていただいた中の一つの代案がございましたので、

それについての意向調査なども進めさせていただいたというふうなこと、そういう中で

のことも踏まえながら、ではしからばどういうふうな検討が可能なのかというようなこ

とを、いろいろと今日お示ししたような内容を詰めてきたと、そういう状況がございま

す。 

６番（遠藤龍之君）はい。意向調査というのはいつころなされて、どのような内容の結果となっ

たのか、お伺いいたします。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。意向調査ですけれども、新坂元駅周辺地区の災害公営住宅

の中層集合タイプに関する意向調査というものを行ってございます。調査のほうですけ

れども、３月の１４日から３月２４日、そしてその後、電話等でも追跡調査はしており
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ますけれども、こちら災害公営住宅で意向を出されていた６４世帯の方々に対しまして、

中層集合住宅、こちらについてもともとそういう中層タイプの意向があったものですか

ら、そちらを仮に整備する場合に、希望されるかどうかといった部分の意向調査を行っ

てございます。そのアンケートの調査の内容ですけれども、３つの選択肢、希望する・

入居してもよい・希望しないというような形で、６４世帯の方々に郵送でお送りしまし

て、この結果をいただいたというような内容でございます。以上です。 

６番（遠藤龍之君）はい。そして、そういう調査をしたと。中層のアパートに入ってもいいよと

いうような、そういう結果と受けとめました。それがそのころあったということなんで

すが、そういう仕事はしていたというのはわかりました。しかしながら、また戻ります

と、２月２７日の結果がどうだったのか。そこで受けとめたのは、我々が受けとめたの

は、その５つの案あるいは３つの案の中の、最終的に産建教育常任委員会で再三にわた

って、４回にもわたって検討された結果、新市街地内に今言った中高層のものを建てる

というその案で、それが最終結論というようなことを受けて、そういうことでいくのか

なと我々は受けとめていました。それが議会の意思ということになったのかなと。あの

２月２７日に。誰もそういう意味で大きなあれはありませんでしたから、そういうこと

だったのかなというような受けとめ方だったんですが、流れを見てみますと、これが５

月２９日にいきなりこういうクーデター的に、こういう内容のものでやると。しかも、

その際の説明では、４人の政策提言があったということで、それが議会の意思として受

けとめたということで提案するに至った、という説明を町長はされたわけですよね。そ

れについてはもろもろ意見、議論があって、その件については引っ込めたといいますか、

その表現はなくなったような、ちょっと曖昧な形だったんですが、そういった意味での

謝罪はあったと。それで済んだのかなと思ったら、今度は８人の署名入りの政策提言が

あったということで、６月５日に、１週間後ですね、改めて同じ内容の提案をされたと

いうことなんですが、そういう受けとめ方でよろしいでしょうか。この経緯として。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。経緯としては、今議員おっしゃられたとおりでございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。そうしますとね、ということであるならば、これが事実なんですが、

私たち、その内容について十分な議論をする場が与えられていないんです。そういうこ

とがあって、多分先ほど来出ていますいろいろな疑問が出てきているのかなということ

だと思うんですが、そういうことで、その私たちははっきり言いますと、その政策提言

書の内容すら知らされていないんです。それできょう提出されて、これをどう判断しろ

と言われるのか、非常に私は理解に苦しむ。と思います。そこで、時間もありますので、

その政策提言書なるものを、もう提案しているんですから我々に示していただきたいと

思うんですが、その点を要求します。その署名入りのですね。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。政策提言書なるものは、これは私に対する個人的に頂戴した内

容でございますので、私としてはそういうものも一定程度参考にしながらご説明してい

るように、この新市街地の問題、そして道合地区の問題、これを同時並行的に負担の少

ない形でという判断をさせていただいているところでございますので、それを議会のほ

うにお出しするというふうなことにはならないというふうに思います。 

６番（遠藤龍之君）はい。個人的なものを提案されて、しかしこの間、町長は公式な場で４人の

政策提言があったから提案するに至ったと。さらに今度は８人の署名捺印の政策提言が

あったから、これに揺り動かされて提案したんだということを明快に言ってるんですよ。
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そして、きょうのこの示された資料にもこういう提案があって、提案された。これは本

当にその政策提言書がもし個人的に受け取ったものというのであるならば、その背景、

その提案するに至った大きな要因にはならないんですね。そして、本当にこれ個人的な

文書なんですか。私は受けとめて、大きな要因としたということなら、これはもう立派

な公文書だと思うんですが、そういう扱いはされていませんか。公文書の扱いはされて

いませんか、この政策提言書。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。公文書の扱いはしておりません。私はあくまでも議員の有志の方々か

ら、こういうふうな方向でというふうなアドバイスをもらったと、ご意見をもらったと

いうような形でご理解をいただきたいというふうに思います。 

６番（遠藤龍之君）はい。であるならば、もっとそうなんですが、ではそういった文書、私たち

はその内容を知らされていないんですよ。町長とその８人の方は、その内容について十

分わかっているから、いろいろ判断の大きな材料となるかもわかりませんが、私たちは

それを知らない。全く私なんて内容については見せられていません。見せられていない

というのかな、読み取っていない。これはそういう提言があったから提案をしたんだと、

力強い８人もの署名のあったから提案したと、そういうことも言われましたよね、公の

場でね。これは立派な公文書扱いですよ。それを公文書扱いにしないなんていうのは、

これまたそれはそれで大変問題になるかと思いますが、その辺の扱いについてはどうな

んですか、総務課長。 

総務課長（島田忠哉君）はい。町長個人に対する提案というふうなことの受けとめ方でいった場合

には、公文書に当たるかどうかという部分については、明快にこうだというふうにはな

かなか言い切れないものがあるのではないかというふうに感じております。 

６番（遠藤龍之君）はい。それ、ハンコとか押してないですか。よく、四角の箱があって、そこ

にハンコをそれぞれ、読んだ読まないというハンコ。 

議 長（阿部 均君）決裁ですね。 

総務課長（島田忠哉君）はい、議長。その文書そのものについては、私どものほうで周知しており

ませんので、したがって決裁等は受けていないというようなことでございます。 

６番（遠藤龍之君）はい、議長。そうすると、全く根拠のない話になりますね。町長が幾ら個人

的なものなんだから、個人的なところで納めておいてくれればいいのに、わざわざこう

いう公の場に出してくるもんだから、複雑になってくるんですよ。全くその８人のもの

というのは、一切根拠ありませんからね。そこに影響を受けて、そういう提言があった

から、８人ものあったから、私は提案したんだということを、この間強調しているわけ

ですからね、町長はね。すると、今の話ではそれはもう全く根拠のないものということ

になるんですよね。そうすると、その提案する根拠というのも崩れてくるということに

なると思います。なります。 

      そして、それは置いておいて、そういうね、だから我々も調査する期間がないんです。

時間ないんですよ。きょうだって、きょう改めてこういう資料を出されてきた。そして、

この資料すらまだ理解されない不十分の中で、今議論が進んでいるわけです。そういう

ことなんですよ。それから、これもきょうせっかくあるのに、きょう初めてここで出さ

れた。今、正直言って、そのニュートンとかなんとかというのを今ここで説明されても、

この資料を出されても、私個人はこれで判断しろといっても、なかなか判断つきません。

この重要な問題を。そういったこの資料の提出について、町長、どう思われますか。本
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当にこの議論を大切にしていると、真剣に進めているということであるならば、こうい

う資料があるならば、もう２９日に出してきてもよい。これなんか特にね。そして、十

分な説明もしてもらわなくてならない。これまでの資料の提出も、申しわけ程度に資料

を出して、その資料の説明も十分でないから、我々も理解不十分。こちらの理解不足と

いうか、理解能力がないという部分があるかもわかりませんが、であるならばなおのこ

と、わかるような、こういう問題はお互い理解、同じ土俵の上で同じ共通理解の中で判

断するというようなことが必要になってくるかと思うんですが、その辺の作業を全くこ

の間されていない。もう１９日に、その４人のがあった。そして、それにもう飛びつく

かのように、あるいはこれは私の勝手な推測ですから、あるいはそういうふうにして、

その１９日のものをもらって、２９日にはもう早速、立派な、内容にしても出してきた

んですよね。こんな分厚い公募ね、もうその４人のあれです。応募の主ですか。新山下

に、それが６月５日に示されたわけなんですが、そこにはもう既にそうありき、道合地

区がこのような状況で建つと、建てるというような内容になっているんですよ。もう全

く議論のないままに、そういうことが進められている。我々責任を持って、そういう中

でこの問題に結論を出すというのは、なかなか難しいと思うんですが、その辺の受けと

め方、町長、どう思いますか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。先ほどもこの議論の経緯、経過をお話しさせていただきましたが、一

部そのきょうの段階でお話をさせていただいた部分もあろうかというふうに思いますけ

れども、これまでの議論の経緯を一つ一つ思い出していただきますと、新市街地東側の

エリアで、できるだけ完結するような方法ということでのケーススタディーもいろいろ

やってきました。その都度必要な資料を整えさせていただいて、ご説明をし、意見交換

をさせてもらいましたし、また一方では道合地区の排水対策、これも議会のほうでの請

願が採択されているというようなこと、この辺も踏まえた状況の変化、推移というよう

なこともですね十分に踏まえていただいて、議員の、我々も執行部も早く被災者の方の

立場で、あるいは地元の皆さんの立場での結論を導き出すそろそろタイミングだと、そ

ういう中でも一定の議員の方々からも同趣旨のお話も、提言も頂戴してきているという

ふうな状況がございますので、相当程度この問題については議論を深めさせていただい

てきているというふうに思うところでございます。この問題に限らずですね、いろんな

問題がございますけれども、どうしても被災者の立場で一日も早い住宅団地の整備、提

供、入居と、そういうことを考えた場合に、一定のタイミングでこの問題を整理してい

きませんと、なかなか時間だけが過ぎていくというふうなことになると、私としても非

常に問題になりますので、ぜひひとつこれまでの経緯経過をご理解いただく中で、ご理

解を賜りたいというふうに考えるところでございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。ご理解をいただきたい、理解したいがためにいろいろ要求というか、

同じ共通理解のもとで一緒に考えましょうとやってるんですよ。それに対して、町長の

ほうは突然こういうものを出してくるとか、議論もなしに、前触れもなく出してくると

か、そして出してきたのはいいけれども、出されてきたものが十分な内容で審議される

ような状況もつくっていただかなければならない。そして、そういうこともなくして、

とにかく決めてけろ、決めてけろという、しかも一番最初に言うのは、震災で一日も早

く、それは町長だけでなくて、私たちもそう思うから、こういう場でお互いに協力しな

がらね、そして共通理解のもとに進んでいきましょうということを、これまでも再三に
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わたって言っているのが、そういった手法でとにかく進める。そういう話をすると、ま

たあいつだから、確認したいのは、その政策提言書を示されたとき、町長は喜んでとい

うとおかしいけれども、どういうことで受けとめたのか。といいますのは、本当はそう

いう人たち、その４人の方がどういう方々が持っていったのか、それもわかんないんで

すけれども、というのは、産建教育常任委員会で再三にわたって検討したその結果があ

ったんですよ。しかし、その政策提案ももらって、提言をもらって、こういう道合に決

めたということですから、内容はその産建教育常任委員会で決めた内容とは違うものだ

と思われます。これは見せられてませんからわかりませんけれども。 

      そうした際に、今度議会がどうなのかということなんですね。産建教育常任委員会で

再三にわたって時間をかけて、そしてその結果を出した。もしそれを受けたときに、町

長さんは個人的に受けたということだから、だったらなおのこと、たしなめるというと

おかしいんだけれども、町の対応として、これは私に直接持ってくるんじゃなくて、ま

ずは産建教育常任委員会に差し返して、そこで議論して、産建教育常任委員会として出

してきたほうがいいんじゃないのと、そうすると角が立たないで丸くおさまるっところ

におさまるんでないのというようなこととかを、町長として言えなかったのかどうか、

その辺の。だっておかしいよね。だから、示してほしいということなんだけれども、誰々

が持っていったのかというのを示してほしいと思うんだけれども。その辺道義的にとか

何的にとか、そういう言葉、私よくわからないんだけれども、時間をかけて責任あると

ころでつくったんですよ。結論出したんですよ。そして、もしそうだったらば、みんな

でもう一回検討して、そして持ってきたらいいんでないかやというくらいのことは、言

えなかったのかどうか。言えなかったのかどうかだけを質問します。確認します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。産建委員会で一定の議論があったと。そしてまたそれが特別委員会の

中でも、そういうふうな委員会の議論の方向性というものもお聞かせをいただいており

ます。ただ、特別委員会として結論を出していると、議会全体として結論を出している

というふうな場面ではないことも確かでございます。ですから、町としては、先ほど来

ご説明しているような状況の変化、そしてまたいろいろ議論していただいた中で、議員

の方々からも一定程度の思いというものも感じるものもございますので、いろいろなも

のを総合的に判断した中で、このタイミングで予算を提案をさせていただいて、この議

会の場で最終的な結論を頂戴できればありがたいというような思いでございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。そういうことを聞いたわけでないんですが、特別委員会でどうのこう

のと聞きますけれども、これいつも同じ手法なんですよ。中途半端に提起して、これを

結論を出してくれというようなことを、逆に執行部のほうからそういった対応はこれま

でありましたか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。特別委員会の位置づけ、この性格というものも議会のほうからもいろ

いろと言われているわけでございまして、ここは結論を出すまではないと。いろいろと

議論を深める場だというふうなことで、これまでも対応をさせていただいてきていると

ころでございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。そしたら、さっきの話おかしいんでないの。特別委員会でどうのこう

のというのは。まあ、いい。それは。それはって、それも問題ということを指摘してお

きます。 

      それから、その前にさっき気づいたことなんですが、この説明資料、総事業費が５億
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４，８００万ですよね。そして、今回債務負担行為で出てるのが５億４，８００万、あ

４億、１億何ぼだからね。それ一つ確認します。それはこの５億４，０００万と同じ性

格の内容のものなのかどうか、確認。４億１，５００万ね。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい、議長。遠藤議員のご質問の中身ですが、附属資料の２６ページ

の総事業費の５億４，８００万円余りというものの中身ということでよろしかったでし

ょうか。こちらのほうにつきましては、追加でお配りさせていただきました資料、Ａ４

版の２枚目のほうをご覧いただきたいと思います。 

６番（遠藤龍之君）はい。私が確認したかったのは、この債務負担行為の４億１，５００万、今

回、それにつながるものなのかという確認だけです。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい、議長。そのとおりでございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。この総事業費の根拠といいますか、積算といいますか、というのはど

うなるのか。今この時期で、もうこういう正確な数字が出ているわけですが、どんな積

算根拠になっているのか。といいますのは、先ほどの説明の中でまず細部にわたって何

もしていない、構造も決まってないというような説明があったんですが、どうしてこの

総事業費が出てくるのかね。そして、その総事業費いいんです。いいんですって、よく

もないんですが、これが債務負担行為でもう拘束されてしまう、これを認めてしまうと。

我々は。総事業費を認めるんだからわ。そんなに正確でないこの総事業費を認めてしま

うという形になるのね。そうすると、今後これを認めてしまうと、何か問題があったと

きに、我々は手出しできないというようなことを懸念するんですが、そういうことはな

いんでしょうか。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい、議長。予算の積算のところの内容ということだと思いますが、

まず建築の管理業務等につきましては、災害公営住宅に伴う設計基準等がございますの

で、基本的には補助基準の中で設計と工事費を積算しているような状況になってござい

ます。その中には、特殊工事ということで先ほどもご説明をいたしました杭工事の一部

も想定した上での補助申請の中身が入っておりますので、その分は加味しているところ

でございます。以上でございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。ちょっとよくわからないんですけれども、私の今の懸念、不安を解消

してくれるような回答にはなっていなかった。先ほどの説明の中で、今後その中身がど

うなるかわからないということなんでしょう。その軟弱地盤の十何メートルのところが

６メートルになってるとか、あと沈下想定６０から７０センチを想定だから、これはあ

くまでもね。あと今度宅地盛り土際は引っ込みどうのこうので、このデータも何だかと、

ちょっと総事業費を我々が確認といいますか、決めるというか、認めるということでは

非常に懸念のある数字。それをきょうのこの議会の中で決まってしまうと、債務負担行

為を認めればね。その辺の懸念はどうなのかということを質問しているんです。懸念が

ないんだったら、懸念がないでいいんですけれども。懸念というか、問題はないのか。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。予算の内容につきましては、概算ではございますが、

基本となる設計の内容等については、当初の数量等を使わせていただきながら、積算を

しております。単価等については、現単価を当てての計上積算というような内容の場面

もあります。先ほど室長のほうから話が出ましたが、建築関係の設計工事等については、

補助基準の参考額がありますので、それを参考にさせていただきながら計上させていた

だいております。杭基礎等、最悪の場合の単価ということでご理解を賜りたいと、かよ
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うに思います。以上です。 

６番（遠藤龍之君）はい。だから、これかほの調査していく中で、もしかするともっとかかっか

もわからないとか、あるいはこれよりかからないかもわからないという部分は、我々は

わからないんですよ、ここで。先ほど来そういう疑問が出ているかと思うんですが、そ

ういったものが我々正確にわからない以上、この総額についても認めることができない

というか、どう判断していいかわからない。しかも、それはこの何年事業かわからない

んだけんども、きょうこの債務負担で認めてしまえば、これはもう自由にできるわけだ。

この金保障ついてるわけだから。それがかかろうがかかるまいが。そういうことですよ

ね。だとするならば、やっぱりすっかり債務負担で対応するんだったらば、もっと我々

の理解十分な中で決めさせてほしいということ、そういうことの懸念なんです。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。基本的には、議員おっしゃるような内容で進むかと

いうふうに思いますが、我々も概算工事費を出す上で、展開をする上で想定される内容

等について、種々検討する中での算出ということで、ご理解を賜りたいと、かように思

います。積算は段階的に実施設計等々、基本設計から入りまして、実施設計並びに工事

費等について積算をする運びになりますが、その段階、段階での精査は、そのときその

ときでさせていただきます。しかし、概算ということで、それを基本にある金額でござ

いますので、その辺はご理解を賜りたいというふうに思います。以上です。 

６番（遠藤龍之君）はい。だから、その基本となる数字はわかるんだけんども、段階、段階の精

査で一旦認めてしまうと、議会が関与できる場面というのがなくなるんでないのという

心配をしてんの。だから、重要な変更とか、あるいはちょっと計画と違ったことになっ

てしまったとかというときに、議会はどこまで関与できるのか。多分これまでの債務負

担でも全体の予算は決まってるわけだから、この範囲内で町は何をやっても構わないの。

ということになる。というふうな受けとめ方をしてっからね。だから、その辺の懸念を

解消できれば、まずこの件については、債務負担とかあいつについては納得というか、

理解できるのかなと思うんだけれども。その辺の不安、懸念があるから今確認してると

ころなんです。先ほど来の、これからどんどん事業の中身が変わるようなことも発言さ

れておられるようですので、なおのことその辺は確認したいところだということなんで

すが、これについてはやはりそういう懸念を持っていると。こういう提案のされ方につ

いては。改めて確認しますと、これは絶対この債務負担行為で対応しなければならない

事業なんですか。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい、議長。一概に工事の性格等とありますので、私の知っている限

りにおいては必ずしもその債務負担行為でやらなければならないというものではないか

と思いますが、ただですね、こちらの事業は２８年の２月まで完成させるという時間的

な制約があることとかですね、設計から始まって用地取得もやりながら造成と建築をや

っていくという流れを考えると、通常予算を組む場合にはやはり債務負担行為を設定し

て組むのがオーソドックスなやり方ではないかなというふうに考えております。 

６番（遠藤龍之君）はい。この件につきましては、まだ今の説明でも、そしてこの間の事業の進

め方、工事内容等について見ても、まだ不安が残る、懸念が残るということを指摘して

おいて……。 

議 長（阿部 均君）かかるのであれば、この際、暫時休憩といたします。再開は６時といたします。 

午後５時５０分 休 憩 
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午後６時００分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                                 

議 長（阿部 均君）６番遠藤龍之君の質疑を許します。 

６番（遠藤龍之君）はい。ちょっと戻るかもわかりませんが、確認の意味で、債務負担となる。

議員有志が外的要因として、これ正式な資料として受けとめていいんですよね、公式な。

この中の外的要因の３番目に、平成２６年５月に道合地区整備問題の早期解決を図るた

め、議員有志から町に政策提言書が提出され、この地区に３階エレベーターつき中層集

合住宅を建設し、排水対策も含め一体的に整備されることが提案される。これが外的要

因として、立派にその要因としてここに明確に示されている。それをその位置づけが、

町長の位置づけとしては個人的に受けたということであるならば、ここには示されない

んじゃないですか。示してはだめなんでないですか。それを何か本部会議で議論して、

そしてこれはすばらしい、やっぱりこの内容でいくべきだと、本部会議総員の合意でこ

れを外的要因ということにしたのであるならば、それはやぶさかではないというか、理

解する上で、この辺の受けとめ方について、町長改めてお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ここがちょっと表現の問題はありますけれども、あくまでも私に個人

的にこの提言書が提出されたというふうな意味合いで、ご理解を賜りたいというような

ことでございます。議員おっしゃられたように、執行部全体としても今ご説明してきて

いるようなこの状況の変化ですね、これを本部員会議でも議論しながら、確認しながら

方向づけをしてきているというふうな、そういう状況ではございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。議会というよりも、こうした個人を重視すると、それが今の齋藤町政

の姿勢であるということについては、篤と理解できました。それで、これはこれ以上議

論しても始まらないというか、進まないので、改めてお伺いいたしますが、この債務負

担行為として処理をするのであるならば、正確なこの事業計画を示していただかないと、

これは数年間にわたる事業ですので、これは我々が納得するかは別として、我々が理解

できるくらいの事業の中身に示してほしい、すべきだというふうに考えますが、町長い

かがですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。まず、基本的なところを担当課長のほうに答えていただきまして、あ

と私のほうから補足させていただきます。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。今回の事業ばかりでなく、通常の事業におきまして

も概算的な予算の計上というのを今までさせていただいております。ただ、遠藤議員の

ご懸念があります、確認できる場面がないんではないかというような内容のことについ

ては、今回の額５，０００万円以上については、やはり議会の承認が必要であるという

ふうな段階を踏みます。我々担当職員といたしましても、状況が変わった際には議会の

皆様には内容等についてご報告する機会を設けさせていただくと。それは特別委員会の

中、あるいは産建教育常任委員会の中等々で段階は踏む場合はあるというふうなことで

ありますが、そういうふうな機会があるということはご理解いただきたいと、かように

思います。よろしくお願いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。私からも補足をさせていただきます。今の課長の答弁と重複する部分

がございますけれども、基本的にこの種の予算計上というのはですね、概算でもって計
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上させていただいて、その後必要な詳細に向けた設計等が進むということでご理解をい

ただければと。これまでもこの市街地整備の中で個数の変化なり、あるいは進捗状況の

変化なり、もろもろの場面でできるだけタイムリーな形で議会のほうにも進捗状況、変

化の状況をお話をさせていただいておりますので、今後ともそういうふうな対応をしっ

かりとさせていただくということで、議会との関与なり連携というふうなものを、相当

程度保っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解いただきたいと

いうふうに思います。 

６番（遠藤龍之君）はい。その辺も不安だから、ここで確認をしているんですよ。対話と協調、

議会と町の連携、それが今のところ本当に１００パーセントとは言えませんが、それが

成立しているかといいますと、成立できていないことによって、こういったもろもろの

問題が生じてきていると。これはもう再三、そしてそのことが、こんな話ここで指摘す

るのは、もう昔の話なんですが、その結果が１２月の問責決議というところで示された

んですよ。ところが、それがまだ依然としてその辺が解消されていない。その後のもろ

もろの動きを見てみますと。そこで連携を図ってなんて言って、私たちも当然そういう

気持ちで進めたいというふうに思っていますが、このように連携を図りたい、さっきな

も言ってるんですが、同じ土俵で同じ共通の理解で、あと考え方は違いますから、結果

はどうあれ、それはそこまではしませんけれども、少なくとも判断するまで、判断でき

るまでの条件、状況というのは、やはりつくっていただきたい。つくることがその連携

ということになると思うんですが、しかし今その辺が成立していないので、あえてこう

いった懸念とかを示して、本当に１００パーセントに近いこの答えの出し方をしたいと

いうふうな思いで、今もろもろ確認しているんですよ。 

      今の債務負担行為についてまだわからないですが、まだわからないと言いますが、こ

れを決めてしまうとその後どうなるんですか。そのもろもろの契約については、議会の

議決を要する対象になるんですか。災害公営住宅どうこう建てるときに、その契約、そ

れが５，０００万円以上ということになれば、その都度それは議会の議決要件と対象に

なるのかどうか、そこを確認します。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい、議長。議会の議決要件になるかということなんですが、工事請

負費につきましては、５，０００万円以上の契約金額があれば、必ず議会の承認を得る

ようになります。以上でございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。そうすると、当然５，０００万円以上であれば、その造成費等もその

都度その都度、チェック機能は果たせるということで理解していいですね。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい、議長。その都度、変更になれば変更になった金額のご報告、承

認もいただくようになりますし、その都度議会のほうにご報告するようになります。以

上でございます。 

６番（遠藤龍之君）はい。そのご報告というと、それに惑わされる。報告だけで終わるのかと心

配してしまうんだけれども、議会議決の要件の対象になるかならないかというのを聞い

たんですけれども。 

建築営繕室長（佐藤和典君）はい、議長。大変言葉足らずで申しわけありません。その都度、変更

が生じれば、議会の承認案件となりますので、よろしくお願いいたします。 

６番（遠藤龍之君）はい。どうも疑心暗鬼になってしまってね、どうもすみませんです。 

      それではね、先ほども出たんですが、何でここまでこの土地に固執するのかというの
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が、素朴な意味で疑問に思うところがあるんですが、何かあるのかなと思ってしまう。

思いたくないんですよ。その地権者との関係ですね、一つの事実としては、平成２４年

の９月議会で撤回理由、この同じ案件ですね、撤回の理由の一つ、説明の中であったん

ですが、もう既にその一部地域は買収済みという表現を、公式、公の場で発言している

んですよね。それが先ほど来の、それが買収済みのものが、いつの間にか仮契約になっ

て、その仮契約がいつの間にか白紙になってという経緯があるんですよ。これは事実と

して。その辺の経緯。買収済みというのは、買ってしまって金も払ったという、一般的

にはそういう表現であれば、そう受けとめてしまうんですが。その辺を詳しく正確に事

実を確認したいと思います。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。今、遠藤議員の流れですけれども、それに対して説明を

させていただきます。あくまでも用地交渉に行きまして、仮契約、もっているものでや

ります。それで、その仮契約というのは、仮契約をしました、登記が終わった段階で完

全に買収済みとなりますんで、先ほど青田議員にも申し上げましたように、そちらの事

業がこの場所ですね、が議会のほうで通らなかったということで、その段階でまだお金

も一銭もと、一銭もというのもおかしい、お金は全然払っておりませんでした。 

６番（遠藤龍之君）はい。ですから、その辺の背景についてはわかりませんが、ちょっと静かに

してください、町長平成２４年第３回山元町議会定例会につきましては、９月４日に開

会され云々、「坂元地区の災害公営住宅事業については、さらに調整が必要であると判明

いたしたところである」。これは撤回理由の発言なんですが、そしてずっといって、「こ

れまで進めてきた坂元北側の現予定地については、今後のまちづくりを考えた際に、住

宅整備が不可欠であり、そして次、また一部用地について買収済みの状況でもあります

ことから、引き続き国庫補助事業による整備活用として取り組む必要があると考えてお

ります」というような撤回理由の発言を、わざわざこれ撤回理由ですから、１回提案し

たものを撤回するということで、正式公式な文書、大事な文書といいますか、発言内容

なんですよ。その発言内容で立派にというと表現がおかしいね、一部地について買収済

みの状況でというふうなことを言っているんです。その買収済みであるという表現は、

我々一般人が受けとめるほうも買ったと、言葉どおりというふうに受けとめているんで

すが、ですから、そのことを確認したかったんです。 

      しかしながら、先ほど来の説明の中で、それは実は仮契約のことだということなんで

すが、その辺については私はもう理解できませんよ。できないけれども、仮契約だとす

るならば、仮契約の手続といいますか、仮契約というのは予算のもちろん裏づけがなけ

ればだめだからということで、ずるいやつは仮契約しておいて、金がついたらというふ

うなことだと思うんですけれども、予算がついたらね。そうではないの。そうなると、

その辺もちょっとわがんなくなるの。そのときの当初の仮契約を示していただけば幸い

かと思います。その際に、多分いろいろな条項があると思うのね。普通入札とか契約し

た場合には、いろんな問題が起きないように、起きても大丈夫なように附帯条件がいろ

いろついてますよね。こうなった場合にはこうするとか、こうなった場合にはこうする

と。そういうものがついた上で契約というのが成立するかと思うんですが、それは仮契

約についても同じだと思うんですね。その際の附帯の中身というのも、先ほど来の理解

を軽くするというか、早くするためにも、やはりその当時の仮契約と、あと白紙状態に

したということでも、白紙状態にするための何らかの文書の取り交わしというのが、当



- 72 - 

然これはないと、信頼関係だけで済む話でないからね。今回の予算書を見ると、大体反

当たり３００万円くらいの高い買い物、売り物になっているわけですから、その辺はき

ちんとした正式な手続の中で進められてきたと思われる。となれば、当然そうした資料

といいますか、ものがあるはずだと思うんですね。口約束でない。ですから、それをぜ

ひ知りたいんですが、よろしいでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。今、ご指摘の部分につきましては、担当室長のほうから答えさせてい

ただい部分で、一定程度ご理解いただけるかなと思うんですが、基本的に災害公営住宅

の整備に要する予算措置がされていて、その中に一定の用地費があって、そこの中で用

地交渉をさせていただいたというふうなことでございます。ただし、後ほど室長のほう

から補足させてもらいますけれども、一定の要件ですね、面積なり金額については議会

の議決要因だというふうな部分もございますので、それは仮契約というふうな、そうい

う表現、仮契約の段階での土地の問題ということで、改めてご理解をいただければあり

がたいと。私が撤回したときには、買収というふうな言葉遣いをしたというのは、一定

要件の中では議決要件であれば、それは仮契約段階での用地買収というようなことで、

ご理解をいただきたいと。あとは、議会の議決要件等については、室長のほうから補足

をさせていただきたいというふうに思います。 

６ 番（遠藤龍之君）いやいや、議会の議決要件はいいから。そういうことではなくて、そういう

中身を確認したいから、そのものを見たいということを今要請したんです。よろしいで

すかということ。 

議 長（阿部 均君）確認できる資料の提出ですか。（「はい」の声あり）その買収……。 

      ６番の遠藤議員に再確認をいたしますけれども、その事実関係を確認できる資料の提

出をということですね。その仮契約と売買、買収とかの事実を確認できる資料の提出を

求めます。 

      この際、暫時休憩といたします。午後６時３０分といたします。 

午後６時１９分 休 憩 

                                             

午後６時３０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）６番遠藤龍之君の質問に対し、答弁願います。資料の提出を求めております

ので。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。ただいま売買契約書のコピーを提出させていただきますが、ちょっと

先ほどの説明で、少し事実関係に訂正したい点がございましたので、先ほど私、議会案

件というふうな形での仮契約というふうな言い回しで表現させていただきましたけれど

も、この場合については面積、金額的に議会の議決案件に至っていない内容だというふ

うなことで、売買契約書という形での取り交わしをさせていただいたということ、そし

て事実としては、議会のほうでこの整備事業がお認めいただけなかった段階で、当事者

にお話をさせてもらって、ご理解を得て、これを撤回させていただいたというふうな、

そういう流れでございます。今、契約書そのものについては、お手元のほうにお届けさ

せていただきたいというふうに思います。 

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は午後６時４５分といたします。 
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午後６時３３分 休 憩 

                                             

午後６時４５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）この提出された資料に関し、用地・鉄道対策室長渡辺庄寿君、説明願います。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。大変時間をとらせまして、大変申しわけございませんで

した。まず最初にですね、先ほど町長のほうからもお話ありましたように、今皆様のお

手元に渡しているのは土地売買契約書でございますけれども、私の今までの答弁の中で、

仮契約書という言葉で皆来たんですけれども、私のほうでちょっと勘違いいたしまして、

仮契約書の場合は議会案件、１件当たり金額で７００万の５，０００平米以上、これに

ついては契約をやるときは仮契約ということなんですけれども、議会にかけないという

か、それ以下の場合は契約書で契約をしております。それで、この７００万の５，００

０平米以上というものは、あくまでも１件ごとの案件でございます。それにつきまして

は、今までも何回か議会の承認をいただいてやっておりますけれども、今まで言った仮

契約という言葉が大変申しわけないんですけれども、議会案件でなかったものですから、

契約書というもので契約をしております。大変申しわけございませんでした。 

６番（遠藤龍之君）はい。この議会の議決要件の対象にはならないものということであるかと思

いますが、しかしながら、これについては正式な土地売買契約書ということで受けとめ

てよろしいんですね。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。 

６番（遠藤龍之君）はい。そして、これはお互い正式な売買契約書なんですから、この契約の内

容に沿って完結しなければならないということだと思うんですが、ここには甲は、甲と

いうのは売る人ですね、売る人は平成２４年８月３１日までに町に土地を引き渡すもの

とすると。８月３１日までなんですが、もうこの時期といいますか、ちょっとこっちも

調査不足なんですが、そしてこれの契約をした日時というのは、７月３１日ですね。７

月３１日というのはどういう時期なのか。これは多分９月議会の前の、その後、２４年

の９月議会で一旦提案されたんですよね。一旦提案されて、そしてそれが撤回されたと。

その撤回されたのが、先ほどの理由で買収済みですから、だから、町長は全く正確なん

です。言ったことは。この時点で買収済みなんですから。７月３１日ね、この契約は成

立してるんですから。これは今町長言うように、議会案件にかからない、対象にならな

いからということなんですが、これどういうふうに理解すればいいのか。そして、この

内容を見てみますと、甲の責任ばかりは確認されてるんですが、売る人か、買う人の責

任はないんですね。白紙委任なんていうけど、立派に契約したのを、これを破棄した場

合にどうなるんだということが全くここには示されていない。示されていませんよね。

どういうことになるのか、ちょっと町長、その辺についてお伺いします。確認します。 

議 長（阿部 均君）町長ですか。（「町長しかない」の声あり） 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お答えのこの売買契約書の条項、条文の設定、これについては町とし

てこれまで踏襲してきた内容で、そのまま利用してきたのかなというふうに考えるとこ

ろでございます。（「何言ってるかわかんない、さっぱり」の声あり） 

議 長（阿部 均君）町長、質問者がちょっと意味がわからないということでございますので、明
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確な答弁を願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。売買契約書のこのスタイルですね、条項、条文については、これまで

町がこういう場合に利用してきたそのままを活用して、契約をさせてもらったのかなと

いうふうに思います。 

６番（遠藤龍之君）はい。わかってると思って聞いてるんだけれども、やっぱりわかるように質

問しないとうまくないのか。これは正式な契約書で、そして７月３１日に署名、捺印と

いうか、正式に契約したんですよね。あなたから買いますと。その時点で、まだ議会で

は決まってないんです。買うも何もね。しかも、町の位置として、１回提案されたもの、

提案したんですよ、平成２４年の９月議会にそこを買うということで提案して、しかし

ながらもろもろの背景があって、初日になるのかな、第４日目になってるな、９月１２

日に、議会中だったんですが、その途中で議案撤回の件を議案と、ああそれは町長でな

くて議長だな。町長からそういう申し入れがあって、その部分の撤回を申し入れたのが

９月１２日なんです。ここでせっかく予定していただいて、そこで通ればこの契約も成

立したんでしょうけど、それにしてもちょっと時期が違うんでないのかなとは思うんで

すけども、この時点ではまだ予算がついてないんですからね。７月１１日。７月３１日

にまだ予算がついてないんですからね、これ。ああついてたの。どこでついてたの。当

初で。勝ち誇ったような顔だね。まあ順番としてはそうなんです。前に予算つけていた

と、だからいいんだということになるかと思うんだけれども、今のようなその雰囲気で

はね。それはそれでいいんです。 

      ただ、その後の対応がこれには示されていない。先ほどの説明では、仮契約で白紙撤

回、白紙に戻したというんですけども、この内容から見て白紙に戻すというのはどうい

うことなのかを確認したいと思います。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。こちらの契約書、一番裏のほうなんですけれども、２４

年の７月３１日契約日でございます。 

      それで、予算につきましては当初の段階で……（「予算はいいんだわ」と呼ぶ者あり）

ああ、そうですか。すみません。（「いいから、ごしゃかないで」と呼ぶ者あり） 

      予算の分については当初からついておりましたので、それで一応この契約というか、

うちらのほうの用地・鉄道の業務として、当初、道合地区ということだったものですか

ら、それで契約説明なりお願いしまして契約に至ったと。それで、８月１日の臨時会、

８月１日にありましたね。このときに道合地区がだめだということになりまして、それ

でうちらほうとしましては、先ほど遠藤議員が言われるように３０日以内の支払いとな

っておりますので、うちのほうとしましては契約者のほうに行きましてですね、うちの

ほうの議会の結果内容等をご説明いたしまして、んではということで、結構時間かかり

ましたけれども、合意解約をさせていただいたということでの内容でございます。 

６ 番（遠藤龍之君）はい。白紙という状況がよくわかんないんです。これ売買契約したんだから、

こいつをぶっちゃくかね、そして破棄したということになるのか。あるいは白紙撤回と

いうか、これを破棄する場合に改めたその契約書っていうか、何ていうんですか、そう

いう約束事があって、これこれこういうことでこうします、ああします。将来的には何

とか買いますので何とかご了承願いますとかっていう、そういうものがあってこれが破

棄するに至ったことができたのか。これも今でも生きているんだよ。破棄してないんだ

から。だからそういう手続ってどうなるのかなという。 



- 75 - 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。これにつきましては契約書を一応、７月３１日付で相手

のほうにも置いてきましたけれども、その後に本人のところに行ってお話をして、その

段階で先ほど言いましたように合意解約という形になりまして、相手方の契約書も町の

ほうでもらってきております。 

      それで、先ほど私、白紙撤回という言葉を使いましたのは、大変申しわけありません。

本来であればその段階で合意解約という言葉を使えばよかったんでしょうけれども、私

の学のなさがこういう言葉になりまして、大変すみませんでした。 

６番（遠藤龍之君）はい。そういう手続というのは通常、公の社会ではそういうことで済むのか

どうか。これは専門家に聞きたいところなんだけれども、こういうのは相手がよかった

というか、あるいは何らかの約束がなければ非常に高い買い物だと思うんです、１反歩

３００万というと。その当時はどうだったかわかんないけれども、今回提案されている

のでは約１反歩３００万相当になるかと思うんですけれども。 

      何の約束もなく、口頭でこういった手続が済んだということなのでしょうが、非常に

そこには疑問が残る。というのは、ここにずっと固執してるんですよね。なぜか。どう

してもそういう考えに至ってしまう、その辺が明確に示されないと。だから白紙撤回と

いいますか、その言葉は今撤回されましたので、この契約を破棄するといいますか、壊

すといいますか、その際にも何らかの約束事というのはあったのではないかとも思われ

るんですが、（「その辺ね」と呼ぶ者あり）その辺の手続と、あとは一般社会でどうなの

か。一般社会だったら大事なことだから、当然何らかの。簡単に、だって甲の内容を見

っと、甲の人ばっかし何したときにはだめだとか、かにしたときはだめだっていう内容。

その反対の事態が起きているときに、そしてその反対の事態の条項はここには示されて

いないという契約内容になっている。 

      だからちょっと疑問に残るところなんですが、一般通常のこういったものの破棄する

場合の手続と、あと今回本当に何も残さないで口頭だけで相手からもらってきて終わっ

たのかどうか、そこを改めて確認します。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。これをもらってきたとき何かあったのかということでご

ざいますけれども、その旨については何の約束も何もしておりません。ただこの契約書

について合意解約をお願いして、相手方にお渡ししてきた契約書を合意をいただいて、

いただいてきたという内容でございます。 

６番（遠藤龍之君）はい、議長。そうすると、その際の口頭でも何でも文書として残って、今の

話からすればないんでしょうけれども、その際の口約束あるいは口頭のとかっていうこ

ともなかったんでしょうね。それは係だからな。その辺、町長どうなんでしょうか。手

続としては係が行ってもらってきたということなんでしょうが、多分にこの辺の話にな

れば、町長もお願いする時点からこういった話には入っていたと思うんですが、その辺

の経緯について。町長が参加したときはこうだったということでいいです。 

      逆に答えやすくしますと、その破棄する際の内容については、町長は一切かかわらな

かったかどうか確認したいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。道合地区（「この方についてです」と呼ぶ者あり）における災害公営住

宅の用地の選定につきましては、これは以前にも資料等でご説明させていただいた経緯

がありますけれども、一番最初に想定した場所からぐるっと回って、大体１０軒以上の

（「破棄したときの話」と呼ぶ者あり）いや、皆さんといろいろと私も一定程度かかわり
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ながら、とにかく至急、適地を確保しなくちゃないというふうなことで、私も担当課・

室と一体となって進めてきた経緯はございます。 

      で、お答えしましたように、この売買契約書が議会等から見ての関係をご説明した中

で、次のステップに向かってまあ約束めいた部分がどうかという部分については、それ

は基本的にはございませんので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

６番（遠藤龍之君）はい、議長。さっきも言ったと思うんですが、町長は撤回するときに、これ

９月の撤回だよ。その前にこれ破棄した、ああその後か、破棄したのは。８月、前に破

棄したんだべ。そうしたらここの発言っておかしいんでないかい。まあいい。 

      とにかく確認すると、「一部用地について買収済みの状況でありますことから、引き続

き国庫補助事業による整備活用として取り組む必要があると考えています」。だから引き

続きその土地は活用したい、するということを９月１２日に町長は公式の文書というか、

公の場で発言している。この表現から見るならば、その土地は引き続き、別な事業でで

も使いたいということを町長はここで強調しているんです。だから防集ではあそこの新

市街地のところにはなんないけれども、ここの地区は何らかの形で活用したい。何らか

の形で活用したいということは今回こう提起しているんだか、わかんないけんども、で

もそうだとしてもこの時点でこの間の説明のつじつまが合わなくなる。 

      もう一回確認すっと、これは７月３１日に契約して、時系列というか時期を確認しま

すと、では破棄したのはいつなんですか。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。大変申しわけないんですけれども、何月何日というのは

ちょっとわかりません。（「はい、いいです」と呼ぶ者あり）ただ、３０日以内に云々と

いうのがありまして、先ほど申しましたように次の日に議会のほうで通らなかったとい

うかあれだったものですから、これではまずいということで説明に行って、先ほどから

何回も言うお願いに行きまして、合意解約という形になりました。 

６番（遠藤龍之君）はい、議長。時系列的にいいますと、時期的にいいますと、この９月議会前

には１カ月ですから、もうこれは破棄されている。にもかかわらず９月１２日に、まだ

引き続きそのあれは活用しますよと。というふうに考えると、これをただそれだけから

推定すれば、ただもらってきたんではないんでないのという疑問が浮かんできます。明

確にそこでまた引き続きその土地を利用しますと言っているんですから。この時期には

通らなかったけども、また引き続きこの土地を何とかすっからというような話もなかっ

たのかどうかと。あるなしについてはここでもう言い尽くされたけんども、確認するつ

もりはないけれども、そういう憶測が生まれてくる非常に重大な問題だということを指

摘して、今後どういうふうになるかわかんない。どうなんでしょうね。町長、この辺の

関係。ちょっと頭をその時期に戻していただいて、そして確認したいと思うんですが。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。２４年の９月議会で一旦、議案を撤回させてもらったわけですけれど

も、それは次のステップに向かって、たしか１０月の議会に向かってもう一度というこ

と。２４年の９月の段階で一旦撤回させてもらって、次にもう一度お願いした経緯があ

りましたけれども、そこに向けてはやはりこの場所での整備、あるいはこの場所を整備

することによっての坂元地区、道合地区の果たしている医療なり衛生という大変重要な

役割なども考えた場合については、もう一度この辺で公営住宅と排水対策をしっかりと

やっていければなと。そういうふうな思いは少なくてもあったのかなというふうには、

流れ的にはございます。 
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６番（遠藤龍之君）はい、議長。まあそういうことだと。ですからここにもう議会のもろもろの

理解されない分、議会で２回、あとみずから１回撤回しても、まだなお今日、今度はそ

ういう意味でもう強硬的な手段を使って、議論もさせないで提案してきているというの

が今の流れなんです。全く民主的なルート、ルールといった過程を踏まないでやってき

ているこの事案なんです。というふうに我々というか、私はそう受けとめております。

本当にここにやるんだったら、やっぱり真摯に。真摯という言葉はうんと聞いたんです

けれども、本当に町長の真摯と普通の真摯というのはどうなのかわかりませんが、こう

いうときにこそやっぱり真摯な対応を示すべきだと思うのにもかかわらず、こうした強

硬な形で提案されているということに対して、そういった思いが強いということを示し

て、もう延々と続くでしょうから、こういう疑問、問題点ということを大きく指摘して、

とりあえず私の質問は終わります。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

１０番（岩佐 隆君）１７ページの先ほど来お話が出ている公営住宅建設事業費、ま、この関連で

今、売買契約の関係でね、お話が出たので、それでちょっとね、今この資料を見させて

いただくと、２４年の８月３１日にね土地を引き渡すものとするということで、契約月

日が２４年の７月３１日と。今、室長のほうから話があったときに、ま、１カ月以内で

契約を完了するという条項があったと。それでま、代金の支払いも含めて、お金を払う

から土地を引き渡すものとするという形でお話が、これは売買契約の中に出てきている

と思うんですけれども、その辺について先ほど議会の議案提案で撤回するしないという

のは９月以降の話ですんで、この前の段階でやはりきちっと売買契約書に基づいて、議

会の議案の中でなくてもね、お金を払っておったということで確認させてもらっていい

のかな。今の話の中でね。確認だからね、まず。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。ただいまの質問でございますけれども、ま、７月３１日

に契約をしまして、すぐに町の支払い方法ですぐに払うというあれでないんで、伝票を

立ち上げましてそれでやりますので、支払いのほうは一切しておりません。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それではこの契約書、８月３１日までに土地を引き渡すものと

するという第２条の契約に基づかないという形でお金は払っていないということですか

ら、これは契約に基づかないということでいいんですね。それ確認ですから。それは確

認させていただきます。 

用地・鉄道対策室長（渡辺庄寿君）はい。先ほども遠藤議員に言いましたように、合意解約してお

りますので当たらないと思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい。それではね、ちょっとこの辺の関係については疑問が残るんですけれ

ども、６月の５日に調査特別委員会の中で説明していただいた資料で、坂元の新市街地

の概要、先ほど来遠藤議員が何回もお話ししているように、きちっとした資料を提出し

てもらいながら議論を重ねて、ま我々が判断する材料にするという意味で特別委員会で

いろいろ提案していただいているんですけれども、２２ページの新市街地の概要の中で、

ちょっと地区面積が９．７ヘクタールという形で、これは市街地の南側の面積だという

ことで確認しますけれども、あとは全体の災害公営住宅の戸数で６０戸ということで、

一応今回６月５日の時点で提案があったんですけれども、そしていろいろ説明を受けた

んですけれども、それでアンケートから見ると６４戸、そして実際きょういただいた資

料に６８戸で考えているというお話ですけれども、これは全体の考え方からいってどう
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いう形だったのかね。我々せっかく特別委員会で説明していただいたときに、そういう

説明も詳しくしていただきながら、例えば地区面積で９．７ヘクタールなんでね、この

Ｃ地区というこっちの道合地区の中層住宅も全部入っている中での説明資料なんですよ

ね。 

      それで、説明資料の中には９．７ヘクタールということで４９アール、４，９００平

米のやつが全体でのっていった中での説明がちょっとなされていなかったと。あと６８

戸という形の関係でいうと、それも示していただかなかったということで、まあ非常に

こうね、きょうの時点とこの前の時点で大分資料の提出、提案、あるいは議論の土台、

それからするとちょっと執行部は不親切かなという思いがするんですけれども、その辺

についてちょっと説明、まず１点いただきたいと。 

震災復興企画課長（本郷和德君）はい。済みません、今ちょっと６月５日の時点の面積要件のほう

の資料が手元にちょっとないものですから、その面積の部分は済みませんけれども、今

ご質問の内容という部分がちょっと確認できないと。すみませんです。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。資料がないということですけれども、自分たちが企画したやつ

で一応資料を説明していただくという形なんで、本来は私が持ってきてるんですから執

行部でやっぱり持ってくるべきだと思うし。 

      それで、その当時９．７ヘクタールという形の面積、あとは４，９００平米かな、こ

れの面積。これをプラスした形での考え方でなくて、別の考え方で説明するにしてもね、

具体的に全体を説明するような形なんでね、我々は非常にとまどったという部分はあっ

たんです。それについてはどうなのか。わからないということであれば、あとはちょっ

と時間もあれなんで別な形の論点で質問させてもらいます。 

      町の考え方について、これはきょう持ってきた人いるようですから、これについては

ありますよね。それで、一番下にわざわざ赤字で書いてある。その中で坂元地区の災害

公営住宅の入居の予定数、６８名を最も早く住宅を供給することができるという一つの

根拠的な部分をちょっとお示ししていただきたいと思うんです。今までね、先ほど長い

時間を使って、造成の考え方だったり工法について、あと全体のね、地質の考え方につ

いても説明してもらって、その中でね、やはりね、プレロード工法というのは先ほどの

数字から見ても６０日、２カ月かかるということ。そして町が出している資料にも書い

てあるように、一応、許認可を得るのに南側の中層を建設した場合に３カ月かかるとい

う形で、まあプレロードで３カ月、２カ月ですよね。そして例えば今の買収の形を考え

ると、多分５軒程度になると思うんですけれども、買収を考えたり、あるいはねこれか

ら並行してやるにしても、工事あるいは造成の考え方で考えると、私は本来この６８戸

が全部ね、災害公営住宅の道合につくったやつとこちらの中層でつくったやつと早く供

給施工ができるということが本当に可能なのかどうか。きちっとタイムスケジュールも

含めて見せていただければなと思うんですけれども、どういう形でどうだからこのくら

いの時期で早くなるということでわざわざ赤字で書いてあるんですから、ちゃんとした

資料に基づいての話だと思うんですけれども、今お話ししたようにあくまでも計画変更

で、この数字から見ると最初はちょっと遅れる形なんですけれども、ただ、平成２８年

の２月よりは全体の工事状況を見ても早まる可能性は十分あると。こっちの坂元の新市

街地入れるとね。それをまずちょっと一番最初にちょっとお聞きしたいと。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。まず初めに今のご質問ですが、事業認可の関係で３
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カ月ほど遅れるというようなご説明をさせていただいております。もしそれを道合地区

に計画した場合は、当初予定しております平成２７年の……済みません。 

      災害公営住宅については、平成２７年の７月に４１戸まで延びると。要するに３カ月

延びますよということが新市街地の近くにあります今回の西側のエリアになります。そ

のエリアについては平成２７年の４月４１戸入居予定が、３カ月遅れますので７月にな

ります。それに伴いまして事業認可の関係で、当初予定しています災害公営住宅の２７

年の６月の１１戸の入居についても最低３カ月以上は遅れます。ということは、それに

伴いまして各地の見直し等、あるいは道路の見直し等が出てきますので、想定以上の遅

れが生じてくるということで、とりあえず３カ月遅れる分についてのみ説明させていた

だきますと、１０月が２８年の１月以降になるというような流れになろうかと思います。

（「わかった」と呼ぶ者あり） 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。まあ今課長がお話ししているのは、多分この資料の２３ページ

だと思うんですけれども、災害公営住宅のＡ地区については２６年の１１月、Ｂについ

ては２７年の７月、そしてＣについては平成２８年の２月という形で、まあ一応ね、道

合地区につくったときにそういう入居の状況だということです、多分。説明受けたので。

そうでしょう。（「そのとおりです」と呼ぶ者あり） 

      それで今お話ししてんのは、全体を３カ月遅らせても２８年の２月入居よりは、最後

の１２戸の部分が早くなるんでないかということです。まああのね例えば２７年の７月

に考えると、２７年の１０月から１２月、３カ月遅れでも。そこで全体の９．７ヘクタ

ールのところに中層の住宅をつくるとね、遅れを修正してもそのくらいでできるという

のは、これは産建教育常任委員会の中でこれを議論して、聞いてそして確認しているん

でよ。ですから２８年の２月までね、わざわざ本当に被災者の人たち、さっき町長おっ

しゃったように、一日でも早く全体を前倒ししてやるという形で早く入るということも

大切です。ただ、最後に残った人たちをずっと引きずらないで、もうあいたやつで２カ

月でも３カ月でも４カ月でも前倒しで市街地の中に災害公営住宅に入れていくと、ある

いは本当は入っていただくと、そういう形の考え方が私はあっても必要だと思うんです。

それが遅れる、遅れるという形で１２戸の話。１２戸の人たちだって被災者であって本

当につらい思いしているわけですよ。それで道先につくったことによって２８年の２月

までね、わざわざ遅らせる必要ないと。私は委員会でいろいろ話した中で、２７年の１

２月あたりまでにね具体的に３カ月延長してもできるんだという方向の話はお聞きして

いんのでね、その辺をきちんとやっぱり考えていただきたいなと思うし、２８年の２月

とあと今言うように前倒しで３カ月遅れであっても全体を前倒しできるんだという形だ

と思うんですけれども、その辺のタイムスケジュールというような部分はどうなの。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。何度も同じようなお話をさせていただいて申しわけ

ございませんが、我々は設計施工を一括発注する中で段階的に入居なり防災移転集団の

ほうを予定させていただいております。先ほどもお話しいたしましたように、道合地区

に建設した場合は、南側の市街地については事業認可等の３カ月の遅れはないというこ

とで、２７年４月に４１戸の災害公営住宅に入居できるというような段取りになります。

確かに議員おっしゃるように、道合地区の最終の災害公営住宅については２８年の２月

に１２戸と、中層になりますからその時点になろうかと思いますが、それは議員おっし

ゃる南側の市街地に建設しても同じような状況になります。ただ、我々が段階的に考え
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ておりますＡ地区、Ｂ地区、Ｃ地区等の引き渡しが３カ月以上遅れるということでご理

解を賜りたいというふうに思います。 

      要するに、一番最後は同じになりますけれども、その途中で早く一日でも早く入って

いただきたいという４１戸の方が３カ月、７月以降になると。さらに１１戸についても

６月が９月以降になるというような状況になりますので、その辺はご理解をいただきた

いと。 

      同時並行的に、防集についても同じような内容になります。一般質問の回答の中でも

２７年の３月までは５画地を想定させていただいておりましたが、これも６月以降によ

うやく５画地ができるように、これも３カ月影響すると。これがＣ地区、Ｄ地区等にお

いても同じような内容になりますので、その辺は段階的な供給をしたいという我々の考

えから…… 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。町の考え方は何回も聞いているからわかるんです。ただ、この

資料の中にね、災害公営住宅を整備することが坂元自治区の災害公営住宅入居予定者６

８名に最も早く住宅を供給することができると。そういう形で書いてあるんです。今の

ね庄司課長の話だと６８戸、その中で考えると今最も早くということは、これは道合地

区につくればね、２８年の２月だと。今のお話だとこちらで今考えている９．７ヘクタ

ールの中に中層でつくったって同じような形でできると今お話ししてるじゃないですか。

それをここに書いてあることと違うんでないですかというお話をしてるんですよ。段階

的にという話であっても、供給をすることができるということだから、もっと６８名っ

て書いてあるんですよ、これ。 

震災復興整備課長（庄司正一君）はい、議長。私は説明の中で、最後に１２戸の分については同じ

くなりますというような説明をさせていただいておりますので、６８戸全部が２８年の

２月までなるというふうな説明はしておりませんので、その辺はご理解を願いたいと思

います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。誰もそんなこと言っていませんよ。３カ月遅れっていうのは前

段でありますけれども、ただ、私はさっき来の議論で言っているのは、ここに書いてあ

るとおり道合地区につくらないとこちら側で災害公営住宅が遅れるという意味合いでね、

こういう形で説明したりね、文書に書いていることが問題だという話なんです。今のお

話で庄司さんはそのもので言ったでしょう。実際に道合地区につくるのと中層だったら

最後は同じくらいになるというお話をしたでしょう。それをまずね確認しておきます。

そういう形で言ったんですから。 

      あともう一つ。コストがかからない方法であるということで、まあ一番最後に断定し

て書いてあったんですけれども、結局、道合地区については前の事前の変更前と変更後

でコストがかからなくなるという形の説明を受けました。ただ、災害公営住宅だったり

全体だったり、あと全体時の市街地の整備、それを考えると全体でコストがかかってく

るんですよね。何でかというと９．７ヘクタールから４，９００平米増えるということ

と造成費用、あとはそれに買収費用もかさむ。まあこの事業全体で考えると、災害公営

住宅あるいは市街地整備そのものと道合地区にプラスしてね、つくった部分の比較で、

例えばコストがかからない方法等を考えるという形であれば話として通じるわけですけ

れども、その辺について災害公営住宅と市街地整備、全体で９．７ヘクタールと例えば

全部足すと１０．６ヘクタールになるのかな。４，９００平米足すと。そういう形で考
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えて、やはりこれはあくまでも国の税金でありますけれども、まあ基本的にね、やはり

我々が負担する税金だと。そういう形で全体のコンパクトシティの意味合いからすると、

町長はね、全体を整備する中でやはりできるだけインフラ整備しながらきちっとした形

で整備して後世に誇れる町をつくるという意味合いからすると、やはりコストの関係も

重要だと思うんです。そして全体の市街地の中にね災害公営住宅もきちっと６８戸入ら

れる。あとは住宅もちゃんと９．７ヘクタールに入られるということであれば、私は一

つに集約させながらコスト面でも安くあがる。その災害公営住宅も含めた９．７ヘクタ

ールのエリアに中層として入れ込むべきだと思うんです。そういうことで違いとか考え

方について。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。議員のご懸念といいますか、お考えもわからないわけではないですけ

れども、まずこのコンパクトシティというふうな部分、この前もちょっと触れていただ

きましたけれども、坂元の既存市街地と今回の新市街地、この９．７ヘクタールですか、

ここの部分とこの川あるいは県道を挟んで北側の道合地区、この辺はいわば坂元地区、

町地区と連担しているエリアでございますので、ご懸念の２２の行政区が分散している

ような市街地形成とはまた別に捉えていただかないと困るんじゃないのかなということ

がございますので、ひとつそこはご理解をいただきたいというふうに思います。 

      それから、元も早くその６８名を最も早くというふうなくだり、これは先ほど担当課

長が申しましたように、６８名を全てというふうな意味合いじゃなくて、段階的に入居

を進めていった場合に最終的にそういうふうな捉え方、形になりますよというふうな意

味合いでございますので、その点についてもよろしくお願いをしたいと。 

      それからコストですね。これについては先ほど来触れさせていただいているように、

道合地区の排水問題が町としては考えなくちゃない大変重要な問題でございますんで、

町としてはトータルとして考えなくちゃない問題でございます。公営住宅の問題だけを

整理できるのであれば、これは一つの方法かもしれませんけれども、公営住宅は公営住

宅、新市街地の整備は整備で一つの考え方、理屈がある。一方には道合地区の排水問題

という問題もある。仮に道合地区の請願採択の部分、町のほうでしっかり対応してほし

いといった場合、財源をどっから持ってくるか。町の単独というよりはいろんな形の国

の制度を、いろんなものがあるんであればそれを活用して、できるだけ町の持ち出しを

少なくしてやるというのが、これはどこの自治体だって常識的な選択肢になるんだろう

というふうに思いますので、そういうことでトータルとしてこの以上のことからという

赤線のアンダーラインをぜひご理解をいただきたいものだなというふうに思います。 

      再度言います。道合地区はですね、町にとって医療機能そしてまた衛生機能という大

事な位置づけを持った機能でございます。それを皆さんも一定程度はご理解いただいた

上で、これはやらなくちゃないというふうなお話だと思うんです。まさに今ここで整備

しなければどうなるんでしょう。ここのところをぜひご理解賜ればありがたいというふ

うに思います。（「期待されるような運営をしていただきたいということなんだ」と呼ぶ

者あり） 

１０番（岩佐 隆君）はい。町長は今、全然質疑の内容に合わないような話をしていただいたんで

すけれども、実際にはまあそれに沿って話をすると同じ形だと思われるので、そこの土

壌には乗らないようにしたいと思いますけれども。 

      先ほどお話ししたように、排水対策とか医療ゾーンとかっていうのは今回の災害公営
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住宅の、あるいは全体の市街地の整備の中で復興庁がきちっとね、そういった部分も含

めて、例えば造成の中でね、どのくらいかかる、あと排水対策でどのくらいかかるんだ

かという、そういった復興庁への説明なんかもきちっとやっぱりできるような形でない

とだめだと思うし、今お話ししたように全体のね、災害公営住宅を含めた市街地の整備、

全体でどのくらいかかるのかね。あとは道合地区に達したときにどのくらいかかるのか。

結果的には市街地をつくることによって、やはり本当に２３年の３月１１日の震災で今

でも本当に仮設住宅に入って困っている人たちを、全体で一日でも早くね災害公営住宅

だったり、あるいは造成した市街地に造成した用地に入っていただくと。それが本来の

考え方でありますので、それは町長も私も同じ郷愁だと思うので、それをきちっとやる

ために我々は今、執行部と議論しているので。 

      いろいろ今までの話を聞いたり、こちらでね質疑させていただく中で、今のお話の中

でも出てきたように、やっぱり６８名にもっと早くね供給できるような形だったり、あ

とは災害公営住宅を含めた市街地のコストをできるだけやっぱり安くしていくというの

が、これは基本的な町の考え方でないですか。それを排水対策だったり、あるいはそれ

を含めた形でやると。それも町長の考え方ではあると思うんですけれども、ただ実際に

今までの考え方からいったら、コンパクトシティ、インフラでね大変だから整備すると

いうお話をしているんですよ。場所が違うから道合地区とこっち、場所そんなに離れて

ないでしょうと。例えば下水道の管引っ張る、あるいは排水の管引っ張る、全然コスト

がかかっていくんですよ。そういうことも含めてわざわざ市街地をコンパクトシティに

まとめて、そこでインフラの整備をしていくと。そして全体のコストをかけないように

すると。そして町に人を呼び込むんだという話が町長のコンパクトシティの理念の大き

な考え方でないですか。それと今の話とは若干ずれてるんですよ。 

      そういうことも含めて、やはりきちっと自分たちがね提案する内容を我々議員に、先

ほどの６月５日の提案する資料だったり、あと今回のこの説明、あるいは前の用地の地

質の関係の説明、先ほど遠藤議員が言ったんですけれども、そういうことも含めてねや

はり真摯な議論ができるような形で私は議会と執行部はあるべきだと思うんです。我々

は前向きに議論させてもらって、そしていいものであればやはり賛成、応援していくと

いう立場なんでね。そういうことも含めて、ちょっとお考えを伺いたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい。執行部もですね、岩佐議員も、これに関連していろいろとご質問を頂

戴している議員諸氏とも確かに思いは同じでございます。そういう思いを同じくする中

で、３地区とも一日も早くと望んでいる方々に、先の見える形で公募をしたいと、しな

くちゃないと、そういう今ぎりぎりのタイミングに差しかかっているわけでございます。

ですから３地区とも一緒に一斉にですね公募をして、一日も早く被災者の皆さんに住ま

いの再建、住宅の再建というものの見通しを持って対応していただけるような環境を早

くつくらなくちゃないと、そういうふうな思いでございますので、ひとつ町としてのト

ータルの判断というふうなものをぜひご理解をいただきたいというふうに思うところで

ございます。 

議 長（阿部 均君）もう終わった、いいんですか。 

１０番岩佐 隆君、よろしいんですね。（「緊急動議いたします」と呼ぶ者あり） 

議 長（阿部 均君）緊急動議です。 

９ 番（岩佐 豊君）これまでずっと議論を聞いてきました。これまでの説明を聞いていますと、
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やはり私たちに資料は出しているとはいうものの、今回の提案に至る過程でもなかなか

理解し得ない手法をとっています。そういうことで、まず議員間の私は自由討議をお願

いしたいと思います。諮ってください。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

議 長（阿部 均君）ただいま岩佐 豊君より自由討議が提出され、所定の賛成者がありますので

動議は成立いたしました。これから自由討議を議題といたします。本来動議は起立採決

により行う訳ですが、この件の取り扱いについて議長に一任願いたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）それではこれから自由討議を行うことに決定いたします。 

                                              

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。 

      ただちに議会運営委員会を開催し、この件について協議していただきたいと思います。 

午後 ７時３８分 休 憩 

                                             

午後 ７時５０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。 

                                              

議 長（阿部 均君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）ただいま議題となっております議案第３７号平成２６年度山元町一般会計補

正予算に関し、ただいまから山元町議会基本条例第１０条２項に基づき、自由討議を行

います。（「議長」と呼ぶ者あり） 

６ 番（遠藤龍之君）確認します。内容、テーマについてです。全般にわたってやるのか、今の道

合地区の問題について絞ってやるのか、その辺お諮りしてください。 

議 長（阿部 均君）はい。議案第３７号の道合地区の件について自由討議を行います。 

      自由討議は本会議場で公開で行います。また、執行部も同席をして行います。 

      それでは、ただいまから自由討議に入ります。自由討議される方は節度をもって討議

をお願いいたします。質問と同等に挙手で何番ということで宣告の後にお願いしたいと

思います。 

      発言を許します。 

９ 番（岩佐 豊君）はい。まず、ありがとうございました。 

      非常に大事な案件でございます。被災した住民の皆さんはほんとにいつかいつかと待

っている本当に大事な案件でありますから、逆にいえばね、しっかりとした議論をして

判断をしたい、このような思いから今回こういうお話になりました。 

      それで、まずもって私も一般質問でもお話ししましたし、きょうもちょっとお話しし

ましたけれども、これは東日本から私たち産建教育委員会に、あんたたちよく審査しな

さいと言われて、４回にわたって町のほうからいろんな提案をいただきまして、それを

４回にわたって審査しました。それで、先ほどお話ししたように、方向としては東日本

のほうに委員会としてはこういう方向で、さっき示した３の１でしたか、これでいくと

いうような方向で話がまとまりましたよ、ただ少数意見としてはこういうことがありま

したということで東日本のほうに報告いたしました。 
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      そこで、東日本のほうではこれといった、例えばそれに対していろんな話し合いもな

くそのまま終わったものですから、私たちとしては私たちの思いがそのままいっている

ものだなと思っていたら、先ほどもお話ししたように５月２９日に４名の方、また６月

５日には８名の方が、私たちがノーと言ったところに何とか早くつくってほしいという

ようなことがあったと町長から再三お話がありまして、私は委員会の持ち方というのは

どういうものかなと。委員会の持ち方、また議会のあり方、まずここに絞って、まず最

初に、ここが私は大事だと思うんで。 

      まず町長は、先ほど８名の方々のお名前は出せないと言いましたけれども、私はこん

な大事なことを議論しているときに、その８名の方々がもし名前を出せないんだったら、

私は非常に恥ずかしいことだと思います。ですから提案者となった方はまず名乗り出て

いただいて、誰々ということを堂々とやっていきたいと思いますので、よろしくそこの

辺からお願いします。 

議 長（阿部 均君）７番齋藤慶治君の発言を許します。 

７番（齋藤慶治君）はい。私も産建委員会でずっとやってきまして、あと議員の立場としては、

特別委員会の委員長という立場でこの問題に接してきたつもりであります。また、今回

の提言書の関係の一応まとめ役と自分では自負しております。以上の３点を基本にちょ

っとお話ししたいと思います。 

      まず第１点ですが、岩佐 豊議員がちょっと間違っている点について、２、３確認し

ます。まず、今回の１月の産建でこの災害公営住宅を早期にやんなくちゃいけない、こ

れは皆さん思いは一緒です。それは産建委員会で所管事務調査の中でね、早くやりたと

いう、これは産建委員会の調査でありまして、そして特別委員会から付託された案件で

はありません。それだけ確認しておきます。特別委員会では産建委員会にこの災害公営

住宅関係の件を付託したという事実はありません。ここだけは付託したとしないのでは

大違いになりますので、そこの事実だけはちょっと確認していきたいと思います。 

      あと、先ほどの案件でありましたけれども、産建委員会で３回の調査です。それで、

２月の２７日に特別委員会のほうに産建委員会の調査報告として委員長報告をもらいま

した。それも事実です。それで、そこの経緯、過程なんですが、産建委員会では早期に

着工したいということで、先ほど言ったように３の１という案を出して委員会として報

告しました。これも事実であります。ただ、その中で２名の方から少数意見がありまし

て、道合地区に災害公営住宅を建築したらいいんじゃないかという少数意見を添えて、

特別委員会で委員長から報告を受けました。それで、産建委員会としてはこの報告をも

とに特別委員会で調査というか議論してほしい、意見集約してほしいということで、２

月２７日に委員長報告をもとに各議員から意見交換をしたという事実であります。 

      そこで残念ながらその場面では意見の集約はしておりません。集約はなしで、あくま

で特別委員会は調査なので、この賛否を含めては調査の一環として本会議でやるのが筋

じゃないかというご意見がありましたので、あくまで特別委員会は付託された案件じゃ

ないので、この件の災害公営住宅についての調査研究、あとは議員の判断を求める一つ

の調査という位置づけで２７日の特別委員会を終了したと私は委員長の立場で理解して

おります。 

      いいですか。あと全部言ったほうがいいですか。（「いやいいですよ、だから」と呼ぶ

者あり 
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      もう１点だけね、その経緯だけね。それでですね、これが２月２７日で、それから３

月定例会。残念なことに４月に町長選挙がありましたので、町長選挙の過程においてこ

の議論というのは約２カ月間なしでありまして、５月１４日にこれではだめだというこ

とで、産建委員会の委員長宛てに私ら産建委員４名で、前に議論して産建委員会で報告

した３の１の案件と、もうちょっと現実的に物事を進められるという、今回、町長執行

部が出しているような道合地区に災害公営住宅を建てるという案件のメリット・デメリ

ットを調査してほしいということで、５月１４日に委員長宛てに報告しました。ただ、

委員もご承知のとおりこれはもう２月末に委員会として報告したので、これはもう議論

しなくていいと、できないという２人からの意見がありましたので、それではそのとき

のアドバイスを含めて、そういう政策提言は執行部に出すべきだという形で、週明けに

議員４人の連名で町長に、早く道合地区のほうに災害公営住宅を建てて、今の工事やっ

ている部分は現計画のままに執行すべきというような申し入れの提言書を出しました。 

      それで、それをもとにして、あとは早くこの災害公営住宅、早くこの問題を解決し、

次なる問題に進んでいきたいという思いの中で議員有志で進めたというのが今までの経

緯であります。 

      以上、私から今までの経緯をお話ししました。 

議長（阿部 均君）岩佐 豊君。 

９番（岩佐 豊君）はい。それでは今、齋藤議員からお話しいただいたので、 

議 長（阿部 均君）委員会の経緯については、委員長からの報告はよろしいですか。話は。委員

会の関係について、よろしいですか。（「はい。お願いします」と呼ぶ者あり） 

      産建教育常任委員会の審査の経緯について、菊地八朗委員長。 

産建教育常任委員会委員長（菊地八朗君）はい。特別委員会でも報告したとおり、産建常任委員会

ではまず道合地区、商業地、住宅地、そこの張りつけ問題をいち早く町民、被災住民が

入居できる方法と集約化について一生懸命討議をしまして、そして３の１の案という結

論を出してもらって、委員会としてはやはりここで一日も早く被災者のために入居させ

るべきだという結論で報告をしたとおり、今、特別委員会からも、そしてその回答を特

別委員会で、私からも委員長報告という形で報告をさせていただきました。ここまでは

産建常任委員会としての委員長の報告、そして産建常任委員会の結論という形の報告と

します。 

      で、ついでですからここから私、今度のこの提案、道合地区という関係に関して私な

りの今度はこの動議の中で言いたい。 

      そのとき、産建常任委員会で示されたときの議案の案の中で一番気にしていた、私は

道合地区に対していっぱい反対した一人としても、国道６号と水をかぶったエリアのこ

の地域ですよということで、６号のかさ上げ等の安全の担保が一切示されていなかった。

やっと今この時点でやはり６号線そして歩道を設置して安全の担保が確保されます。そ

れと同時に、道合につくって産建常任委員会のときにもやはり排水問題は別途、一生懸

命、早急に取り組むべきという大項目を上げている以上、そして今度の提案されたとき、

やはり両方を兼ねてそして安全も担保された地域なら、そして排水問題も兼ねる。そう

いうことでは、ああ一石二鳥で今度はいいんじゃないかという。今回、議員提言の内容

を見て、おおという、同時に安全も担保されると。だったらいいんじゃないのと提言書

に同意をしたという私の産建常任委員会の委員長の報告と個人の考えという形での意見
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とさせていただきます。 

議 長（阿部 均君）よろしいですか。今、委員長の報告が私のほうに所管事務調査報告書という

ものが提出されております。平成２６年３月１７日です。その部分について、少し考察

を読み上げたいと思います。 

      当委員会は、ケース３をベースに公共施設用地等を工夫し、中層災害公営住宅の戸数

をできるだけ少なくする案をケース３の１とし、また少数意見として道合地区に中層災

害公営住宅を建設し、従来からの課題である道路、排水問題等も同時に解決すべきとの

意見をあわせて東日本大震災対策調査特別委員会に提案。全体で議論し、早急に方向性

を決定すべきであるという報告がなされております。町長は被災者の願いを第一に、議

会の理解を得て早期に完成を目指すべきという報告書が出ております。３の１というの

は、都市計画決定している新市街地内に中層公営住宅を建設ということでございます。

以上でございます。 

      岩佐 豊君の発言を許します。 

９番（岩佐 豊君）はい。今お話ししていただいたようにですね、産建委員会でそのように結論

を出して報告しました。 

      やはり最も大事なのは議会のあり方、委員会のあり方ということです。やはりそうや

って取りまとめて今みたいな報告をしてね、それでその委員長もそうですし、例えば齋

藤慶治さんも５期も議員している大先輩です。その方々が委員会のあり方というか、ど

のように考えているのか。まずそこから聞かないと、ちょっと私理解できないんですよ。

委員会で報告したものをこうひっくり返してやるということ自体が、私は本当に議員と

して理解できないです。 

議 長（阿部 均君）今の件に関してどなたに発言をしていただきたいのか、ちょっとご指名願い

ます。（「議長、私名指しで呼ばれた」と呼ぶ者あり）７ 番（齋藤慶治君）はい。今、

岩佐 豊議員から名指しで言われたもんで、私のほうが答えます。 

      だからあの３月、４月という空白間でなかなか決められないでいる案件を一刻でも早

く解決したいということで、５月に有志でどういう解決策がいい形でスタートし、それ

で先ほど言ったように５月１４日に開催されたうちの産建教育常任委員会に、だからメ

リット・デメリットを調査しましょうという形の提案をしたんでありますから。それを

こんなのはもうだめだと。これはこの２カ月間が長いのか、これが短いのか、それはち

ょっと各議員の判断が分かれるところですが、私はこの２カ月間のブランク、期間を決

められないというのは長く感じましたので、それで早急に解決策としてこういう形で動

いたと。だからもし議論があったら５月１４日に産建委員会でメリット・デメリットを

私は本当は調査したかったんです。それを調査すべきじゃないという形で、そういうこ

とがあったんで、すぐそういう形で提案したという形になります。以上です。 

議 長（阿部 均君）岩佐 豊君の発言を許します。 

９番（岩佐 豊君）はい。東日本の委員長さんだね。だから東日本に一回こうやって報告してい

るんですね。しかも同じ産建の委員ですよね。今言ったように２カ月が長いかは別にし

て、そう思うんであれば一回もう報告してるんですから、東日本でやるか全協あたりに

ぶつけるかですよ。だって委員会できちっと決めたものをほごにするということ自体、

私は理解できないんです。だからそういうことをもう少し詳しく教えてください、皆さ

んが理解できるように。委員会で４回ももんだんですよ。その辺を委員会のあり方とか、
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委員会の重きとかって、そういうことを少し教えてくださいよ。 

議 長（阿部 均君）委員長、菊地八朗君。発言願います。 

産建教育常任委員会委員長（菊地八朗君）はい。産建常任委員会として特別委員会の席上、委員会

の審議の決議ということで報告をしました。そして新たに常任委員会の委員から、やは

り審査をしてほしいという要望書と提言書をいただきましたが、この時点においてはも

うとっくに産建常任委員会の意見としては審議として決議をしているんだということで、

これをやるならほかでやるべきだということで返した、これが状況です。産建常任委員

会としての結論として、だから受け取らなかった。まずその答え。そういうことです。 

議 長（阿部 均君）いいですか。今の委員長の発言に対して何かありましたらばどうぞ。そのと

おりなんですか。 

      １２番佐山富崇君の発言を許します。 

１２番（佐山富崇君）はい。あんまりしゃべりたくなくなってたんだけども。まずね、齋藤慶治議

員にお尋ねしたいんだ。あなたは議会基本条例つくるのに一番熱心だった。それが過半

数以上の連名でもって町当局、三役に政策提言として出したと、こういうことです。と

いうことは議員として議決権を投げ捨てたと、こういうふうになるわけさ。１８人の人

たちがこういうふうな考えあるんだよと、何で議長に申し立てないんですか。過半数の

人がこういう考えでいるんだから、議長は取り上げて全員で話し合ってくれませんかと。

そこできょうみたいな話をするんであれば、さすがに齋藤慶治議員だなと私は尊敬をし

たと思う。それが三役にぶつけた。議決権の放棄ですよ。議員として自分で自殺行為だ

と私は思う。大変辛辣な話になってしまうんですけれども、私はこのことについては十

分、齋藤慶治議員には反省をしてもらいたい。そうでないと齋藤議員のこれからはない

と思う。例えばこの議案が通ったとしても。それはうんと残念に思います。私は。議決

権の放棄であり、議員としての自殺行為であり、それはまずかったなと私は思います。 

      ただし、８人という方々がそういうお考えがあったということも事実だ。残念ながら。

私はそのことに対してはくみしませんが、８人の多数の方々が事実として連名で出した

と、これは事実だと。だろうと思うんです、見てないから私もわかんないですよ、８人

だ、８人だと町長もおっしゃっているから。ただ、慶治議員は執行部に出したという、

町長は私個人にいただいたと言っておる。こんな矛盾があるかい。齋藤慶治議員は議員

としてばかにされてたんだよ、それでは。個人で受け取ったとおっしゃっているんだか

ら。だから議員としては議会として行動しなきゃいけないのよ。私も中に空白ある議員

ですが、足かけだと４０年近くなるよ。昔の議員はほんな人は一人もいなかった。もち

ろん執行部とも陰で話し合った議員もいたように、過去の議員もいないとは言いません

が。ですから齋藤慶治議員は今回の行動だけは誤った。間違った。議長に示すべき。私

一人の意見じゃないよ、過半数の議員がこう考えているんだ。議長、議会の中でじっく

り話し合ってみてくれや。これが本当の姿でなかったのかなと私は思っております。 

      また、これは自由討議といったって議員だけでなく執行部もいらっしゃるんだから申

し上げますが、余りにも説明なり質疑に対する答弁は矛盾に満ちていませんか。それを

堂々とお話しなさっている。あるときは声を小さくして、あるいは威嚇をするように答

弁をしたり。私らは意見を述べる、これは確かです。議会ですから。しかし執行部はご

答弁なんですから。基本条例でもつくってありますが、ここからは反問いたしますとい

う形で反問していただけるんだったら、それはお聞きします。どういう大きい声でも。
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執行部に与えられているのは、答弁なんです。説明なんです、通常は。ただ、反問権を

基本条例では認めております。ここからは反問いたしますという形でおっしゃられるの

であれば、どういうお話でも私らは聞く耳は持ちます。その辺のところだと私は思うん

です。普通の説明は声小さくして説明したり、わけわかんなく説明したり、あるいは矛

盾した説明を堂々と述べたり、そうかと思うと大きい声で威嚇をしたり。それでは執行

部の答弁、回答とはならない、説明とはならないと私は思う。その辺も十分それぞれに、

もちろん私も余りにも声が大きいときもあったかもしれませんし、反省すべきは反省も

しなきゃならないとは思っております。 

      齋藤慶治議員には大変間違った行動だとは思いますが、その行動によってきょうみた

いに自由討議を初めてする機会があったことは幸いでしたね。以上だけ申し上げておき

ます。 

議 長（阿部 均君）齋藤慶治君の発言を許します。 

７番（齋藤慶治君）はい、議長。佐山先輩含めて、言われたとおりのこともあります。先般、全

協の後にこの件で、議長のほうにちょっと内容を聞きたいという意味合いで議長とお話

しした段階でも、特別委員会の委員長として、また先ほど佐山先輩が言われたように基

本条例を一生懸命つくった議員としては、もう少し議員間の意見交換そしてこの大きな

問題意識を共有するということに対して少し足りなかったと。それを私は議長のほうに

一言、私もそう思ったし、議長のほうに反省の弁をしております。 

      また、いろいろありますが、議会はチェックだけでありません。政策提言もあります。

これは議会としての大きな権限であることは重々あります。今回の件、私も１００パー

セントいいとは言いませんから、ただ政策提言に関しては、いろんな意味で議会内でも

あるし、議員有志、個人としてもいろんなことを勉強して政策提言すべき、それらは必

要だと今でも思っています。同じことですが、先ほど言った基本条例のことを鑑みると、

もう少し議員間の意見調整、意見交換の場が必要だったと。その点２関しては私は大い

に反省しています。以上です。 

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇君の発言を許します。 

１２番（佐山富崇君）はい。齋藤慶治議員、まだ半分きりわかっていらっしゃらないようだね。 

      あのね、過半数をもって町の執行部に政策提言を申し入れた。それは先ほど言ったで

しょう。議会人として自殺行為だと。その分については全然反省がないんですか。もち

ろん、あなたのおっしゃる政策提言は十分なさっていい、いっぱいなさっていいんです。

それは悪いなんて一言も思いません。大いにやっていただいて結構なんです。 

      ただ、過半数をもって執行部に持っていく。その前に議長に持っていくべきだったと

いうことを言いたいんです。議長が言うことを聞かないときは、過半数を持っていらっ

しゃるんでしたらば議長だめだよと、議長不信任案を出しますよと。これでいいと思い

ます。それぐらいの自覚を持って議会人として取り組んでほしい。そうでなかったのは

残念だということを申し上げた。ただ、よかったのはそれがきっかけでこういう自由討

議の時間があったことは幸せでしたねということを申し上げておくだけです。 

議 長（阿部 均君）ほかに発言。６番遠藤龍之君の発言を許します。 

６番（遠藤龍之君）はい。今の話に関連することになっかと思うんですが、今の佐山議員の話の

内容で言い尽くされました。やるべきことは議会の中でやらなくちゃならなかったと。

それは基本条例でも積極的に進めている議会からの政策立案、提言。提言という言葉は
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使えられないけれども、今回のやつは議会の中でもんで、そんで出すべき内容のものだ

ったと。それがもう８人という数で議会を通さないで直接というところに大きな問題が

あったということですので、というふうに私も受けとめておりますので、その辺は深く

反省もしているということであるならば、そういう意味での反省をお願いしたいと思い

ます。以上です。何も求めません。 

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇君の発言を許します。 

１２番（佐山富崇君）はい。議会基本条例をつくったのは、慶治さんに聞きたいけど、何のために

つくったんですかと言いたいところなんです。基本条例をつくったというのは、みんな

の見えるところで議論を深めたい、それでいいものを見出していきたい、それが基本だ

ったはずなんです。それが過半数の数をもって執行部に持っていって政策提言としたら

見えますか。しかも誰々が書いたかもはっきりいまだにわからない。見えなく見えなく

している。議会としては自殺行為ですよ、議会としても。なぜならば討議しようという

気持ちがないわけで、常に過半数さえ維持すりゃ終わりだと、こうなっちゃうのよ。議

会なんか要らねえんだわ。常に過半数になっているか、なっていないかっていうことさ

え町長は考えていれば。それに尻尾振って、そうです町長のおっしゃるとおりですって

言ったら議会は要りません。議会は、例えば町長の与党と言われる人であっても、与党

としての案もある、議員として。あるいは野党と言われる人もその野党の責任がある。

その責任の立場でそれぞれ議論をすればいいんだと私は思っている。少なくとも議会人

は町長の出される提案は皆間違いがあるぐらいの思いを持って審議に当たるべきだと私

は思う。よっく見たげんとやっぱり間違いない、これは町長のおっしゃるとおり賛成、

これでいいと思うんです。最初から町長が出すんだから賛成だと、そういうお考えだっ

たら議会人になるべきでないし、議会としては機能を果たせないと私は思います。これ

は十分、私も含めて心すべきものと思っております。 

議 長（阿部 均君）どなたか発言ありますか。２番岩佐哲也君の発言を許します。 

２番（岩佐哲也君）はい。両委員長は委員長の立場で非常にご迷惑をかけたということでいろい

ろご説明あったと思うんですが、先ほどの経過から含めまして、ある意味で私も両委員

長に背中を押してぜひということを言った立場上、大いに責任は感じておりますが、そ

の根本的になっているのは、ちょっと背景だけ、先ほどの委員長のほうからあった説明

の中で一つだけあれなのは、フォローということをさせていただきますと、第１回の産

建常任委員会では、結果としてはある意味では賛成・反対、２対２です。それで委員長

のほうでこれは３の１というようなことを一応、第１回の産建常任委員会では東日本大

震災の特別委員会のほうに報告に行った。これも先ほど話あったとおり、特別委員会で

は報告があっただけで詳しい突っ込んだ議論はなされないし、もちろん結論も出なかっ

たということなので、あそこで決まったというような受けとめ方はちょっと私も一切そ

のような受けとめ方はしていなかった。 

      そこで、先ほど話がありましたとおり、選挙があったりということも含めてずれてい

くということで、これは何としても災害公営住宅があの南側だけでは不足だという問題

が出ていましたものですから、何としても早くやると。しかもいろんな意味で経費をあ

るいは安全性の担保も含めて、前に二度否決されたというときの問題点もクリアされて

いるんじゃないかと。地盤改良のスペースも狭いということで、ここでやるべきじゃな

いかということで、このままの状態ではだめだということで再度、産建常任委員会に出
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してはどうかということでの両委員長には背中を押して、何とかこれを早く進めるべき

じゃないかということでの産建常任委員会で４名、メンバー７人のうちの４名での連名

で委員長宛てに出させていただいたというのが実状でございます。 

      そこで出しましたけど、これは２カ月前に一応報告だけしているんでないかというこ

とで、いわゆる４名で出した以外の委員の方から、いやそれは執行部に出すべき問題じ

ゃないかというような話もありまして、１回確かに産建常任委員会でも方向性を出して

いるので、それではさらに東日本大震災特別委員会でも結論を出していないものですか

ら、それでは我々の意見として執行部のほうに早く進めるべきではないかと。それでる

るいろいろ先ほど来説明あったとおり、あんな事情も含めて早く。しかもその後の排水

問題も含めて要望や請願の経緯もありまして、そういったものを含めて総合的に判断し

て、いろいろ問題はあるにしてもあそこでやるのが一番、町民にとってあるいは町にと

っていいんではないかという判断での、両委員長を後押ししてそういう方向での政策提

言という形で有志という形で出させてもらったと、進言をしたというのが実状でござい

ます。 

      まあそういったことで、今現在でも基本的な考え方には変わりありませんが、いろい

ろ問題はあるにしても早くとにかくいろんな意味で総合的にロスの少ない完璧なものっ

ていうのはないわけですから、完璧なアイデア、案があれば一番いいんですが、ない現

状ではとにかく全体のスピードアップも含めて進めるべきだということで、両委員長そ

の他の仲間にも話をしたということでここに至っているということでございます。経過

をちょっと申し上げました。 

議 長（阿部 均君）９番岩佐 豊君の発言を許します。 

９ 番（岩佐 豊君）はい。では産建委員会の委員長にちょっと確認だけさせてもらいますけれど

も、今、哲也議員が言われたように、そのとき決をとったりなんかしましたか。４対３

とかになりましたか。そういう話ではなかったと思うんですけど、あそこの場は。 

議 長（阿部 均君）委員長、菊地八朗君。 

産建常任委員会委員長（菊地八朗君）はい。今の枝線の質疑というのは、たとえ哲也さんとか４名

の委員から産建常任委員会として……（「違う、その前の話。最初のほう。東日本大震災

に報告するっていうときの話」と呼ぶ者あり）そのときですか。産建常任委員会として

の審議の結果を出すときの話ですか。（「決とってないでしょう」と呼ぶ者あり）そのと

きは決じゃなく、一応、常任委員会としていろんな審議をして、じゃあ皆さんはどうで

すかと。それで一日も早い町民を公営住宅に入居させる、災害公営住宅に入居させる。

そしてこの今認められた市街地、商業地にいかに効率的に住宅地を配置するか。その結

論としてここの一生懸命審議した中の３案の中で、３の１の案でよろしいね、じゃあこ

ういう結論にしますよということで終わりました。それで結論を出しました。いいです

か、今ので。（「はい、それは了解しました」と呼ぶ者あり） 

議 長（阿部 均君）どなたが今手を挙げたんですか、挙手。１０番岩佐 隆君の発言を許します。 

１０番（岩佐 隆君）はい。まああのね。この件については私も一般質問をさせていただいたり、

先ほど中身の地質とか全体の税制関係の問題とかいろいろ質問、質疑しましたので、ま

あ私もこれについては産建常任委員会でも本当に真剣になって、早く本当に建設するた

めにはどういうふうな手法が一番いいのかということで、みんなね委員会の閉会中の調

査の中で一生懸命ね、いろいろ調査して、そして最終的には先ほど委員長がお話あった
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ように、早くするためにはね、やはりあの９．７ヘクタールの市街地の中に、中層で盛

り込んで全体のね、災害公営住宅の戸数をバランスよく配置をして、そこで全体的に前

倒しして早くできるんだということでいろいろ議論して３回もね話をした中で結論づけ

た話なんですよ。これは後でね、今、齋藤慶治議員おっしゃったように政策提言で４名

の方より委員会に出していただいたということで、我々も委員としてね、それはきちん

と委員長が特別委員会に出した話だからという話をさせてもらって、その中でね、やは

り政策提言であれ政策立案するっというのは、基本条例の中にうたっていて佐山議員お

っしゃったように、我々議員としてもあるいは議会人も必要なことなんです。ただ、や

はりいろいろねそれについて物事について勉強すると、それが基本になるべきだと思う

んですよ。そういう形できちっとやっぱり議会が、あるいは議員がこの災害公営住宅、

あるいは市街地、あるいは被災者の人たちに一日でも早く、やはりあの災害公営住宅に

入ってもらいたいとか、あるいは市街地に入ってもらいたいといった思いを持っていろ

いろ勉強しながら、やはり結論を出したり政策提言をするべきだと思うんです。 

      我々、先ほど言ったように委員会の中で３回、いろいろな形で執行部も呼んで、そし

ていろいろな質疑をして、そこの中での結論を出したんですよ。ところがね、政策提言

の４名の皆さんはどのくらい集まってどういう形で勉強したというお話も聞いていませ

んけども、内容だけはちょっと見させてもらいました。ただ、やはりきょうのね、道合

地区のね、住宅の関係でいろいろ執行部から資料を出していただきまして、こういった

資料とか中身の先ほど来いろいろ出てきているような、そういったお話を十分に調査・

研究しながら政策提言として出してくれたのかどうか。我々の委員会でさえ、きょう出

していただいた資料については十分にね、議論として資料として提案されなかったんで

すよ。我々は執行部と同じ形で対等に議論するという、そういった議会制民主主義のあ

り方ねえ、考えにいくときに、やはりお互いに真摯に執行部であれば事業あるいは政策

を出すときに、その背景になるいろいろな部分を真摯に出してもらわないと、我々ねえ

一体的な形でこの議会の中で議論・質疑できないと思うんですよ。 

      そういう形で、町長はずっと就任当時から議会に対してはね、丁寧な説明をする。そ

して資料もねきちんと出して、そこの中でやはり議会の皆さんからいろいろ提言なり質

疑、あるいは議論していただいて結論を出していくという話をね、ずっとね、我々議員

の中でやっていただいているんです。我々はそういった形のね、真摯なね、考え方、あ

るいは執行部全体としてそういった形の真摯な対応、それを受けてね、ここの中で議論

するという形でなければ、本当に山元町のね、町民のため、あるいは今回ね、被災者の

ためにつながっていかないと思うんですよ。そういった部分ではね、我々、先ほど来出

てきたように土地の買収の契約書の問題とか、あるいは道合地区の事業全体のこの比較、

きょう出てきたり、あるいは全体の中で我々が今までね本当に全員協議会なり、あるい

は特別委員会でねお出ししていただけるような説明していただけるような形がいろいろ

あったと。そういうことで考えると、我々は本当に執行部に対しても、我々自体に対し

てもそうですけれども、せっかくね、こういう形で議会で我々は議員として、本当に町

民からの負託を受けて議会の場で町民の代弁者としてきちっとお話をできるそういった

状況にあるんですから、やはり執行部としては対等な立場の中でいろいろ資料を出して

もらいながら議論をする。それをあの質疑あるいは最終的には議決という形になるんで

すけども、その前の段階でのやっぱり真摯な対応が私は必要だと思います。 
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      きょうの時点で見ても、本当にまだまだね、いろいろ調査すべきこともあるし、実際

にはね、我々のわからなかったことが本当にきょうわかったこともね、あったというこ

となので、そういう部分も含めて、やはり議員の皆さんがどういう形でね、今回の件に

関して、議会で２回否決したという部分で本当に重要な案件だと私は思うんです。そう

いう形だからこそやっぱり慎重に議論をしながら、慎重に調査しながら結論を出すとい

う形でなければ私は町民の負託に応えられないと思いますので、その辺についてもね、

誰かね議員の人たちで話があればお願いしたいと思います。 

議 長（阿部 均君）８番佐藤智之君の発言を許します。 

８番（佐藤智之君）はい。２月の常任委員会で、Ｃの１ですか、これでいいのではないかと。 

議 長（阿部 均君）３の１ですね、結論出しているのは。 

８番（佐藤智之君）失礼しました。３の１でいいのではないかと、そういう話が大半を占めたわ

けです。ただ、先ほども話がありましたように、２名の委員からですね、少数意見が出

されたと。私個人としてもその後、やはり３の１の問題が今後どうなるんだろうと。要

するにあの道合地区のあの請願が出された問題について、やはりどっかで議論しなくち

ゃなんない。また、それをいろいろと進めていかなくちゃなんない。そう思ったときに

５月２９日の特別委員会だったでしょうか。要するに坂元川の南側のあの都市計画決定

区域内と、それから道合地区に中層化する件、この２つの比較検討を見たときにですね、

やはり私個人としても道合地区をもう一度検討しなくてはならないのかなと、そう思っ

た次第であります。まあたまたまそういうことで、きょういろんなこういう議論が伯仲

しておりますけれども、私個人としてもそういう経緯をたどって４名の中の１人として

賛同した１人でございます。以上です。 

議 長（阿部 均君）１２番佐山富崇君の発言を許します。 

１２番（佐山富崇君）はい。佐藤智之議員、あなたはいつも落ちついたお話で大変結構なんであり

ますが、今回あなたは６期も連続して議員しているんですよ。齋藤慶治議員にばかり厳

しいことを言いましたが、あなたも責任は大きい。いや慶治君これまずいよと、議長に

出すべきだと何でおっしゃらなかったんですか。連続６期ですよ。ここで遠藤龍之議員

とあなたが議員のあいつでは古いんだ、６期というのは。これは町長に持っていくべき

じゃないよ、議長に出すべきだと。そして議長が言うことを聞かないときは、我々は過

半数持っているんだからそれなりの対応しようよという形で、何でご助言いただけなか

ったんでしょうか。これも私は残念に思っています。常に落ちつきがあって冷静沈着な

佐藤智之議員にしては間違った方向づけをしたもんだなと、議員の動きをしたもんだな

と思います。もっとしっかりしてください。そうでないといつも間違った方向に議会は

行ってしまうの。そうなると議会不要論が出ます。地方自治体に議会は不要、そうなっ

てしまいますから。そうでなくとも人口が減ってるから議員の数多いんじゃないかとか、

そんな声が一般に出るんです。私は報酬は減らしてもいいから議員の数は減らすべきじ

ゃないんでないかと思ったり、あるいは無報酬でいいから議会は夜だけやったらどうか

とか、いろいろ別なことも含めて検討すべきじゃないのかと私は思っています。ですか

ら間違った方向づけをしていくと、そういう話が町民の間からも、有識者と言われる方々

の間からも出てくるんです。６期も７期もやった議員さんは間違った方向づけは絶対し

ないようにお願いしたいものだなと私は思っております。 

議 長（阿部 均君）今の件に関し、佐藤智之君の発言を許します。 



- 93 - 

８番（佐藤智之君）はい。先ほども話ありましたように、政策提言という形で今回賛同したわけ

でございますけれども、いろいろ相談した中で政策提言、直接、町長に出す、あるいは

議長に出す、いろんな方法はあったんでしょうけども、今、佐山議員からですね指摘さ

れたことを踏まえて、やはり反省すべき点は反省をしながら、今後しっかり取り組んで

いきたいと。以上、思います。 

議 長（阿部 均君）ほかに発言はございませんか。１番青田和夫君の発言を許します。 

１番（青田和夫君）はい。１点だけお願いします。（「マイクを少し自分のほうに寄せてください」

と呼ぶ者あり） 

      先ほど説明された４人、これが８人になったという話があります。そこで、なぜ全員

に話をしてくれなかったのか。そこが一番のみそでありました、私は。なぜ仲間として

今までやってきて話が一言もなかったのか。あいつは最初からだめなんだと、そういう

思いでの８人なのか、そこの辺が非常に自分としてもふがいない。なぜ相談されなかっ

たのか。今までいろんな形でいろんなことを相談してやってきました。にもかかわらず、

この件に関してはかやの外だった。初めて議会に来てわかりました。その辺だけ、１点

だけお伺いします。 

議 長（阿部 均君）７番齋藤慶治君の発言を許します。 

７番（齋藤慶治君）はい。全体に声をかけなかったということも私の立場としては反省点であり

ます。まあそれ以上に、先ほど議長のほうに申したように、議会のほう、特別委員会等

で皆さんから意見集約の場、意見交換の場、その場をもっともっと活用すればよかった

のかなと。その点ほうが私としては反省するところであります。ただ、先ほど言ったよ

うに全体に一人一人に声かける云々というのは、その場面とかタイミングとか距離で何

も他意はありません。以上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに発言はありませんか。１３番後藤正幸君の発言を許します。 

１３番（後藤正幸君）はい。私もね齋藤慶治議員から提言するのに賛成してくれないかと相談され

た一議員として発言します。 

      実は、私そのように提言したいんだって相談に来られたとき、私はこのように言いま

した。「政策提言というのはあくまでこれは産建のほうで審査していて、総務では審査し

ていないことなんで、提言は私は賛同できないんだ」と明確に言いました。むしろ提言

するんであれば産建でよっく議論して、その産建で提言したらいいんじゃないですかと

は言ってやりました。ただ、私が言ったようには進まなかったんだけれども、相談され

たとき明確にそのように言いました。 

      それでですね、私が一番気にしているのは、この産建の７人の委員がね、今の議論を

聞いていても、委員会で決定したことがどうなんだってよく言うんですすよ。ですが議

長がさっきの読んだ考察、要するに産建の委員長が議長宛てに報告書を出していますね。

（「はい」と呼ぶ者あり）それを私が読んでいればですよ、最後の言葉にこう書いてあり

ます。「全体で議論し、早急に方向性を決定したらいかがですか」と書いてありますね、

さっきの読んだの。間違いありますか。（「はい」と呼ぶ者あり）間違いないでしょう。

というのに決定したとかしないとか、ああだのこうだのって、要するにね産建の人たち

の審査した結果がこう明確に、お互いにそっちさ行ってこっちさ行って話を私が聞いて

いると、どっちが本当なのかわかんなくなる。でも、私はその報告書を忠実に読んで、

報告書が正しいんだと私は思って進んでおりますが、相談された立場からの意見として
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そういうようにこう私は報告しておきます。以上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに発言はございませんか。 

１０番（岩佐 隆君）はい。政策提言でね、今、後藤議員言われたように、政策提言を相談されて

も今のようなお話をしたという形になると、先ほど町長がね、議会の中でお話ししてい

ただいた、８人の議員の人たちの政策提言を受けたから私が今回議案として出したんだ

という部分の根底が間違いなく崩れてくるし、まあ私は政策提言そのものは先ほど言っ

たように非常にいいと思うんです。先ほど慶治議員が基本条例特別委員会の委員長をし

たから慶治議員がまとめたという話だけれども、実際は私が議長のときに、基本条例を

ねやっぱりつくらないと、これから山元町の議会がほかの議会から遅れてしまうと。や

はり民主的にきちっと執行部と議論できるような形の条例をつくるべきだという形の提

案を私させてもらって、そして議会の中で基本条例をつくるような動きになって、特別

委員長を慶治議員に選んでやってもらったという形になるんです。 

      ですから私はね、この基本条例の思い入れも、ほかの議員の人たちもそうですけれど

も、それ以上に私は強くて、やはり議会があるべき姿をね、執行部ときちんと議論でき

るような形でやっていくべきだという私の思いが議長時代あったんですよ。それで山元

町の基本条例をつくったという意味合いからすると、今回ね本当に私は残念でなりませ

ん。やはり議会の姿というのは本当に執行部と真摯な議論をこの議会の中でして、やっ

ぱり町政の方向だったり、町民が本当に幸せになる方向を前向きにね議員の中できちっ

とした議論をしながらやっていく。それが私の本来、基本条例を議会に最初に出して、

そこの中の議論で、最初は基本条例自体は余りほかの議員にも受け入れられなかったん

ですけれども、何回も何回もそれを話すことによって基本条例自体を理解してもらって、

そこで特別委員会つくって基本条例をつくった経緯があるんでね、そういった意味から

してやはり政策提言の必要性、政策立案の必要性については私も否定するものでも何も

ないので。 

      ただ、やはりせっかくね、いろいろな提案をする場合に、やっぱり議会として議員と

していろいろな勉強をして、そこの中でね、やはり町にとって先ほど言ったようにいい

もの、あるいは今回だったら被災者のためになるもの、それを全体で考えながら議論し

て、最終的な結論を出して、それでやはり執行部とね質疑・議論をするということで、

最終的にはね結局、議決という形になりますけれども、その前の過程が一番大事なんだ

よっというものも基本条例にうたっているんです。それを考えないと、我々議員それこ

そ佐山元議長が言われるように議会の存在価値もないし、議員の存在価値もなくなるの

で、それを自分たちからねかなぐり捨てるという形では、私はうまくないと思いますの

で、そういった部分ではねやはり政策提言をする以上、自分たちがきちんと勉強しなが

ら、そこで執行部を巻き込んで具体的な公平な議会の中での議論をするという形で考え

ながら基本条例を提案したし、あるいは基本条例をそういう形で私はね進めてきた経緯

がありますので、今回の議案についてもぜひそういったことも含めて議員の皆さんによ

く考えていただいて、やはり方向づけをしていただいて、本当にね、結論を出す上での

一つの判断、あるいは今までの本当に議員として議会としてどうだったのかという部分

も自分自身も反省をしながらね、今回の道合地区の件に対応すべきでないかと私は思い

ます。 

議 長（阿部 均君）ほかに発言はござませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）なしということでございますので、これで自由討議を終わります。 

                                              

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は午後９時といたします。 

午後 ８時４８分 休 憩 

                                             

午後 ９時００分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）自由討議により議案第３７号の質疑が中断いたしましたので、質疑を再開い

たします。質疑を許します。１３番後藤正幸君の質疑を許します。 

１３番（後藤正幸君）はい。予算書の１１ページの情報管理費、それから１２ページの戸籍住民基

本台帳費…… 

議長（阿部 均君）１件ずつお願いいたします。 

１３番（後藤正幸君）いやいや違う、両方関連しているんです。１件の質問なんですが、予算一緒

になっているんで。この費用の件なんですが、うんと簡単な質問なんですが、本人を確

認するためにＩＣカードをつくって配ると書いてあるんですが、そのＩＣカードに個人

番号とか基本４情報とか顔写真とかが入るとこう書いてあるんですが、ＩＣチップのほ

うに入るのか、ＩＣカードのほうに。要するに第三者が見てもすぐわかるようなこの３

つの点が出てくるのかどうかを伺います。 

議 長（阿部 均君）企画財政課長後藤……違うの。町民生活課長佐藤澄三郎君。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい。ただいまの関係につきましては町民課の所管の部分になりま

すので、私のほうからご回答申し上げたいと思います。 

      個人番号カードの交付につきましては、この部分については希望の申請によりまして

カードを発行するということでございます。そのカードの中に情報として入るものにつ

きましては、住所・氏名・生年月日・性別とあと個人番号というものがこの個人番号カ

ードの中に入るというような内容になってございます。 

１３番（後藤正幸君）はい。要するに、そのカードの中に他人がそのカードを見てもわかるように

表示されているのか、それともこのＩＣチップっていうちっちゃなやつだと他人が見て

もわかんないんですよね、機械にかけないと。だからチップの中に入るのかどちらなの

かということを聞いているんです。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。お答え申し上げます。 

      そのＩＣチップの中に記録されまして、まあ外見上は写真が掲載されるというような

内容になります。 

１３番（後藤正幸君）はい。その中に含まれております基本４情報というのはどういうのか、４つ

の情報を教えてください。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい。基本４情報につきましては、住所・氏名・生年月日・性別で

ございます。 

１３番（後藤正幸君）はい。今の件はわかりました。 

      続いてですね、１７ページ、一番上、商工費の中の新商店街活動推進事業補助金てい
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うものをお聞きしたいんですが、新しい商店街、要するに新市街地の商店街と旧山下の

商店街とか旧坂元の商店街等を集積するために、その融合とか連携を図るために核とな

るようなことをやるんだと書いてあるんですが、いまいちわからないのは補助金ですの

で、これを個人にターゲットを絞って出すのか、個人だったらどのくらいの件数を見て

いるのか、要するに限度額だね。どのくらいの補助金なのかとか、そういったことをお

聞きしたいんですが。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。これは商工会のほうに補助金を支出しますけれども、商

工会のほうでこれは販売促進のイベントとか、あるいは勉強会を行うだとかというよう

なことなので、個人ではなくて組織体としてまあ、あの事業を実施するという内容でご

ざいます。 

１３番（後藤正幸君）はい。商工会に出すっていうんだけれども、何て言うの、商工会としてはこ

れは一つの事業にぽんと全部この２５０万を出すのですか。それとも分けて出すのかお

伺いします。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。商工会自体は全体の事業費として３００万の事業になり

ます。そのうち町のほうから補助金として２５０万を支出いたしますので、商工会のほ

うでの執行というようなことになります。その５０万の差額については、商工会のほう

で事業者負担というようなことでございます。 

１３番（後藤正幸君）はい。そうすると、役場のほうで２５０万、商工会で５０万盛ってイベント

は１回のみなのか、複数回を計画しているのか。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。今のところの事業計画で上がっているのは複数回で、今

のところは４回というふうにイベント等については見ております。 

１３番（後藤正幸君）はい。わかりました。 

      続いて、同じ１７ページの一番下かな。今問題になって自由討論したところの、明確

に言いますと先ほど遠藤議員が質問したものの続き質問したいんですが、土地の売買契

約について質問したいんですが、この売買契約書を見ておりますと、どこの行政でもこ

ういったものでやっているんだと思います。要するに、議会に提案しても否決されると

いうことないからというような簡単な考え方で恐らくやっているんだと思います。今か

らもいっぱいこういうのはあるんだと思うんで、改めてほしいのでこれに関連して言い

ますが、普通、売買契約というものが成立してお金やりとりしていなくても、売るって

言ったほうと買うって言ったほうがおのおのどちらかで倍返しと半分やらなくてわかん

ないように法律ではなっているんです。ですからたまたまこういう土地、相手から請求

すらんねからいいんではなくて、十分こういった法律も勉強して、こういうようなのは

あくまで仮契約とか何かで進めるような方向に改めてほしいなという思いでお話ししま

したが、町長、改める気があるのかないのか、お伺いします。 

議 長（阿部 均君）町長齋藤俊夫君。ああ、問題点がわからない。改める部分ですか。（「検討し

ていいんだ。改めるって言わないで検討する」と呼ぶ者あり） 

町 長（齋藤俊夫君）はい。お時間とらせました。 

      売買契約書のこの条項のうたい方ですね。確かに改めて条文をですね読み返したとき

に、いわゆる対等な関係での条項整理になっているかというふうな視点で考えるときに

は、ちょっと検討の余地があるかなというふうにも思いますので、改めて精査をして、

まあ一般的といいますか、常識的な形での契約書のありようというようなことで、ちょ
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っと検討をさせていただきたいというふうに思います。 

１３番（後藤正幸君）はい。何か問題が出てから騒いだのでは申しわけないと思うので、早くから

検討してほしいなと思います。 

      続いて、同じことなんだけれども、同じ後藤課長のほうさお伺いしたいんですが。 

      道合地区の事業の話ですよ。ことしの予算ですと１億３，２９５万２，０００円補正

予算で計上されていてですよ、そしてことし以降のことを債務負担行為で４億１，５０

０万も計上なさっているんですが、この債務負担行為というのは先ほども議論を聞いて

いますと、要するにまだはっきり煮詰まらない部分も含めて債務負担行為の額を決定し

てるんですよね。普通、複数年度にわたって工事事業をする場合ですよ、こういった債

務負担行為ということで継続するんだということでやっているのは十分承知しておりま

すが、私の思いですよ、直せっていう意味でねえがんね。これを提案するときはことし

の分だけ本当は提案しておいて、それが採決されていいと言わったら、もう少し具体的

に煮詰める調査してしまうでしょう。そしてそれがわかった時点で、次の議会あたりで

債務負担行為をきちんとした金額を提案していただければベターじゃないかと思うんだ

けんども、財政課長の思いはどうなんでしょうか。私の考えが間違っているかどうか。 

企画財政課長（後藤正樹君）はい。同じこととしてお答えさせていただきたいと思います。 

      先ほども申し上げましたように工事の関係、いろいろな考え方があります。要はある

年度でですね設計をやって翌年度に工事請負費を発注するというやり方も当然あります

し、いろいろなやり方があります。ただ、一般的にといいますか、特にこの東日本大震

災以降ということで限って申し上げれば、やはりお尻が決まっているといいますか、い

ついつまでに完成させなければならないという話の中で、先ほどの議論の中でも債務負

担行為、要は設計とかをちゃんとやらなければ具体的なお金が出てこないんじゃないか

というような問題提起もいただいたのも事実ではあるんですが、予算どりの仕方として

ですね、先ほどの説明でもあったように、今の段階で考えられる部分で予算措置をする

というやり方を今回とったわけですが、そういったやり方も十分にあり得るのではない

かというふうに私としては判断をしたところでございます。以上です。 

１３番（後藤正幸君）はい。よくわかりました。要するにいろいろな方法があるんで、今回は概算

かもしれないけんども債務負担行為も一緒に提案しているということはわかりました。

それでこの債務負担行為の４億１，５００万の中には、工事を含めて土地を購入したり、

いろいろな場面で大きな契約ですね。要するに５，０００万以上の金は全て議会に報告

して承認をもらわなければならないということで、明確にそれを報告して承認もらうよ

うに努力していただきたいなという思いを申し上げて終わります。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。先ほどの個人番号カードの表記の関係につきまして、

私、間違った回答を申し上げましたので訂正をさせていただきたいと思います。 

      個人番号カードにつきましては、身分証明書も兼ねるというようなことで、さっき申

しました基本４項目と、あと個人番号につきましてはＩＣチップでなくてカードの中に

表示をするということでございますので、訂正をさせていただきたいと思います。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。（「休憩」と呼ぶ者あり）（「賛成」と呼ぶ者あり） 

                                              

議 長（阿部 均君）休憩の動議が出ており賛成者もおりますので、この際暫時休憩といたします。

再開は何分必要ですか。（「２５分でお願いします」と呼ぶ者あり）再開は午後９時２５
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分といたします。 

午後 ９時１５分 休 憩 

                                             

午後 ９時２５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

議 長（阿部 均君）町民生活課長より、先ほどの１３番後藤正幸君の質問に対し、再々修正があ

るという申し入れがありますので、答弁を許します。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。大変申しわけございません。先ほどの訂正での回答の

折に、カードに基本の４情報について、カードのみに記載されるような関係でお話しい

たしましたが、カードとあとはＩＣチップの中にも記録をされていると。両方にその情

報が入り込むというようなことですので再度、訂正させていただきたいと思います。 

議 長（阿部 均君）１３番後藤正樹君よろしいですか。（「もう一回質問してもいいの」と呼ぶ者

あり）いやいや、質問じゃなくて今の確認。こっちは答弁ですから。（「だから確認して

またいいんだ」と呼ぶ者あり）ああ、まだいいですよ。はい。 

      １３番後藤正樹君の質疑を許します。 

１３番（後藤正樹君）はい。要するにＩＣチップのほうに入ると、この情報をどこの人でも見るこ

とができるようになるのね、行政の方々は。そうでしょう。カードさだけただ書かれて

いるんなら見られないんだけれども、だからどこでも確認できるっつうことになるんだ

ね。 

町民生活課長（佐藤澄三郎君）はい、議長。そのＩＣチップの中身の関係でございますが、そこに

記載されている項目につきましては、基本情報のみという内容と個人番号の番号のみの

記録というようなことでございますので、その他の税情報とかそういった個人に関して

のその他の情報は記載、記録されてございませんので、そういった関係についてはこの

基本４情報のみの記録というようなことでご理解をいただきたいと思います。 

議 長（阿部 均君）よろしいですか。はい。 

      休憩中に動議の提出があります。今、議題となっております議案第３７号に対し修正

案の提出がありました。 

                                              

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。直ちに議会運営委員会の方は第３委員会室

にお集まりください。 

午後 ９時２９分 休 憩 

                                             

午後 ９時４５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）ただいま休憩中に１０番岩佐 隆君外２名から修正の動議が提出され、これ

を受理したのでその写しを配布しております。 

      まず、原案についての質疑が途中であり、これを終了させ、その後、修正案について

提出者から説明を求め、質疑に入ります。 
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      これから原案に対する質疑を続けます。ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

                                              

議 長（阿部 均君）次に、修正案について提出者から説明を求めます。１０番岩佐 隆君、登壇

願います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それでは、資料の朗読をもって修正動議の提出にかえさせてい

ただきたいと思います。 

      議案第３７号平成２６年度山元町一般会計補正予算（第１号）に対する修正動議。 

      上記動議を地方自治法第１１５条の３及び山元町議会会議規則第１６条第２項の規定

により別紙の修正案を添えて提出します。発議者、山元町議会議員岩佐 隆、山元町議

会議員岩佐 豊、山元町議会議員青田和夫。平成２６年６月２３日。山元町議会議長阿

部 均殿。 

      議案第３７号平成２６年度山元町一般会計補正予算（第１号）について、一部修正す

る動議を提案します。 

      内容につきましては、今まで議会で議論されております災害公営住宅の道合地区の用

地購入等を修正する件でございます。きょうの一般会計補正予算の議論、また議会でね、

自由討論がなされ、また一般質問、その中でもおわかりのように、ま今回の町長の提案

につきましては議会で２回否決されている案件でもあります。また、今回については先

ほどの自由討論でもわかりますように、議員が政策提言ということで町長に個人的にお

出しをして、そして町長が個人的な案件として受けて今回、議会にその中身を提案した

件、それにつきましては先ほどの質疑の中でわかりますように、政策過程が大変不透明

であるということとか、また議会の中でもきちっと調査研究をしながら提案をして今回、

提言に当たったのかという疑問とか、あるいは実際に２４年当時の買収の件、まそれも

やはり今回の議会の説明の中でも非常に不透明さが残る。そういった部分があります。 

      特に町長は、コンパクトシティといって３つの新市街地にインフラを集約することで

今後の住民が戻ってくれるまちづくりをしていくと言っておりました。坂元地区につい

ては、災害公営住宅が１２棟道路を挟み大きく分かれていく点、また坂元新市街地全体

の工事費の関係を見ますと、やはり道合地区に工事費を増させることによって、全体の

９．７ヘクタールの災害公営住宅を含めた市街地の整備から見ると工事費の増につなが

るという点。まあこれはあくまでもね国の復興交付金でありまして、基本的には我々の

税金でもあるということを勘案し、また災害公営住宅の入居が２８年２月ということで、

まあ大幅に全体的には６８戸の戸数を考えますと大幅におくれていく点。先ほどの質疑

の中でもありましたように、災害公営住宅９．７ヘクタールの中でもやはり実際にはそ

ういう形になっていないということでございます。それで今回、やはりより安心・安全、

環境的にもよりよい環境をつくるために、ぜひそのような観点から修正案を提出したい

と思います。 

      それでは、次に修正案の概要についてご説明を申し上げます。 

      概要につきましてはこの資料を見ていただいて、議案第３７号平成２６年度山元町一

般会計補正予算（第１号）の修正案、これについて説明をしたいと思います。 

      最初に歳出の関係から説明をしたいと思います。５ページをご覧ください。 
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      ５ページについて説明をします。これについては歳出の関係、８款の関係ですけれど

も、これを全部削除する、５ページに関しては。 

      次に、歳入の関係の修正をしたいと思います。歳入の関係で繰入金の修正。これにつ

きましては繰入基金、修正前の金額から修正後で２億９，２８９万５，０００円、これ

の数字にしていただいて計で１０億３，９５６万２，０００円。あと区分の節で財政調

整基金の繰り入れ。その繰り入れの部分についても１億５，２０２万８，０００円とし

ていただいて、７節の部分、震災復興交付金の基金、これにつきましても１億２，５６

４万４，０００円としたいと思います。そういう形で全体の修正額ですけれども、２億

９，２８９万５，０００円です。 

      あと、下の町債については修正削除するということで説明をしたいと思います。 

      次に、一番最初のページ、第２表のページをご覧ください。 

      債務負担行為の補正を次のように改めるということで、追加の部分で、これについて

は全部削除修正をするということ。あと第３表についても削除修正をするという形で説

明をしたいと思います。まあ削除修正をした中で次のように改めていきます。 

      まあ以上のように修正案、全体の関係の予算で今お話ししたような形で修正をさせて

いただく案でございます。議員の皆様には今までの議論、自由討議、いろいろ聞いた中

で賢明な判断をお願いし、私からの今回の修正案の修正動議の説明にさせていただきた

いと思います。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから修正案に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。討論は山元町議会先例８８番（１）②によって、

原案賛成者、原案反対者、修正案賛成者の順に行います。 

      まず、原案に賛成者の発言を許します。５番竹内和彦君、登壇願います。 

５ 番（竹内和彦君）はい。それでは、ただいま、きょうは大変いろいろ議論してまいりました。

それで、私は原案に賛成の立場から意見を申し上げます。 

      今回の１２戸の災害公営住宅、これをどこにつくるかということでありますが、今工

事中の坂元の新市街地、こちらにつくるとなればこの追加変更というふうなことになり

まして工事が遅れる。これは３カ月程度さらに遅れると。今でこそ３カ月、４カ月遅れ

ている工事がさらに遅れるということになります。被災者の方は一日も早く災害公営住

宅の完成を待ち望んでいるという状況であります。 

      それから、この１２戸分の災害公営住宅は、できるのであれば道合地区に排水整備と

一緒に一体的にやるべきだと思います。この場合はこの財源というものは災害復興交付

金ということで対象になるということでありますので、やはりコスト的に見ても一番、

町民のためになるということだと思います。 

      以上のことから、道合地区に災害公営住宅と排水整備を一体的に整備するということ

が最も早く公営住宅を供給でき、かつコストがかからない方法だというふうに思います。

よって、私は原案に賛成いたします。以上です。 

議 長（阿部 均君）次、原案に反対者の発言を許します。反対者の発言です。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）次に、修正案に賛成者の発言を許します。９番岩佐 豊君、登壇願います。 

９ 番（岩佐 豊君）それでは、修正案に賛成の立場から討議いたします。 

      ただいま原案に対して賛成者の発言がありましたけれども、本来ですとその議案に対

して反対から始まるのかなと思っておりましたけれども、ちょっと違ったので。まず、

修正案に賛成の立場から。 

      きょういろいろ長い間、本当に議論してきましたけれども、まず今提案されている、

修正案じゃなくて提案されている議案に対しては、非常に提案されるまでの過程が不透

明である。先ほどの自由討論でも話ありましたけれども、議会の議決そのものを最初か

ら否定するような議員の８名の方の政策提案があって、それを根拠に提案するというよ

うな方法ですね。私はこれは民主主義議会にあってはならないことだとまず思っており

ます。 

      まずもって一つ一ついきますけれども、町の提案に対してはこれまで二度、残念なが

ら否決をさせていただきました。それはきょう傍聴された方も審議の中でいろいろその

過程というのはわかったと思いますが、今回、町でさらに提案された中身を見ますと、

まず、よく町長からお話を聞いたのは、今回ね、道合地区の排水対策も同時にできるん

だというようなお話がございましたけれども、これはこの議論とは全く別のものでね、

それは確かに町の課題ではありますが、この道合地区というか中層集合住宅のある場所

ということでは、私は排水対策を根拠に述べるものではないと。なぜかといいますと、

今回の震災でのいろいろな予算づけというのは、効果促進事業とかいろんなものがある

わけですね。それで、排水対策は排水対策でそのような手法も私はとれるんではないの

かなと。そのようなことがまず全然議論されなかったということで、これを人質にとっ

たようにしてずっと言われていることが私はちょっとおかしいのかなと思っておりまし

た。執行部側がよく言われたのは、一日も早く安心していただきたいと。これは私たち

も全く同じです。現実に今の町の説明ですと８名の方々が早く供給できるというような

お話ですけれども、道合地区につくると開始が２８年の２月からです。確かに最初は早

く入れる方もいますけれども、最終的には被災した人たちはやはり最後なんです。その

人たちへの配慮がなくて、早くできる早くできるというこの手法もおかしいと思います。 

      私はこのようなことから今回、修正案という形でこの部分を除いて、議案第３７号に

ついては修正案という形で出されていることに対して私は賛成したいと思います。要す

るに、スピードも速くできるということも説明されてきましたけれども、予算的にも安

くできるんだというような、これが早くて安いいい方法だというような話がありました

けれども、現実に道合地区のほうに土地を求めてやれば、土地代と造成費は間違いなく

かかるわけです。私たちはやはりその辺も慎重に考えていかなければだめなのかなと、

そのような観点から私は修正案に対して賛成の立場からお話をしました。終わります。     

議 長（阿部 均君）ほかに討論はありませんか。８番佐藤智之君、登壇願います。 

８ 番（佐藤智之君）はい。ただいま議題となっております議案第３７号平成２６年度一般会計補

正予算（第１号）、８款４項３目公営住宅建築事業費１億３，２９５万２，０００円につ

いて、原案賛成の立場から討論をいたします。 

      坂元川南側エリア区域内の一部を中層化した場合には、住宅用地のほかに道路・緑道・

緑地帯の土地利用計画の変更に伴い、認可申請図書の修正に約３カ月を要すること。ま
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た、逆に道合地区を中層化した場合は、住宅用地の変更のみで許可申請の修正が短期間

で可能であること。また、道合地区の排水、道路の整備では坂元川南側エリアを中層化

した場合、町単独費の対応となるため、約７，９００万円の負担が生じること。道合地

区を中層化した場合は、災害交付金対象となるので町負担が生じない。３点目に、住民

意向では坂元川南側エリアに中層化した場合、まちづくり協議会の要望である公共施

設・公園・緑地の一体利用に支障が生じる。道合地区を中層化した場合は、まちづくり

協議会の要望の公共施設・公園・緑地の一体利用が可能となる。このことから、道合地

区に中層住宅を建築したほうがよいと思う立場から、原案に賛成をいたすものでありま

す。以上です。 

議 長（阿部 均君）ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで討論を終わります。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから、議案第３７号平成２６年度山元町一般会計補正予算（第１号）を

採決します。 

      まず、修正案について、起立によって採決します。 

      本修正案に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議 長（阿部 均君）起立少数です。 

よって、修正案は否決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）次に、原案について、起立によって採決します。 

      原案について賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議 長（阿部 均君）起立多数です。 

よって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１１．議案第３８号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。議案第３８号平成２６年度山元町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

      今回の補正予算につきましては、歳入歳出の総額にそれぞれ３，５１６万１，０００

円を追加し、総額をそれぞれ１９億７，７４６万５，０００円とするものでございます。 

      まず、６ページのほうをお開きください。それとあわせてですね、附属説明書の３１

ページをご覧ください。歳出の説明になります。 

      まず、１款総務費の町税費でございます。地方税法の改正に伴いまして電算システム

の改修を行うための費用を計上してございます。 

      ２款保険給付費１項療養諸費と２項の高額療養費につきましては、医療費の増加が認

められまして不足額を生じる見込みとなりましたので、増額の補正をするものでござい

ます。 

      ８款保健事業費につきましては、特定健診未受診者の勧奨事業としまして計上するも
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のでございます。 

      続いて、前ページの５ページをご覧ください。歳入の説明になります。 

      歳出に見合います財源を基金の取り崩しをもって対応するものでございます。 

      以上、議案第３８号についてご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご可決賜

りますようお願い申し上げます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

      ６番遠藤龍之君の質疑を許します。 

６ 番（遠藤龍之君）６ページの保険給付費療養諸費の負担金補助金の関係についてであります。

退職被保険者等療養給付費の増として１，９３１万９，０００円計上されておりますが、

この理由についてお伺いいたします。この時期の補正ということではちょっと額が多過

ぎるのかなというような疑問からの質疑であります。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。増加の理由でございますけれども、実は大病を患いまし

て長期入院をされている方がいらっしゃいます。この方の医療費が数百万の単位という

ふうなことでございますので、それの不足分につきまして補正をさせていただきました。

以上でございます。 

６ 番（遠藤龍之君）はい、議長。この財源なんですが、財源を見てみますと財政調整基金の取り

崩しで対応ということになっているんですが、ほかの財源というのは措置されないので

しょうか。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。今般、歳入につきましては基金の取り崩しで対応いたし

ましたが、これにつきましては給付費等、交付金なりなんなりで後に入ってくるという

ふうなものでございます。（「はい、わかりました」と呼ぶ者あり） 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから、議案第３８号平成２６年度山元町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）を採決します。 

      お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。よって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１２．議案第３９号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。それでは、議案第３９号平成２６年度山元町介護保険事

業特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

      今回の補正予算につきましては、歳入歳出のそれぞれに４４万９，０００円を追加し、
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総額をそれぞれ１２億７，３２７万１，０００円とするものでございます。 

      それでは、６ページのほうをお開き願います。あわせてまた附属説明書につきまして

は３２ページになります。 

      最初の説明からになります。介護予防といたしまして、地域支援事業であります高齢

者食生活改善事業に係る経費のほうを計上してございます。 

      前ページ、５ページ、歳入の説明になります。 

      歳出に見合う財源といたしましては、地域支援事業に係りますそれぞれの補助金等の

負担割合というのがございまして、それのほうの計上でございます。３款国庫支出金に

つきましては２５パーセントというような額を計上してございます。それから、４款支

払基金の部分ですが、こちらは２９パーセントとなります。５款県支出金１２．５パー

セント。それから７款繰入金につきましては基金繰り入れのほうから２１パーセント、

それから一般会計繰入金としまして１２．５パーセント、合わせて１００パーセントと

なるものでございます。 

      以上、議案第３９号につきまして説明を申し上げました。よろしくご審議の上、ご可

決賜りますようお願い申し上げます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから議案第３９号平成２６年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１３．議案第４０号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい、議長。それでは、議案第４０号平成２６年度山元町水道事業

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

      今回の補正は、上下水道事業の業務委託及び窓口事務並びに料金計算事務などを一括

して業務委託に要する経費を債務負担行為として計上するものであります。 

      第２条平成２６年度山元町水道事業会計予算第４条の２に次の債務負担行為を加える。 

      次項でございます。上下水道事業包括的業務委託に要する経費。期間、平成２７年度

から平成３１年度まで、５年間でございます。限度額３億２，３００万円でございます。 



- 105 - 

      それでは、包括業務委託の内容についてご説明させていただきます。 

      上下水道施設の維持管理業務を初め、保守点検、水質管理、薬品、消耗品、電力調達、

検針業務、窓口業務、料金などを一括して一つの業者に委託するものでございます。 

      下水道については従来の仕様書発注に基づく委託から、一定の水準を満たすことがで

きれば運転管理方法を民間業者の裁量に委ねる性能発注として受託者の創意工夫が発揮

できる体制を整えるものでございます。 

      なお、水道については水道の技術面の責任である水道技術管理者は、これまで同様、

町職員を配置し安全な水の提供に努めてまいります。 

      包括的業務委託を行うことでの町民サービスの維持向上についてでございますが、土

曜日の窓口業務の開設、休日の開栓・閉栓サービスの実施、漏水事故、水質・水圧低下

などに関する２４時間体制の対応が図られると考えております。 

      次に、職員の人事配置に係る効果でございますが、行政経験を積んだ職員４名を公営

企業部局から町長部局へ配置転換ができ、即戦力として従事することができます。公営

企業部局では受託者が窓口業務に従事する人材について、地元雇用を行うことから雇用

が生まれることが考えられます。 

      上下水道料金に対しての抑制効果としましては、さきの全員協議会でお示ししました

とおり、包括業務を行うことで年間１，０００万円、５年間で５，０００万円の経費削

減があり、約２パーセントの抑制効果があります。 

      以上のことから、住民サービスの維持向上、上下水道料金抑制効果などが図られるこ

とから、上下水道包括的業務委託について債務負担行為を設定するものであります。よ

ろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

      １３番後藤正幸君の質疑を許します。 

１３番（後藤正幸君）はい。来年から５年間、包括的業務委託をなさるような計画提案があります

が、中身についてちょっとお伺いしたいのは、５月２３日にたしか産建の常任委員会で

これは調査していると思うんですが、そのとき産建の委員の人たちからいろいろ話があ

ったと思いますが、その問題、課題はどのように検討してこの提案になったのかお聞か

せください。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい、議長。産建常任委員会では料金、今後、値上げが予想される

ということで、料金値上げについての抑制効果がどのぐらい出るかというふうなことで

ご質問がありました。それで全員協議会のときに、料金値上げの抑制効果として年間１，

０００万円、これについては人件費の効果とあとは複数業務を一括することでの削減効

果、合わせて１，０００万円というふうなことでご説明申し上げておりましたが、この

効果額について質問があったわけでございます。 

１３番（後藤正幸君）はい。おおむねわかったんですが、その常任委員会で話し合ったんだと思い

ますが、料金の比較とかサービス低下の心配がないかどうかというようなことを提案す

る前に町民に説明しなさいと言われたと思うんですが、その辺はなさいましたか。しま

せんか。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい。サービスの維持向上とかそういう部分については常任委員会

でご説明申し上げましたが、住民の方々については業者が決定してサービス内容などが
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決まってから住民の方々にお知らせしたいと考えております。以上でございます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。７番齋藤慶治君。 

７番（齋藤慶治君）はい。２点だけ。私らも産建にいて上下水道事業はわかってコストダウン、

絞りに絞ったという形で今回、これ以上絞るところ、合理化するということで包括の民

間委託という案を提案しているんですが、やはり県内でもまだどちらかというと先進事

例なんです。そういうことで町民もいろんな形で従来の今までのサービスがきちんと維

持できるのか。そういう心配が一番あります。 

      あと第２点として、この業務内容を見ると民間にできるのは民間人にという形で職員

の異動。町職員を５人として、そのほかは委託して民間の人にやってもらうということ

なんですが、包括で任せるのはいいんですが、そのときにやっぱり地元でね、やっぱり

こう人材なり仕事なりが回らないとだめだという思いが私は強くあります。そういう意

味で最終的にはプロポーザルというんですが、そういう地元企業との連携、町民の雇用

の確保の約束というとおかしいですが、そこら辺をねどこまで入れ込むことができるの

か。その点を伺いたいと思います。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい、議長。包括的業務委託の県内の状況でございますが、県内で

下水道施設を持っている市町村は１４市町、そしてあと県で管理している７流域となっ

ております。そのうち下水道での包括業務委託をやっているのが２市町でございます。

そして水道の包括、これは第三者委託というんですが、これについては４市町。そして

あと窓口業務をやっているのが５市町ございます。 

      今回、山元町としては初めて水道とあとは窓口、上下水道をまとめて発注するという

ふうな形態をとっております。全国では群馬県の太田市、あとは栃木県の高根沢町、石

川県のかほく市などがございます。あとはただいま地元雇用というふうなお話がありま

したが、窓口業務については極力仕様書の中に地元から雇用するような形をとっていた

だくような仕様書をつくりたいと思っております。そしてあと漏水事故などについては

従来どおり、町に技術管理者がおりますので、それの指示に従って漏水事故は町内業者

が当たるような対応をとりたいと考えております。以上でございます。 

７番（齋藤慶治君）はい。ちょっと私の質問としては最後にしたいんですが、今回の包括的業務

委託が町民に対する料金関係の最後の手段というのかどうか。町民にとっては今でも上

下水道料金、山元町は結構高いなという評価があります。そういう意味で今後、人口が

少なくなる中でこれを維持していくというのは並大抵なことではないと思うんですが、

そういう意味で今回の包括的民営化が最善の策と思っているのかどうか、その点をお聞

きしたいと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）上下水道事業の包括的業務委託、兼ねて懸案の一つであったわけでございま

すが、人口が減る中で一定の維持管理費用がかかるこの事業を、少しでも負担感のない

形での対応を模索したときにはですね、やはりこれまでのさまざまな節減、節約努力に

加えてこの業務を導入することによって相当程度の効果が期待できるというようなとこ

ろでございますので、やはり今までの努力に加えてこれを基本的には最終的な段階の努

力の一環というふうなことで捉えていただければありがたいなというふうに考えるとこ

ろでございます。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから議案第４０号平成２６年度山元町水道事業会計補正予算（第１号）

を採決します。 

      お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１４．議案第４１号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

上下水道事業所長（荒 勉君）はい、議長。議案第４１号平成２６年度山元町下水道事業会計補正

予算（第１号）についてご説明いたします。 

      初めに、１、２ページをお開き願います。 

      収益的収入及び支出の支出について申し上げます。１款下水道事業費３項特別損失は

相馬亘理線、県道坂元停車場線に埋設してある農集排の廃止管処理費として５，０００

トンで７２万円を増額するものでございます。 

      収入について申し上げます。１款下水道事業収益１項営業外収益、農集排施設廃止管

処理について、一般会計からの受託工事として５，０００トンで７２万円を措置するも

のでございます。 

      次に、収益的支出について申し上げます。１款資本的支出１項建設改良費は、下水道

区域内に新たに公共ます設置のための取りつけ管工事費として４００万円を増額するも

のでございます。 

      最初のページにお戻り願います。 

      第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出を次のとおり補正する。 

      収入、第１款下水道事業収益５，０００トンで７２万円増額し、総額１０億３，３６

９万３，０００円とするものでございます。支出、第１款下水道事業費５，０００トン

で７２万円増額し、総額９億８，３４１万７，０００円とするものでございます。 

      第３条 予算第４条中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億９，９６５

万７，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額、当年度分損益

勘定留保資金を調整し、補塡財源として予定額を次のとおり補正するものでございます。 

      支出、第１款資本的支出４００万円増額し、総額１０億２，８９２万５，０００円と

するものでございます。 

      次のページをお開き願います。 

      第４条 予算第５条に次の債務負担行為を加える。 

      次項、上下水道事業包括的業務委託に要する経費。期間、平成２７年度から平成３１
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年度までの５年間でございます。限度額３億６，５００万円でございます。 

      債務負担行為の説明につきましては水道会計同様でございますので、省略させていた

だきます。 

      以上、よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                              

議 長（阿部 均君）これから議案第４１号平成２６年度山元町下水道事業会計補正予算（第１号）

を採決します。 

      お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。よって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１５．議員派遣の件を議題とします。 

      地方自治法第１００条第１３項及び山元町議会会議規則第１２６条の規定により、お

手元に配布のとおり議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。よって、ただいまお諮りしましたとおり、議員派遣の

件は決定されました。 

      お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、

その取り扱いを議長にご一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。よって、変更を要するときの取り扱いは議長一任とす

ることに決定いたしました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１６．閉会中の継続調査の申し出の件を議題とします。 

      各常任委員会委員長から、山元町議会会議規則第７４条の規定によりお手元に配布の

とおり、閉会中の継続調査の申し出が提出されております。 

      お諮りします。 

各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。よって、各常任委員会委員長からの申し出のとおり、

閉会中の継続調査に付することに決定しました。 
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議 長（阿部 均君）以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

      会議を閉じます。 

      これで平成２６年第２回山元町議会定例会を閉会します。 

      大変、長時間の間ご苦労さまでございました。 

午後１０時３８分 閉 会 

                                              

     

 


